
第509号

発　行　令和 8年 4月15日

発行所　名護市

市   章
　　　　総務部総務課

　　　――――　条　　　　例　―――― 　例の公布について

○　名護市条例第1号(総務課) ○　名護市条例第12号(総務課)

　名護市企業版ふるさと納税基金条例の公布 　名護市国民健康保険税条例の一部を改正す

　について 　る条例の専決処分について

○　名護市条例第2号(総務課) ○　名護市条例第13号(総務課)

　名護市宿泊税条例の公布について 　名護市税条例等の一部を改正する条例の専

○　名護市条例第3号(総務課) 　決処分について

　名護市特定乳児等通園支援事業の運営に関 　　　――――　規　　　　則　――――

　する基準を定める条例の公布について ○　名護市規則第5号(保育・幼稚園課)

○　名護市条例第4号(総務課) 　名護市保育施設等の保育の利用に関する規

　名護市子どものための教育・保育給付及び 　則の一部を改正する規則の公布について

　子育てのための施設等利用給付に関する条 ○　名護市規則第6号(会計課)

　例の一部を改正する条例の公布について 　名護市会計管理者の補助組織の設置及び事

○　名護市条例第5号(総務課) 　務代理並びに市長の権限に属する事務の補

　名護市乳児等通園支援事業の設備及び運営 　助執行に関する規則の一部を改正する規則

　に関する基準を定める条例の一部を改正す 　の公布について

　る条例の公布について ○　名護市規則第7号(会計課)

○　名護市条例第6号(総務課) 　名護市会計規則の一部を改正する規則の公

　名護市母子及び父子家庭等医療費助成に関 　布について

　する条例の一部を改正する条例の公布につ ○　名護市規則第9号(業務改善推進室)

　いて 　名護市羽地地区センターの設置及び管理に

○　名護市条例第7号(総務課) 　関する条例施行規則等の一部を改正する規

　名護市介護保険条例の一部を改正する条例 　則の公布について

　の公布について ○　名護市規則第10号(久志支所)

○　名護市条例第8号(総務課) 　名護市農村環境改善センターの設置及び管

　名護市火災予防条例の一部を改正する条例 　理に関する条例施行規則の全部を改正する

　の公布について 　規則の公布について

○　名護市条例第9号(総務課) ○　名護市規則第11号(企画政策課)

　名護市立学校設置条例の一部を改正する条 　名護市特定防衛施設周辺整備調整交付金基

　例の公布について 　金条例施行規則の一部を改正する規則の公

○　名護市条例第10号(総務課) 　布について

　名護市議会議員の議員報酬等に関する条例 ○　名護市規則第12号(介護長寿課)

　の一部を改正する条例の公布について 　名護市介護保険条例施行規則の一部を改正

○　名護市条例第11号(総務課) 　する規則の公布について

　名護市議会委員会条例の一部を改正する条 ○　名護市規則第13号(人事行政課)

名　護　市　公　報
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　名護市会計年度任用職員の勤務時間、休暇 ○　名護市告示第44号(保育・幼稚園課)

　等に関する規則の一部を改正する規則の公 　子ども・子育て支援法第58条の11の規

　布について 　定に基づく告示について

○　名護市規則第14号(予防課) ○　名護市告示第45号(建築住宅課)

　名護市火災予防条例施行規則の一部を改正 　名護市景観審査会運営要綱の告示について

　する規則の公布について ○　名護市告示第46号(保育・幼稚園課)

○　名護市規則第15号(人事行政課) 　子ども・子育て支援法第58条の11の規

　名護市行政組織規則の一部を改正する規則 　定に基づく告示について

　の公布について ○　名護市告示第47号(都市計画課)

○　名護市規則第18号(商工・企業誘致課) 　名護都市計画下水道の変更に係る名護市告

　名護市情報通信・金融特区施設の設置及び 　示について

　管理に関する条例施行規則の一部を改正す ○　名護市告示第48号(保育・幼稚園課)

　る規則の公布について 　名護市保育士等継続応援給付事業助成金交

○　名護市規則第19号(商工・企業誘致課) 　付要綱の一部を改正する要綱の公表につい

　名護市サンセットオフィス交流施設の設置 　て

　及び管理に関する条例施行規則の公布につ ○　名護市告示第49号(財政課)

　いて 　令和８年度名護市一般会計予算の公表につ

○　名護市規則第20号(企画政策課) 　いて

　名護市企業版ふるさと納税基金条例施行規 ○　名護市告示第50号(財政課)

　則の公布について 　令和８年度名護市国民健康保険特別会計当

　　　――――　訓　　　　令　―――― 　初予算の公表について

○　名護市訓令第4号(人事行政課) ○　名護市告示第51号(財政課)

　名護市会計年度任用職員の任用等の基準及 　令和８年度名護市後期高齢者医療特別会計

　び事務取扱に関する規程の一部を改正する 　当初予算の公表について

　規程の公表について ○　名護市告示第52号(財政課)

　　　――――　告　　　　示　―――― 　令和８年度名護市介護保険特別会計当初予

○　名護市告示第37号(国民健康保険課) 　算の公表について

　配当計算書(謄本)の公示送達について ○　名護市告示第53号(国民健康保険課)

○　名護市告示第38号(政策推進課) 　督促状の公示送達について

　２１世紀の森公園周辺エリア活用推進事業 ○　名護市告示第54号(園芸畜産課)

　に係る認定公募設置等計画の変更及び公示 　名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業

　について 　費補助金交付要綱の公表について

○　名護市告示第39号(税務課) ○　名護市告示第55号(子育て支援課)

　令和８年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価 　名護市子育て世帯訪問支援事業実施要綱の

　格等縦覧帳簿の縦覧の告示について 　一部を改正する要綱の公表について

○　名護市告示第40号(財政課) ○　名護市告示第56号(工事契約検査課)

　令和７年度名護市一般会計補正予算の公表 　名護市建設工事等請負業者指名選定基準に

　について（第８号補正） 　関する要綱の一部を改正する要綱の告示に

○　名護市告示第41号(財政課) 　ついて

　令和７年度名護市国民健康保険特別会計補 ○　名護市告示第57号(税務課)

　正予算の公表について（第４号補正） 　市税滞納者の督促状の公示送達について

○　名護市告示第42号(財政課) ○　名護市告示第58号(健康増進課)

　令和７年度名護市後期高齢者医療特別会計 　名護市指定暑熱避難施設指定実施要綱の公

　補正予算の公表について（第３号補正） 　表について

○　名護市告示第43号(介護長寿課) ○　名護市告示第59号(保育・幼稚園課)

　名護市介護予防・日常生活支援総合事業事 　名護市未移行幼稚園食材料費助成金交付要

　業者の新規指定について 　綱の一部を改正する要綱の公表について



○　名護市告示第60号(保育・幼稚園課) ○　名護市告示第74号(教育委員会総務課)

　名護市未移行幼稚園による副食費の徴収に 　名護市立小学校給食費負担軽減事業実施要

　係る補足給付事業給付金交付要綱の一部を 　綱の公表について

　改正する要綱の公表について ○　名護市告示第75号(国民健康保険課)

○　名護市告示第61号(保育・幼稚園課) 　名護市国民健康保険税の減免に関する要綱

　名護市企業主導型保育施設利用料及び食材 　の一部を改正する要綱の公表について

　料費助成金交付要綱の一部を改正する要綱 ○　名護市告示第76号(観光課)

　の公表について 　名護市宿泊税導入検討懇話会設置要綱の廃

○　名護市告示第62号(保育・幼稚園課) 　止について

　名護市認定こども園等利用料及び食材料費 ○　名護市告示第77号(健康増進課)

　助成金交付要綱の一部を改正する要綱の公 　名護市歯周病検診事業実施要綱の一部を改

　表について 　正する要綱の公表について

○　名護市告示第63号(総務課) ○　名護市告示第78号(環境対策課)

　名護市外部公益通報に関する要綱の公表に 　令和８年度名護市一般廃棄物処理実施計画

　ついて 　書の告示について

○　名護市告示第64号(健康増進課)

　名護市骨髄バンクドナー助成金交付要綱の

　公表について

○　名護市告示第65号(園芸畜産課)

　名護市管理施設修繕事業補助金交付要綱の

　公表について

○　名護市告示第66号(健康増進課)

　名護市先進医療不妊治療費助成事業実施要

　綱の公表について

○　名護市告示第67号(保育・幼稚園課)

　子ども・子育て支援法の規定に基づき確認

　した施設の公示につい

○　名護市告示第68号(健康増進課)

　名護市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成 ○　名護市告示第86号(人事行政課)

　実施要綱の公表について 　名護市行政改革推進本部設置要綱の一部を

○　名護市告示第69号(健康増進課) 　改正する要綱の公布について

　名護市高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事 ○　名護市告示第87号(消防本部総務課)

　業実施要綱の一部を改正する要綱の公表に 　沖縄県消防通信指令施設運営協議会規約の

　ついて 　変更に伴う協議書の締結及び規約の一部改

○　名護市告示第70号(保育・幼稚園課) 　正の告示について

　子ども・子育て支援法第54条の２第１項 ○　名護市告示第88号(農林水産課)

　の規定に基づく告示について 　名護市水産施設機能強化事業補助金交付要

○　名護市告示第71号(社会福祉課) 　綱の一部を改正する要綱の公表について

　名護市障害者自立支援協議会等設置要綱の ○　名護市告示第89号(総務課)

　一部を改正する要綱の公表について 　一般廃棄物処理手数料徴収事務委託者の

○　名護市告示第72号(保育・幼稚園課) 告示について

　子ども・子育て支援法第58条の11の規 ○　名護市告示第90号(地域力推進課)

　定に基づく告示について 　名護市ふるさと納税クラウドファンディン

○　名護市告示第73号(社会福祉課) 　グ事業補助金交付要綱の一部を改正する要

　名護市長による成年後見制度審判請求の手 　綱の公表について

　続に関する要綱の一部を改正する要綱の公 ○　名護市告示第91号(保育・幼稚園課)

　表について 　子ども・子育て支援法第58条の11の規



　定に基づく告示について

○　名護市告示第92号(地域力推進課)

　地縁による団体の告示事項の変更告示につ

　いて（名護市源河区）

○　名護市告示第93号(地域力推進課)

　地縁による団体の告示事項の変更告示につ

　いて（名護市大浦区）

○　名護市告示第94号(地域力推進課)

　地縁による団体の告示事項の変更告示につ

　いて（名護市三原区）

○　名護市告示第95号(農業政策課)

　名護市民農園設置及び管理運営要綱を廃止

　する要綱の公表について

○　名護市告示第96号(地域力推進課)

　地縁による団体の告示事項の変更告示につ

　いて（名護市稲嶺区）

○　名護市告示第97号(地域力推進課)

　地縁による団体の告示事項の変更告示につ

　いて（名護市嘉陽区）

○　名護市告示第98号(農業政策課)

　名護市中山間地域等直接支払事業補助金等

　交付要綱を廃止する要綱の公表について

○　名護市告示第99号（建設土木課)

　市道路線の区域の変更について（告示）

　　　――――　公　　　　告　――――

○　名護市公告第12号(農林水産課)

　保安林の指定の予定の変更告示の掲示につ

　いて（名護市字世冨慶）

○　名護市公告第13号(都市計画課)

　【田井等公園】都市計画公園事業の計画変

　更認可について（公告）

○　名護市公告第14号(工事契約検査課)

　名護市公募型指名競争入札の実施について

　（長筋原支線９号農道災害復旧工事）

○　名護市公告第15号(工事契約検査課)

　名護市公募型指名競争入札の実施について

　（安部ナート川整備工事（その１））

○　名護市公告第16号(工事契約検査課)

　名護市公募型指名競争入札の実施について

　（名護市電子入札・契約管理・申請受付シス

　テム構築業務委託）

○　名護市公告第18号(都市計画課)

　名護市都市計画事業の計画変更許可につい

　て（山田原線　外1路線）

○　名護市公告第19号(農業政策課)

　農業振興地域整備計画の用途区分変更に係

　る公告について【為又】



名護市企業版ふるさと納税基金条例をここに公布する。

令和.年●"2ク"

名護市条例第/号

名護市企業版ふるさと納税基金条例

名護市長 N、1・・大、
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名護市企業版ふるさと納税基金条例

(設置)

第1条地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・し

ごと創生寄附活用事業に関し、法人から寄附された寄附金を適正に管理し、当該事業の

経費の財源に充てるため、地方自冶法(昭和22年法律第67条)第241条第1項の規定に基

づき、名護市企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)

第2条基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)

第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かっ有利な方法により保
管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編

入するものとする。

(繰替運用)

第5条市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用するととができる。

(処分)

第6条市長は、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、
基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)

第7条この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

,



名護市宿拍税条例をここに公布する。

名護市条例第 2 号

名護市宿泊税条例

._ J ^区.^^●◆●゛↓"^^^■

叉1β武●-1ミ名護市長

~号俳氏

日j才月1口
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名護市宿泊税条例

(課税の目的)

第1条名護市は、訪れる人、働く人、暮らす人から選ばれ続ける観光都市の実現に向け、

観光産業の発展に関する施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第22

6号。以下庁却という。)第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課する。

(定義)

第2条この条例において使用する用語の定義は、この条例に定めるもののほか、法及び

名護市税条例(昭和47年条例第20号。以下「市税条例」という。)において使用tる用語
の例による。

(賦課徴収)

第3条宿泊税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び市税条例

の定めるところによる。

(納税義務者等)

第4条宿泊税は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテ

ル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業並びに住宅宿泊事業法(平成29年法律第6

5号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)に

おける宿泊に対し、その宿泊者に課する。

(課税免除)

第5条次に掲げる宿泊に係る宿泊者に対しては、宿泊税を課さない。

①学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。以下この

条において「学校」という。)において教育を受ける幼児、児童、生徒若しくは学生(以

下この条において「学生等」という。)又は当該学生等を引率する者が当該学校の教育活

動(規則で定めるものに限る。)として宿泊する場合(学生等が在籍する学校の校長又

は園長がその旨を証明する場合に限る。)の当該宿泊

②学生等又は当該学生等を引率する者が公益財団法人日本中学校体育連盟その他の規

則で定める団体の主催する大会(教育活動又はこれに類するものに限る。)に参加する

ために宿泊する場合(規則で定める者がその旨を証明する場合に限る。)の当該宿泊(前

号に掲げる宿泊を除く。)

(課税標準)

第6条宿泊税の課税標準は、 1人1治当たりの宿泊料金(宿泊者が宿泊施設の宿泊に関

して瑠称を問わず当該宿泊施設に支払うべき額(当該宿泊に対する宿泊補助金、宿泊助

成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して当該宿泊施

設に支払うべき額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額をいう。)とする。ただし、

当該宿泊料金が10万円を超える場合には、10万円とする。

①宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類す

る利用行為の対価に相当する額

②消費税、地方消費税その他の税金に相当する額

③立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額

④前3号に掲げるもののほか、市長がこれらに準ずるものと認めるものに相当する額

(税率及び税額の端数計算)

第7条宿泊税の税率は、 100分の1.2とする。

2 宿泊税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の17第2項第9号の条例で

指定する法定外目的税とする。

(徴収の方法)

第8条宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による。



(特別徴収義務者)

第9条宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者J という。)は、宿泊施設の経営

者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項に規定する者以

外の者であって宿泊税の徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することが

できる。

(特別徴収義務者としての登録等)

第10条前条第1項に規定する特別徴収義務者は、宿泊施設の経営を開始しようとする日

の5日前までに、同条第2項の規定により指定を受けた特別徴収義務者はその指定を受

けた日から5日以内に、宿泊施設ごとに、当該宿泊施設における特別徴収義務者として

の登録を市長に申請しなけれぱならない。

2 前項の登録を申請しようとする者は、当該宿泊施設の所在地及び名称その他必要な事

項を記載した規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による登録の申請を受理した場合においては、その申請した者

を特別徴収義務者として登録し、その者(以下この条において「登録特別徴収義務者」

という。)に対し、規則で定める証票(以下時正票」という。)を交付する。

4 証票の交付を受けた者は、これを当該宿泊施設の公衆の見やすい箇所に掲示しなけれ

ばならない。

5 証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

6 登録特別徴収義務者は、登録した事項に変更を生じた場合においては、遅滞なく、規

則で定める届出書を市長に提出しなけれぱならない。

7 登録特別徴収義務者は、当該宿泊施設の経営を1月以上休止しようとするときは、遅

滞なく、規則で定める届出書を市長に提出しなけれぱならない。

8 前項の規定による届出書を提出した者であって当該届出書に係る休止の期間を定めな

かった者は、当該宿泊施設の経営を再開しようとするときは、遅滞なく、規則で定める

届出書を市長に提出しなけれぱならない。

9 登録特別徴収義務者は、当該宿泊施設の経営を廃止したときは、その廃止した日から1

0日以内に規則で定める届出書を市長に提出しなけれぱならない。

10 証票の交付を受けた者は、当該宿泊施設に係る宿泊税の特別徴収の義務が消滅した場

合には、その消滅した日から10日以内にその証票を市長に返さなけれぱならない。

(申告納入)

第Ⅱ条特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月1日から同月末日までの期間において

徴収すべき宿泊税に係る宿泊料金の総額、税額その他必要な事項を記載した規則で定め

る納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入しなけれぱならない。

2 特別徴収義務者が、申告納入すべき前項の税額が規則で定める金額以下であることそ

の他の規則で定める要件に該当するものとして規則で定めるところにより市長が指定し

た者である場合には、同項の規定により炊の表の左欄に掲げる月に提出すべき納入申告

書の提出期限及び納入金の納入期限は、伺項の規定にかかわらず、同表右欄に掲げる月

に提出すべき納入申告書の提出期限及び納入金の納入期限と同一の期限とする。

1月及び2月

4月及び5月

7月及び8月

3

10月及びⅡ月

前2項の規定にかかわらず、特別徴収義務者は、宿泊施設の経営を廃止した場合にお

3月

6月

9月

12月



いては、その廃止した日から10日以内に、その廃止した日までにおいて徴収すべき宿泊

税について、第1項に規定する規則で定める納入申告書を市長に提出し、及びその納入

金を納入しなけれぱならない。

4 市長は、第2項の規定による指定をした特別徴収義務者が同項に規定する要件に該当

しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第12条市長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることが

できなくなったととについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失

つたことについて天災その他避けることのできない理由があると認める場合において

は、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれ

に相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を

免除するものとする。

2 前項の規定による還付又は納入義務の免除を申請しようとする特別徴収義務者は、規

則で定める申請書に還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明することができる

書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を

受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充

当することができる。

4 市長は、第1項の規定による申諸を受理した場合においては、同項又は前項に規定す

る措置をとるかどうかについて、その申請を受理した日から60日以内に特呂1」徴収義務者

に通知しなけれぱならない。

(特別徴収義務者の帳節の記載義務等)

第13条特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに帳簿を備え、宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者

数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数、宿泊税額その他市長が必要と認める事項を帳簿

に記載し、かつ、当該帳簿を当該帳簿の使用が終わった日の属する月の末日の翌日から

3児を経過した日から5年間保存しなけれぱならない。

2 特別徴収義務者は、宿泊に当たって作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、

宿泊料金、宿泊者数、宿泊税額が記載されているものその他の市長が必要と認める書類

を作成し、かつ、当該書類を当該宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から3月を

経過した日から5年間保存しなければならない。

(帳簿及び書類の電磁的記録による保存等)

第14条特別徴収義務者は、前条第1項の規定により備付け及び保存をしなければならな

い帳簿(以下「関係帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階か

ら一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該

関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による清報処理の用に供さ

れるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存

に代えることができる。

2 特別徴収義務者は、前条第2項の規定により作成及び保存をしなけれぱならない書類

(以下「関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使

用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録

の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、特別徴収義務者は、関係書類(規則で定めるものを除く。)

の全部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を規則で定める装置によ

り電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電



、

磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。この場合において、

当該関係書類に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていな

いとき(当該関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該特別徴収義務者は、

当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録

を保存しなけれぱならない。

(帳簿及び書類の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存等)

第15条特別徴収義務者は、関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階か

ら一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該

関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィ

ルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルム

をいう。以下同じ。)による保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることが

できる。

2 特呂噺敦収義務者は、関係書類の全部又は一部にっいて、自己が一貫して電子計算機を

使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記

録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の保存に代える

ことができる。

3 前条第1項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関

係帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者又は同条第2項の規定により関係

書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている特別徴収義務者

は、規則で定める場合には、当該関係帳簿又は当該関係書類の全部又は一部について、

規則で定めるところにより、当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の電子計

算機出カマイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電

磁的記録の保存に代えることができる。

(電磁的記録等に対する規定の適用)

第16条第14条第1項、第2項若しくは第3項前段又は前条各項のいずれかに規定する規

則で定めるところに従って備付け及び保存が行われている関係帳簿又は保存が行われて

いる関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出カマイクロフィルムに対するこの条例

の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出カマイクロフィルムを当該

関係帳簿又は当該関係書類とみなす。

(帳簿の記載義務違反等に関する罪)

第17条次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に

処する。

①第10条第4項の規定に違反して証票を掲示しなかった者又は同条第5項の規定に違

反して証票を他人に貸し付け若しくは譲り渡した者

②第10条第10項の規定に違反して証票を市長に返さなかった者

③第13条第1項の規定により帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載

をせず、若しくは虚偽の記載をした者又は同項の帳簿を隠匿した者

④第13条第1項の規定に違反して帳偉を5年間保存しなかった者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人

の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その

法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税)

第18条宿泊税は、地方税法施行令第6条の22の4第6号及び第6条の22の9第4号に規

定する条例で指定する法定外目的税とする。

(規則への委任)
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第19条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期勵

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日

から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の宿泊(施行

日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)について適用する。

(経過措置)

3 施行日前に宿泊施設の経営をし、かつ、との条例の施行後引き続き宿泊施設の経営を

しようとする者については、施行日に宿泊施設の経営を開始するものとみなす。

(準備行為)

4 第9条第2項の規定による特別徴収義務者の指定及び第10条第3項の規定による特別

徴収義務者の登録並びにとれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前

においても、第9条第2項及び第10条第3項の規定の例により行うことができる。

(徴収の方法の特例)

5 市長は、沖縄県が法第4条第6項の規定により、市内の宿泊施設において宿泊料金を

受けて行われる宿泊に対して課する税(以下との項及び次項において「県宿泊税」とい

う。)がある場合には、法第20条の3第1項ただし書の規定により、県宿泊税に係る賦課

徴収を宿泊税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(県宿泊税に係る督促、滞納処分等)

6 市長は、県宿泊税に係る督促、滞納処分等について、宿泊税と併せて督促状を発し、

滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。

(検盲寸)

7 市長は、令和Ⅱ年度を目途として、この条例の施行の状況、社会経済情勢の推移等を

勘案し、この条例の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとする。

島
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名護市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

第1章総則

(趣旨)

第1条この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第価号。以下 N却という。)

第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業

の運営に関する基準を定めるものとする。

(一般原則)

第2条特定乳児等通園支援事業者(法第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者

をいう。以下同じ。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の

軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことに

より、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目

指さなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象

小学校就学前子ども(法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以

下伺じ。)の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に

立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都

道府県、市町村、特定教育・保育施設等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施

設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)、他の特

定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他

の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれぱなら

なし、。

4 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象

小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う

事業所(以下「特定乳児等通園支援事業所」という。)の職員に対し、研修の実施その

他の措置を講ずるよう努めなけれぱならない。

第2章特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準

第1節利用定員に関する基準

第3条特定乳児等通園支援事業者は、 1時間当たりの利用定員(法第融条の2第1項の

確認において定めるものに限る。次項において同じ。)を定めるものとする。

2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども(法第30条の16に規定する

乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)が当該特定乳児等通園支援事業者が提

供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日

数及び時間その他の事情を考慮して1月当たりの利用定員を定めるものとする。

第2節運営に関する基準

(面談)

第4条特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園

、



支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳

児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護

者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保

護者との面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話

を含む。)を行わなけれぱならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第19条

に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第松条の規定により当該特定乳児等通

園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に

関する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、第1項の面談において、前項の重要事項を説明し、当

該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供にっいて保護者の同意を得なければならな
し、

(正当な理由のない提供拒否の禁止)

第5条特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者(法第30条の15第3項

に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。)から利用の申込みを受けた

ときは、正当な理由がなけれぱ、これを拒んではならない。

(あっせん及び要請に対する協力)

第6条特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用にっいて

法第54条の3において準用する法第54条第1項の規定により市町村が行うあっせん及び

要請に対し、できる限り協力しなけれぱならない。

呼L児等支援支給認定証に記載された事項の確認)

第7条特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園

支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳

児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第30条の15第3項に

規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則

(平成26年内閣府令第U号)第28条の24各号に掲げる事項を確認するものとする。

呼L児等支援給付認定の申請に係る援助)

第8条特定乳児等通園支援事業者は、法第30条の15第1項の認定(以下この条において

呼L児等支援給付認定」という。)を受けていない保護者から利用の申込みがあった場

合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申詰が行われるよう

必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第9条特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等

支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養

育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その

他の教育・保育等(法第騎条第1項に規定する教育・保育等をいう。)の利用の状況の

把握に努めなければならない。

(特定教育・保育施設等との連携)

第10条特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供され

る法第27条第1項に規定する特定教育・保育及び法第29条第1項に規定する特定地域型

保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他

特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなけれぱならない。

(特定乳児等通園支援の提供の記録)

第Ⅱ条特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日

時、時間、内容その他必要な事項を記録しなけれぱならない。

.



(支払)

第12条特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領(法第30条の20第5項(法第30条の2

1第3項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が支払う特定乳児等通園支

援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援

事業者が受領することをいう。次条において同じ。)を受けないときは、乳児等支援給

付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額(法

第30条の20第3項に規定する額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとす

る。

2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の

提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると

認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるもの

の額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範鬨内で設定する額の

支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。

3 特定乳児等通園支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援

において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳児等支援

給付認定保護者から受けることができる。

①日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に彪、要な物品の購入に要する費用

②特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用

③食事の提供に要する費用

④特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

⑤前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する

費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用で

あって、乳児等支援給付認定保護者に負担させるととが適当と認められるもの

4 特定乳児等通園支援事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の

額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しなけれ

ばならない。

5 特定乳児等通園支援事業者は、第2項及び第3項の金銭の支払を求める際は、あらか

じめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を求める理

由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説

明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第3項の規定による金銭の

支払に係る伺意については、文書によることを要しない。
呼L児等支援給付費の額に係る通知等)

第玲条特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る乳

児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等

支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費

用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費

用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等

支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。

(特定乳児等通園支援の取扱方針)

第H条特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭手吃

3年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容にっいて内閣総理

大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22午法律第164号)第

6条の3第器項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)の特性に留意して、支給対象

小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提

、



供を適切に行わなけれぱならない。

(特定乳児等通園支援に関する評価等)

第15条特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価

を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公

表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(相談及び援助)

第16条特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及ぴその保護者の

心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、当該

乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な

助言その他の援助を行わなければならない。

(緊急時等の対応)

第17条特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行ってい

るときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速

やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な

措置を講じなければならない。

得L児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知)

第18条特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給付

認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等支

援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を

市町村に通知しなけれぱならない。

(運営規程)

第19条特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営にっいての重要事項に関す

る規程(第22条において「運営規程」という。)を定めておかなけれぱならない。

①特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針

②その提供する特定乳児等通園支援の内容

③職員の職種、員数及び職務の内容

④特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

⑤第12条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払

を求める理由及びその額

⑥第3条第1項の規定により定める1時間当たりの利用定員

⑦特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっ

ての留意事項

⑧緊急時等における対応方法

⑨非常災害対策

⑩虐待の防止のための措置に関する事項

⑪その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第20条特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子だもに対し、適切な特定乳

児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の勤

務の体制を定めておかなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児等通

園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなけれぱならない。ただし、

特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務にっいては、この限りでない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上のため

、



に、その研修の機会を確保しなけれぱならない。

(利用定員の遵守)

第21条特定乳児等通園支援事業者は、第3条第1項の規定により定める1時間当たりの

利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。

(掲示等)

第22条特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、職員の勤務の体制、第12条の規定により乳児等支援給付認定保護者から

支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選

択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自

動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動

的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の

閲覧に供しなければならない。

呼L児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則)

第23条特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、

社会的身分Xは第12条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならな

し、

(虐待等の禁止)

第24条特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福

祉法第器条の10第1項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に

有害な影響を与える行為をしてはならない。

(秘密保持等)

第25条特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上

知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当

な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏

らすことがないよう、必要な措置を講じなけれぱならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業

者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定

子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定

子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなけれぱならない。

(情報の提供等)

第26条特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しようと

する乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏まえ

て適切に特定乳児等通園支援事業者を選択するととができるように、その提供する特定

乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場

合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第27条特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業 q去第59条第1号に規定する事業

をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援

事業者等」という。)、教育・保育施設、地域型保育事業者仕也域型保育を行う事業者

をいう。次項において同じ。)若しくは乳児等通園支援事業者呼L児等通園支援を行う

事業者をいう。次項において同じ。)又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ど

も又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、

金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

、



2 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事

業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又

はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはなら

ない

(苦情解決)

第28条特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等

支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認保護者その他の当該乳児等支援給付認定子ど

もの家族(以下この条において呼L児等支援給付認定子ども等」という。)からの苦情

に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な

措置を講じなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容そ

の他の事項を記録しなければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援

給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなけれ

ぱならない。

4 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第30条の1

3において準用する法第H条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類そ

の他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特定乳

児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支

援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村

から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけれ

ぱならない。

5 特定乳児等通園支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を市町村に報告しなけれぱならない。

仕也域との連携等)

第29条特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当た0ては、地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなけれぱならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第30条特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、炊の各

号に定める措置を講じなけれぱならない。

①事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針を整備すること。

②事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が

報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備するとと。

③事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村及び当該乳児等支援給付認定子

どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録しなけれぱならない。

4 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけれぱな

らない。

(会計の区分)

第31条特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事業の

哈



会計と区分しなけれぱならない。

(記録の整備等)

第32条・特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計

に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から5年間保存しなけれぱ

ならない。

①第H条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画

②第Ⅱ条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録

③第18条の規定による市町村への通知に係る記録

④第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録

⑤第30条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置にっいての記録

第3章雑則

(電磁的記録等)

第器条特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されてぃるもの

については、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)に
より行うことができる。

2 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出にっいて

は、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提

出に代えて、第4項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、

当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報

処理組織(特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定

保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供する

ことができる。この場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交

付し、又は提出したものとみなす。

①電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

ア特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者

の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、

乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給

付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を

受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援

事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

②電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイル
に記載事項を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力する

、



ことにより文書を作成することができるものでなけれぱならない。

4 特定乳児等通園支援事業者は、第2項の規定により記載事項を提供しようとするとき

は、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用い

る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得な

けれぱならない。

①第2項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの

②ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付認定

保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があ

つたときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第2項に規定する記載事項の提供

を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び

前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

6 第2項から第5項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得につ

いて準用する。この場合において、第2項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書

面等に記載すべき事項(以下との条において「記載事項」という。)」とあるのは「書

面等による同意」と、「第4項」とあるのは「第6項において準用する第4項」と、「提

供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面

等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提

供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、

「交付する」とあるのは「得る」と、第3項中「前項各号」とあるのは「第6項におい

て準用する前項各号」と、第4項中「第2項」とあるのは「第6項において準用する第

2項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提

供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第1号中「第2項各号」とあるの

は「第6項において準用する第2項各号」と、第5項中「前項」とあるのは「第6項に

おいて準用する前項」と、呼尉共を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第

2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意

の取得」と読み替えるものとする。

附則

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

、



名護市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関する条例

の一部を改正する条例をここに公布する。
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名護市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関する条

例の一部を改正する条例

名護市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関する条例

(平成26年条例第35号)の一部を次のように改正する。

題名中「施設等利用ホ創寸」の炊に「等」を加える。

第1条中「施設等利用給付」の次に「並びに乳児等のための支援ホ創寸」を加える。

第3条中「第12号」の次に「。以下「条例」という。」を、「第2条に規定する認定とども

園」の次に「(以下、「名護市立認定こども園」という。)」を加え、「名護市立認定こども園

の設置及び管理に関する条例第3条」を「条例第3条」に、「当該支給認定こども」を「当

該支給認定子ども」に改め、同条の次に次の1条を加える。

(利用料等)

第3条の2 市長は、乳児等のための支援給付認定子どもが瑠護市立認定とども園におい

て特定乳児等通園支援事業の提供を受けたときは、当該支給認定子どもの保護者から利

用料を徴収する。

2 前項に規定する利用料は、規則で定める。

3 市長は、食費(おやつ代を含む。)その他名護市立認定こども園の利用に係る経費であ

つて、乳児等のための支援給付認定子どもの保護者が負担することが適当と認められる

費用について、実費の額の範囲内において規則で定める額を徴収する。

第4条の見出し中「利用者負担金」の次に「等」を加え、同条中「利用者負担金」を「第

3条に規定する利用者負担金及び前条に規定する利用料等」に改める。

附則

この条例は、令和8年4月1日から施行する。



名護市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例をここに公布する。
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名護市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例

名護市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第

25号)の一部を次のように改正する。

第10条(見出しを含む。)及び第Ⅱ条(見出しを含む。)中呼L児等通園支援事業者」を

呼L児等通園支援事業所」に改める。

第14条の見出し中「防止」を「禁止」に改め、同条中浮L児等通園支援事業者」を呼L児

等通園支援事業所」に改める。

第17条第6号中「乳児及び幼児の区分ごとの」を削り、同条第7号中「並びに」を「そ

の他の」に改める。

第19条第1項中呼L児等通園支援事業者」を呼L児等通園支援事業所」に改める。

第21条第3項中「利用定員」の次に「(子ども・子育て支援法(平成24年法律第85号)第

27条第1項又は第29条第1項の確認において定める利用定員をいう。)」を加える。

第23条の次に次の1条を加える。

(設備及び職員の基準の特例)

第23条の2 子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育を行う事業者

が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前

2条の規定は適用しない。

第27条後段を削る。

第28条中「その職員」を「その乳児等通園支援事業所の職員」に改める。

附則

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

オ



名護市母子及び父子家庭等医療費助成に関tる条例の一部を改正する条例をここに公布

する。
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名護市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

名護市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成6年条例第13号)の一部を次

のように改正する。

第2条第1項第1号中「者」の次に「又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年

政令第405号)第1条第1項で定める程度の障害の状態にある者」を加える

附則

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

ι



名護市介護保険条例の一部を改正tる条例をここに公布する。

令和.年ゞ"才ア.

.

名護市条例第 7号
名護市介護保険条例の一部を改正する条例

゛二黛叉1
名護市長

~別紙



名護市介護保険条例の一部を改正する条例

名護市介護保険条例(平成12年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項第13号イ中「、次号イ」を「又は次号イ」に、同条第2項中「所得の少な

い」を「前項第1号から第3号までに掲げる」に改め、「前項に該当する者の」を削り、「令

和8年度までにおける」を「から令和8年度までの各年度における」に改める。

附則に次の3条を加える。

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

第9条第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課す

る市町村に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税

の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者(伺法第294条第3項

の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に

限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給

与所得が含まれている者(同年中の給与等炉斤1昇税法(昭和40年法律第器号)第28条第

1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が5駐,000円以上651,000円未満で

ある者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号

ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第Ⅱ号ア、第12号ア、第13号ア及び第1

4号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中吐也方税法第292

条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)俳麻兒特別措

置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3

第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用

がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が0円を下回る場合には、0円とする。以下同じ。)」

とあるのは、「合計所得金額仕也方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額を

いい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場

合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令

和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額を

加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該

合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当

該合計所得金額が0円を下回る場合には、 0円とする。以下同じ。)」とする。

2 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年

中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満である者に限る。)の令和8年度

における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第

9号ア、第10号ア、第Ⅱ号ア、第12号ア、第13号ア及び第H号アに係る部分に限る。)の

規定の適用については、同項第6号ア中吐也方税法第292条第1項第13号に規定する合計

所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法第開条の4第1項若しくは

第2項、第34条第1項、第34条の2第 1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条

の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得

金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所

得金額が0円を下回る場合には、 0円とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額

仕也方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所

得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額

については、同条第2項の規定によって計算した金額に100,000円を加えた額によるもの

とし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令

第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0

円を下回る場合には、 0円とする。以下同じ。)」とする。

'



3 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年

中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満である者に限る。)の令和8年

度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、

第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)

の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法第292条第1項第13号に規定する合

計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法第器条の4第1項若しく

は第2項、第34条第1項、第34条の2第 1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35

条の2第1項、第舗条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所

得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計

所得金額が0円を下回る場合には、 0円とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金

額仕也方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に

所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金

額については、同条第2項の規定によって計算した金額に650,000円から令和7年給与所

得控除額(令和7年中の所得税法第器条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該

給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第玲号)第1条の

規定による改正前の所得税法別表第5 (以下「別表第5」という。)の給与等の金額とし

て、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除し

て得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による

特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する

特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0円を下回る場合には、 0円と

する。以下同じ。)」とする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特伊0

第10条第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第4条第1項の

規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の

うちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに

該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村

民税が課されている者とみなす。

①令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦

課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。)であって、

令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦

課する市町村に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により当該市町村の住民基

本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

②地方税法第2鮖条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規

定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合の

いずれかに該当する者

ア令和7年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、かつ、 1,

350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額

から550,000円を控除して得た額以下である場合

イ令和7年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり、かつ、1,

350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、 100,000円以下である場合

ウ令和7年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満であり、かつ、

1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、 650,000円から、同午中

の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、

同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除し

て得た額を控除して得た額以下である場合

.



③地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規

定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合の

いずれかに該当する者

ア令和7年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、かつ、地

方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定め

る金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額か

ら550,000円を控除して得た額以下である場合

イ令和7午中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり、かつ、

地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定

める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が100,000円以下である場合

ウ令和7年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満であり、かつ、

地方税法第2鮖条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定

める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、650,000円から、同年中の給

与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、同表

により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得

た額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

2 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第4条第1項の規定

の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し、かつ、同項

第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、伺

年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(令和8年度における前年度非課税者に係る保険料の減免)

第H条市長は、第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに

令和7年度及び令和8年度の各年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されてい

ない者で令附則第25条及び前条の規定により令和8年度分の同法の規定による市町村民

税が課されているものとみなされることとなるもの(令和7年度分の同法の規定による

市町村民税が課されていないことを本市が保有する情報で確認することができる者に限

る。以下「みなし課税者」という。)がいる場合であって、そのみなされることにより当

該第1号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料段階(第4条第1項各号に掲げ

る区分をいう。以下同じ。)が、当該みなし課税者に令附則第25条及び前条の規定の適用

がないものとした場合に決定されるべき当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料に

係る保険料段階(次項において「令附則第25条等非適用保険料段階」という。)よりも保

険料率の高い保険料段階に決定されるときは、当該第1号被保険者の令和8年度分の保

険料を減免する。

2 前項の規定による減免後の令和8年度分の保険料の額は、令附則第25条等非適用保険

料段階の保険料率により算定した保険料の額とする。

3 第1項の規定による保険料の減免については、第Ⅱ条第2項に規定する保険料の納付

義務者の申請を要しない。

附則

との条例は、令和8年4月1日から施行する。

.

'.



名護市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。
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名護市火災予防条例の一部を改正する条例

名護市火災予防条例(平成3年条例第14号)の一部を次のように改正する。

第7条の2の見出しを「(一般サウナ設備)」に改め、同条第1項中「サウナ室に設ける

放熱設備(以下「サウナ設備」という。)」を「一般サウナ設備(簡易サウナ設備以外のサ

ウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をいう。)をいう。以下同じ。)」に改め、同項第2号

及び同条第2項中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同条を第7条の3とし、

第7条の次に次の1条を加える。

(簡易サウナ設備)

第7条の2 簡易サウナ設備(屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウ

ナ室(サウナ室のうちテントを活用したものをいう。)又はバレル型サウナ室(サウナ室

のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。)に設ける放熱設備であって、定格出力

6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。)

の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなけれぱならない。

住)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物

品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距礫に

関する基準により得られる距離以上の距雜を保つこと。

②簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することがで

きる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サウナ設備にあ

つては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設

置した場合は、との限りではない。

2 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、

第3条(第1項第1号、第10号から第14号まで、第16号から第18号の3まで、第2項第

6号及び第3項並びに第4項を除く。)及び第5条第1項の規定を準用する。

第29条の7第1項第1号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカー」を加える。

第"条第6号の次に次の1号を加える。

⑥の2 簡易サウナ設備(個人が設けるものを除く。)

第M条第7号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。

附則

この条例は、令和8年3月31日から施行する。



名護市立学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。
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名護市立学校設置条例の一部を改正する条例

名護市立学校設置条例(平成20年条例第20号)の一部を次のように改正する。

別表第1中

羽地幼稚園

稲田幼稚園

久辺幼稚園

屋部幼稚園

俺

護市字田井等601番地2

護市字我部祖河4如番地1

羽地幼稚園

護市字豊原208番地

屋部幼稚園

護市字屋部U番地

に改める。

附則

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

護市字田井等601番地2

護市字屋部47番地

゛
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名護市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正tる条例をここに公布する。
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名護市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例

名護市議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和47年条例第50号)の一部を次のよ

うに改正する。

第4条第3項中「委員会」の次に「、協議等の場」を加え、「出席したとき」の次に

「(名護市議会委員会条例(昭和47年条例第7号)第15条の2の規定による委員会及

び名護市議会会議規則(昭和47年議会規則第1号)第 165条の2の規定による協議等の

場に出席したものとみなされたときを除く。)」を加える。

附則

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

、



名護市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布tる。
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名護市議会委員会条例の一部を改正する条例

名護市議会委員会条例(昭和47年条例第7号)の一部を次のように改正する。

第15条の次に次の1条を加える。

(委員会の開会方法の特例)

第15条の2 委員長は、大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延により委員

が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信によ

り相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン

による方法」という。)によって、委員会を開くことができる。ただし、第20条第1

項の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委

員は、あらかじめ委員長に届け出なけれぱならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席する委員は、この条例の規定の適用に

ついては、当該委員会に出席しているものとみなす。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定め

る。

第21条に次の 1項を加える。

2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明するときは、

議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

第24条に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申出は、委員長が定めるととろにより、

委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出

力装置を含む。以下との項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算

機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第28条において同じ。)を

使用する方法により行うことができる。

第25条第1項中「あらかじめ文書で」を「前条の規定によりあらかじめ」に改め、第

2項の次に次の1項を加える。

3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会で意見を述べることができる。

第28条の見出し中「文書」を「文書等」に改め、同条中「文書で」を「文書若しくは

電子情報処理組織を使用する方法により」に改める。

第29条第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会で意見を述べるととができる。

第30条第2項の次に次の1項を加える。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところ

により、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項

、



の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明

らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

附則

この条例は、令和8午4月1日から施行する。

.



専決処分書

名護市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)

第179条第1項の規定により専決処分し、ここに公布する。

令和》年ゞヨゞ/.

1

名護市条例第尼号

名護市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

ル4 武广11■名護市長

~呂1俳氏



名護市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
,

名護市国民健康保険税条例(昭和47年条例第64号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号中「及び」を「、」に改め、「「介護納付金」という。)」の次に「及び

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以

下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)を加え、同項に次の1号を加え

る。

④子ども・子育て支援納付金課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育

て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税

額をいう。以下同じ。)

第2条第2項ただし書中「66万円」を「67万円」改め、同条に次の1項を加える。

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を

除く。)及ぴその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者(地方税法(昭和

25年法律第226号。以下 W制という。)第703条の4第30項に規定する18歳以上被保険者

をいう。以下同じ。)につき算定した18歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。た

だし、加算後の額が3万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額

は、 3万円とする。

第3条第1項中「地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)」を N却に改

める。

第5条の2の見出し中「被保険者に係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第1号

中「喪失したもの」を「喪失した者」に、「当該喪失」を「当該資格を喪失」に改め、「第7

条の3」の次に「、第9条の7」を加える。

第9条の3の次に次の4条を加える。

(被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)

第9条の4 第2条第5項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.28を乗じ

て算定する。

(被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)

第9条の5 第2条第5項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1,218円とする。

(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割

額)

第9条の6 第2条第5項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者1人につい

て173円とする。

(被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額)

第9条の7 第2条第5項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。

①特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 822円

②特定世帯 4Ⅱ円

③特定継続世帯 616円

第23条第1項中「66万円」を「67万円」に、「並びに」を「、」に改め、「17万円)」の次に

「並ぴに同条第5項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額

を減額して得た額(当該減額して得た額が3万円を超える場合には、 3万円)」を加え、同



項第1号中「国民健康保険の被保険者」を「被保険者」に改め、同号に炊のように加える。
制

キ被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額被保険者

(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 853円

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均

等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について

122円

ケ被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア)特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 576円

(イ)特定世帯 2認円

(ウ)特定継続世帯 432円

第23条第1項第2号中「国民健康保険の被保険者」を「被保険者」に、「30万5千円」を

「31万円」に改め、同号に次のように加える。

キ被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額被保険者

(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 6四円

ク玲歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均

等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について

87円

ケ被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア)特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4Ⅱ円

(イ)特定世帯 206円

(ウ)特定継続世帯 308円

第23条第1項第3号中「国民健康保険の被保険者」を「被保険者」に、「56万円」を「57

万円」に改め、同号に次のように加える。

キ被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額被保険者

(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 244円

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均

等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について

35円

ケ被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア)特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 165円

(イ)特定世帯認円

(ウ)特定継続世帯 124円

第23条第2項に次の1号を加える。

③被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

ア前項第1号キに規定する金額を減額した世帯 183円

イ前項第2号キに規定する金額を減額した世帯 305円

ウ前項第3号キに規定する金額を減額した世帯 487円

エアからウまでに掲げる世帯以外の世帯 609円



第23条第3項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「被保険者均等割額」
▼

の次に「及び18歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第1号中「第24条の30の5」を「第

24条の30の6」に改め、同項に次の3号を加える。

⑦国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額

当該出産被保険者につき第9条の4の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

⑧国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額当該出産被保険者につき第9条の5の規定により算定した被保険者均等割額

(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険

者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額

⑨国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額のW歳以上被

保険者均等割額当該出産被保険者につき第9条の6の規定により算定した18歳以上

被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額後の18歳以上被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

第23条に次の1項を加える。

4 保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前であ

る被保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)がある場合における当該納税義務者に

対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額(当該納税義務者の

世帯に属する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額(第1項、第2項又は

前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等

割額に限る。)は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減

額して得た額とする。

附則第3項の見出し中「国民健康保険税」を「保険税」に改め、同項中「第8条」の次に

「、第9条の4」を加える。

附則第4項及び第6項中「第8条」の炊に「、第9条の4」を加える。

附則第7項の見出し中「国民健康保険税」を「保険税」に改め、同項中 f国民健康保険

の被保険者」を「被保険者」に改め、「第8条」の次に「、第9条の4」を加える。

附則第8項及び第9項中「第8条」の炊に「、第9条の4」を加える。

附則第10項中「国民健康保険の被保険者」を「被保険者」に、「特例利子等」を「特例適

用利子等」に、「第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3

条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用については」を「第3条、第6条、第

8条、第9条の4及び第器条第1項の規定の適用については」に改める。

附則第Ⅱ項中「国民健康保険の被保険者」を「被保険者」に、「第8条及び第23条第1項」

を「第8条、第9条の4及び第23条第1項」に改める。

附則第12項及び第13項中「第8条」の次に「、第9条の4」を加える。

附則

(施行期田

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の名護市国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の年度



分の国民健康保険税について適用し、令和7午度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。



専決処分

名護市税条例等の一部を改正する条例を地方自冶法

第1項の規定により専決処分し、ここに公布する。
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名護市税条例等の一部を改正する条例

(名護市税条例の一部改正)

第1条名護市税条例(昭和47年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第18条の3中「種別害U を「軽自動車税」に改める。

第19条中「、第81条の6第1項」を削り、同条第2号及び第3号中「第81条の6第1

項の申告書、」を削る。

第開条第3項中「以下この項及び次項並びにj を「次項及び」に改め、「。)」の炊

に「(同号口に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。

第34条の7第2項中「附則第5条の6第2項」を「附則第5条の6第3項又は第4項」

に改める。

第36条の2第1項ただし書中「及び第36条の3の3第1項」を「並びに第36条の3の

3第1項及び第2項第4号」を改める。

第36条の3の2第1項第2号中「除き、」を「除く。次条第1項第2号において同じ。)

(」に改め、「。次条第1項において同じ」を削り、同条第5項中「次条第4項」を「次

条第5項」に改める。

第36条の3の3第1項を次のように改める。

次に掲げる者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、公的年金

等支払者炉折1昇税法第203条の6第1項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項

に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払者をい

う。以下この条において同じ。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなけれぱならない。

山所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなけれ

ぱならない者

②法の施行地において公的年金等炉斤1昌税法第203条の7の規定の適用を受けるもの

を除く。)の支払を受ける第203条第1項第1号に掲げる者であつて、特定配偶者(所

得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計

をーにする配偶者(合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。次号

及び次項第3号において同じ。)(退職手当等(第聡条の2に規定する退職手当等

に限る。以下この号において同じ。)に係る所得を有する者に限る。)又は扶養親

族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有す

る者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、

計所得金額が85万円以下であるものに限る。)を有する者

③法の施行地において公的年金等炉斤1昇税法第203条の7の規定の適用を受けるもの

に限る。)の支払を受ける第203条第1項第1号に掲げる者(当該年中に支払を受け

るべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の

前日の現況において令第48条の9の7の3に定める金額に満たない者を除く。)で

あって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養

親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。)若しくは特定親族(合計

所得金額が85万円以下であるものに限る。)を有する者

第36条の3の3第5項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同

条第4項中「第蝿条の9の7の3」を「第48条の9の8」に改め、同項を同条第5項と

し、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に、「法第317

条の3の3第1項の規定による申告書に」を「同条第1項の規定による申告書に」に、

「法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出」を「同条第1項の規定による申

告書を提出」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

ν7

合



①公的年金等支払者の名称 一

②公的年金等受給者が、法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者又はそ

の他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひ

とり親に該当する場合にはその旨

③特定配偶者の氏名

④扶養親族又は特定親族の氏名

⑤その他施行規則で定める事項

第63条中「が士地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては20万円」を削り、
「150万円」を「180万円」に改める。

第80条第1項を次のように改める。

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。

第80条第2項を削り、同条第3項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第1項」を
「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改め、

同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第2項と

司、る。

第81条第1項を次のように改める。

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合
には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

第釘条第2項中「3輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第3項及び第4項

を削る。

第81条の3から第81条の8までを削る。

第81条の9の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条中「軽自動車税等」

を「軽自動車等」に、「種別害山を「軽自動車税」に改め、同条を第81条の3とする。

第訟条(見出しを含む。)、第認条(見出しを含む。)及び第85条(見出しを含む。)
中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第87条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第1項中「種別割」を「軽
自動車税」に、「施行規則第認号の4の2様式」を「施行規則第33号の4様式」に改め、

同条第2項及び第3項中「施行規則第33号の4の2様式」を「施行規則第認号の4様式」
に改める。

第認条の見出し中「種別害山を「軽自動車税」に改める。

第89条(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第90条の見出し並びに同条第1項、第2項、第4項及び第5項中「種別胃山を「軽自
動車税」に改める。

第91条第2項中「第80条第3項ただし書」を「第80条第2項ただし書」に、「種別御山
を「軽自動車税」に改め、同条第7項中「種別害山を「軽自動車税」に改める。

附則第6条中「から令和9年度まで」を「以後」に改める。

附則第7条の3を削る。

附則第7条の3の2第1項中「令和20年度」を「令和25年度j に、「居住年が平成Ⅱ
年から平成18年まで又は」を「同法第41条第1項に規定する居住年が」に、「令和7年」
を「令和12年」に、凡こおいて、前条第1項の規定の適用を受けないときは」を「には」

に、「附則第5条の4の2第5項」を「附則第5条の4第5項」に改め、同条第2項中

「附則第7条の3の2第1項」を「附則第7条の3第1項」に改め、同条を附則第7条
の3とする。

附則第7条の4中「又は附則第20条第1項」を「、附則第19条の3第1項又は附則第2
0条第1項」に、「附則第5条の6第2項」を「附則第5条の6第3項又は第4項」に改

める。

附則第8条第1項中「令和9年度」を 1令和12年度」に改め、同条第2項中「、附則
第7条の3の2第1項」を削る。
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附則第9条の2中「附則第1条の2第4項」の次に「(法附則第7条の3第3項又は

第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。

附則第10条の2第3項中「附則第15条第21項」を「附則第15条第20項」に改め、同条

第4項中「附則第15条第22項第1号」を「附則第15条第21項第1号」に改め、同条第5

項中「附則第15条第22項第2号」を「附則第15条第21項第2号」に改め、同条第6項中

「附則第15条第22項第3号」を「附則第15条第21項第3号」に改め、同条第7項中「附

則第15条第23項第1号」を「附則第巧条第22項第1号」に改め、同条第8項中「附則第1

5条第23項第2号」を「附則第15条第22項第2号」に改め、同条第9項中「附則第15条第
25項第1号イ」を「附則第15条第24項第1号イ」に改め、同条第10項中「附則第15条第2

5項第1号口」を「附則第15条第24項第1号口」に改め、同条第11項中「附則第15条第2

5項第1号ハ」を「附則第15条第24項第1号ハ」に改め、同条第12項中「附則第15条第2

5項第1号二」を「附則第15条第24項第1号二」に改め、同条第13項中「附則第15条第2

5項第2号」を「附則第15条第24項第2号」に、「4分の3」を「7分の6」に改め、同

条第H項中「附則第15条第25項第3号イ」を「附則第15条第24項第3号イ」に改め、同

条第15項中「附則第15条第25項第3号口」を「附則第15条第24項第3号口」に改め、同

条第16項中「附則第15条第25項第3号ハ」を「附則第15条第24項第4号」に、「4分の

4分の3」に改め、同条第17項から第19項までを削り、同条第20項中「附則3」

第15条第陀項」を「附則第15条第31項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第21項中

「附則第15条第37項」を「附則第15条第36項」に、「3分の2」を「、 3分の2」に改

め、同項を同条第18項とし、同条中第22項を第19項とし、第23項を第20項とする。

附則第10条の3第7項中「附則第12条第19項」を「附則第12条第20項」に改め、同条

第8項第4号中「附則第12条第23項」を「附則第12条第24項」に改め、同項第6号中「附

則第12条第24項」を「附則第12条第25項」に改め、同条第9項第5号及び第Ⅱ項第5号

中「附則第12条第31項」を「附則第12条第32項」に改め、同条第14項中「附則第12条第1

9項」を「附則第12条第20項」に改め、同条第15項中「改修実演芸術公演施設」を f改修

特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規

則(平成18年国士交通省令第Ⅱ0号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として

劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第四号)第2条第2項に規定する

実演芸術の公演の用に供する施設である」を「施行規則附則第7条の2第1項に規定す

る補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律(平成18年法律第91号)第N条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準(同

条第3項の条例で付加した事項を含む。)又は同法第17条第3項第1号に規定する同法

第2条第20号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改

め、同項第3号を次のように改める。

③家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年

政令第379号)第5条各号に掲げる特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律第N条第3項の条例で定める同法第2条第18号に規定する

特定建築物を含む。)のいずれに該当するかの別

附則第巧条の2から第15条の6までを削る。

附則第16条の見出し中「の種別害U を削り、同条第1項中「法第444条第3項に規定す

る」を「道路運送車両法第60条第1項後段の規定による」に、「から第4項まで」を「及

び第3項」に改め、「の種別割」を削り、同条第2項中「令和4年4月1日から令和8

年3月31日まで」を「令和7年4月1日から令和10年3月31日まで」に改め、「の種別

割」を削り、同条第3項中「法第446条第1項第3号」を「同項」に改め、「及び次項」

を削り、「令和4年4月1日」を「令和7年4月1日」に、「当該初回車両番号指定を

受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和8年度分」に改め、「の種別省山を削り、

同条第4項を削る。

附則第16条の2の見出し中「の種別割」を削り、同条第1項中「の種別割」を削り、
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「から第4項まで」を「又は第3項」に改め、同条第2'項及び第3項中「の種別割」を
削る。

附則第16条の3第3項第2号、第16条の4第3項第2号及び第17条第3項第2号中「、
附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」を「及び附則第7条の3第1項」
に改める。

附則第17条の2第1項中「令和8年度」を「令和Ⅱ年度」に改め、同条第2項中'「令
和8年度」を「令和11年度」に、「附則第34条の2第5項」を「附則第34条の2第6項」
に、「附則第34条の2第10項」を「附則第34条の2第12項」に改め、同条に次の1項を
加える。

4 第1項(第2項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税
義務者が、租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第15号までに掲げる士地等
の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした
時において地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊に
よる災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒
区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別
警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域内にあ
るときは、当該士地等の譲渡は、第1項又は第2項に規定する優良住宅地等のため
の譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
附則第18条第5項第2号及び第19条第2項第2号中「、附則第7条の3第1項及び附
則第7条の3の2第1項」を「及び附則第7条の3第1項」に改める。
附則第19条の2の炊に次の1条を加える。

(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第19条の3 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第38条の2第

1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、

譲渡所得及び雑所得にっいては、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額

及び雑所得の金額として令附則第18条の6の4で定めるところにより計算した金額

(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、

特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額

(次項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民

税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

住)第34条の2の規定の適用にっいては、同条中「総所得金額」とあるのは、「総

所得金額、附則第19条の3第1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」とする。

②第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附

則第7条の3第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第19条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項

及び附則第7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第19条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条の3第1項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。

③第35条の規定の適用にっいては、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若
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しくは山林所得金額又は附則第19条の3第1項に規定する特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若

しくは附則第19条の3第1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」

とする。

④附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるの

は「山林所得金額並びに附則第19条の3第1項に規定する特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額」と、同条第2項中師折1昌割の額」とあるのは師斤1昇割の額並び

に附則第19条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第20条第2項第2号中「、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」

を「及び附則第7条の3第1項」に改める。

附則第20条の2第2項第2号及び第5項第2号並びに第20条の3第2項第2号及び第

5項第2号中「、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項」を「及び第7条の3第

1項」に改める。

(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の

特例に関する条例の一部改正)

第2条アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別

割の特例に関する条例(昭和47年条例第26号)の一部を次のように改正する。

題名及び第1条中「の種別割」を削る。

第2条第1項、第3条第1項前段及び第2項並びに第4条中「種別割」を「軽自動車

税」に改める。

様式第1号中「軽自動車税種別割証紙」を「軽自動車税証紙」に、 rT飢 CategoryB

ase stamp]を「Tax stamp]に改める。

(名護市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第3条名護市税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第15号)の一部を次のよう

に改正する。

附則第6条中「の種別割」を削る。

附則

(施行期田

第1条この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

①第1条の規定による改正後の名護市税条例(以下「新条例」という)第36条の2第

1項、第36条の3の2第1項第2号及び第36条の3の3の改正規定並びに附則第6条

及び附則第7条の3の2第1項の改正規定(「令和20年度」を「令和25年度」に改め

る部分及び「令和7年」を「令和12年」に改める部分に限る。)並びに次条第1項及

び第2項の規定令和9年1月1日

②新条例第63条の改正規定及び附則第3条第2項の規定令和9年4月1日

③新条例第34条の7第2項の改正規定並びに附則第7条の4 (「附則第5条の6第2

項」を「附則第5条の6第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、第9条の2及

び第17条の2の改正規定(同条第1項及び第2項中「令和8年度」を「令和Ⅱ年度」

に改める部分を除く。)令和10年1月1日

④新条例附則第7条の4 (「附則第5条の6第2項」を「附則第5条の6第3項又は

第4項」に改める部分を徐く。)及び第19条の2の次に次の1条を加える改正規定金

融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第

号)1の施行の日の属する年の翌々年の1月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条新条例第36条の3の3第1項及び第2項の規定は、前条第1号に掲げる施行日(以

下「1号施行日」という。)以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条
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例第36条の3の3第1項の規定による申告書について適吊し、 1号施行日前に支払を受
けるべき公的年金等について提出した改正前の名護市税条例(以下「旧条例」という。)
第36条の3の3第1項の規定による申告書については、なお従前の例による。
2 前条第1号に掲げる規定による新条例附則第7条の3第1項及び第2項の規定は、市
民税の所得割の納税義務者が令和8年1月1日以後に新租税特別措置法第肌条第1項に
規定する居住用家屋(同条第16項の規定により同条第1項に規定する居住用家屋とみな
される同条第16項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第17項
の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第17項に規定する特例既
存住宅及び同条第35項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第
35項に規定する要耐震改修住宅を含む。)又は増改築等をした家屋(同条第17項の規定
により同条第1項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第17項に規定する特
例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。
を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、
民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用
家屋(同条第20項の規定により同条第1項に規定する居住用家屋とみなされる同条第20
項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第35項の規定により同
条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第35項に規定する要耐震改修住宅を含
む。)又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同条第1項の定
めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 前条第4号に掲げる規定による新条例附則第7条の4の規定は、同号に掲げる規定の
施行の日(以下「4号施行日」という。)の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の
市民税について適用し、 4号施行日の属する年度分までの個人の市民税については、な
お従前の例による。

4 新条例附則第17条の2第4項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第3号に
掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第17条の2第1項の士地等の譲渡について
適用する。

5 新条例附則第19条の3の規定は、4号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個
人の市税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和
8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和7年度分までの固定資産税につ
いては、なお従前の例による。

2 新条例第63条の規定は、令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和
8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等のー
部を改正する法律(令和8年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和
25年法律第226号。炊項においてΠ賊却という。)附則第巧条第25項に規定する特定再
生可能エネ・ルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に旧法附則第巧条のⅡ第1項に規定
する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課
する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の軽自動車
税について適用する。

2 この条例の施行の日前の3輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境
性能割については、なお従前の例による。

3 令和7年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
第5条第2条の規定による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車
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等に対する軽自動車税の特例に関する条例に関する条例の規定は、令和8年度以後の年

度分の軽自動車税について適用し、令和7年度分までの軽自動車税については、なお従

前の例による。

第6条第3条の規定による改正後の名護市税条例等の一部を改正する条例の規定は、令

和8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和7年度分までの軽自動車税に

ついては、なお従前の例による。
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名護市保育施設等の保育の利用に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 R年3月

'

が

名護市規則第 9 号

名護市保育施設等の保育の利用に関する規則の一部を改正する規則

日

ルU 六..階琴名護市長

~呂1俳氏



0名護市保育施設等の保育の利用に関する規則

(趣旨)

第1条この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下 N却という。)第24条

の規定に基づき、保育施設等における保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この規則における用語の意義は、次の各号に定めるほか、法において使用する用

語の例による。

(1)保育施設等保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65

号。以下「支援法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)及び法第

24条第2項に規定する家庭的保育事業等(支援法第29条第1項の確認を受けた事業者

が行うものに限る。)を行う事業所をいう。

(2)保育の実施保育施設等において保育を行うことをいう。

(3)子ども支援法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(4)教育・保育給付認定支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。

(5)教育・保育給付認定子ども支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定

子どもをいう。

(6)教育・保育給付認定保護者支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定

保護者をいう。

(利用の申込者)

第3条保育施設等において保育の実施を受けること(以下「保育の利用」という。)を

希望する教育・保育給付認定子ども及び当該子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、

次のいずれかに該当するものでなければならない。

(1)名護市(以下「市」という。)に居住していること。

(2)保育の利用の開始日までに、市に転入又は居住すること。

(保育の利用の開始田

第4条保育の利用の開始日は、各月の1日を原則とする。

(保育の利用期間)

第5条保育の利用ができる期間は、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給

付認定の有効期間(支援法第21条に規定する教育・保育給付認定の有効期問をいう。)

平成27年3月31日

規則第13号
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とする。

(利用申込み)

第6条保育施設等において保育の利用を希望する教育・保育給付認定保護者は、保育施

設等利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、市長が必要と認める書類

を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申込書及び必要書類は、保育の利用開始希望月の前月の1日(1日が

名護市の休日を定める条例(平成3年条例第25号)第1条に規定する市の休日(以下「市

の休日」という。)に当たるときは、その直後の市の休日でない田までに提出しなけ

れぱならない。ただし、緊急やむを得ないと市長が認める場合は、との限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、 4月1日から保育の利用を希望する教育・保育給付認定保

護者は、市長が指定する期日までに、第1項に規定する申込書及び関係書類を提出しな

ければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、当該申込みに係る子どもが保育の利用開始の希望日にお

いて生後6か月に達しない場合は、原則として申込みを行うことができない。

5 第1項の規定により申込書を提出した教育・保育給付認定保護者(以下「申込保護者」

という。)が当該申込書を取り下げようとする場合は、保育施設等利用申込取下げ書(様

式第2号)に必要事項を記入し、市長に提出しなけれぱならない。

(利用調整)

第7条市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、保育施設

等における保育の利用の申込者数が保育施設等における保育の利用定員を超えるときは、

子どもの養育状況及び保護者に必要な支援の内容等の事情を勘案し、利用調整を行うも

のとする。

2 利用調整は、毎月の各保育施設等の保育利用可能な子ども数を把握の上、保育の利用

開始を希望する月ごとの申込者を対象に、次の各号に掲げる基準により行うものとする。

(1)申請のあった教育・保育給付認定子どもに係る保育の必要の程度を、別表に定め

る保育利用調整基準により指数化し、当該指数が高いものを優先するものとする。

(2)前号に規定する指数が同位の教育・保育給付子どもが複数ある場合は、当該希望

する保育施設等の希望順位が高い教育・保育給付認定子どもを優先するものとする。

(3)ーの保育施設等について、保育の利用の申込みがあった全ての教育・保育給付認

定子どもにつき、利用定員に達するまで行うものとする。ただし、市長が必要と認め

る場合は、利用定員を超えて利用調整を行うことができる。
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(4)ーの教育・保育給付認定子どもが複数の保育施設等を希望する場合においては、

希望する1頓位が最も高い保育施設等を優先するものとする。

3 前項に規定するもののほか、利用調整の基準に関し必要な事項は、別に定める。

(保育の利用の内定等)

第8条市長は、前条に規定する利用調整の結果、保育の利用が内定した申込保護者に対

し、保育施設等利用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、保育の利用の内定を行うことができなかった子どもに係る申込

みは、翌月(当該申込みに係る保育の利用を希望する年度内に限る。)の利用調整の対

象とする。この場合において、市長は、当該申込保護者に対して、第6条第1項に規定

する申込書及び関係書類の再提出を求めるととができる。

3 前項の場合において、再度保育の利用の内定を行うことができなかったときは、第10

条第1項の規定にかかわらず、当該申込保護者に対する通知を省略することができる。

(保育施設等への要請等)

第9条市長は、保育施設等に対し、前条第1項の規定による保育の利用が内定した子ど

もに係る保育の利用について、要請を行うものとする。

2 前項の規定により要請を受けた保育施設等は、当該子どもについて、保育の利用の可

否を決定し、市長に報告しなければならない。

(保育の利用の決定等)

第10条市長は、第7条から前条に規定する利用調整及び要請を行った結果、保育施設等

への入所が決定した場合にあっては保育施設等利用決定通知書(様式第4号)により、

保育施設等への入所の決定がされなかった場合にあっては保育施設等利用保留通知書

(様式第5号)により、当該申込保護者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第1項の申請内容に虚偽があった場合又は当該申請

に係る子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、保育施設等利用不承諾通知書(様

式第6号)により、保育の実施を行わない旨を当該申込保護者に通知するものとする。

(1)教育・保育給付認定を受けていることが確認できないとき。

(2)疾病等により、保育施設等において集団保育を受けることが困難であると当該保

育施設等の長若しくは管理者又は医師等が判断したとき。

(3)前2号に掲げるもののほか、保育の実施が困難であると市長が認めたとき。

(利用決定の取消し)

第Ⅱ条市長は、前条第1項の規定により保育の利用が決定した教育・保育給付認定子ど
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もについて、保育の利用の決定日から開始日の間に炊の各号のいずれかに該当したとき

は、同項に規定する保育施設等利用決定を取り消すことができる。

a)保育の実施の必要がなくなったとき。

(2)第3条各号に該当しなくなったとき。

(3)当該子どもの保護者から保育施設等利用決定辞退届書(様式第7号)により利用

の辞退の申出があったとき。

(4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により保育の利用の決定を取り消したときは、保育施設等利用決

定取消通知書(様式第8号)により当該保護者に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第3号に規定する届出があった場合は、当該保護者

に対する前項の通知を省略することができる。

(保育の実施の一時停止)

第12条市長は、保育の実施を受けている子ども(以下「保育子ども」という。)が、次

の各号のいずれかに該当する場合は、保育施設等による当該子どもの保育の実施を一時

停止することができる。この場合において、一時停止の期間は、原則として90日を上限

とする。

(1)疾病その他の事由により、他の保育子どもに悪影響を及ぽすおそれがあるとき。

(2)当該子どもの保護者から保育施設等利用一時停止届出書(様式第9号)による届

出があったとき。

(3)前各号に掲げるもののほか、保育の実施を一時停止することが適当と市長が認め

たとき。

2 市長は、前項の規定により保育の実施の一時停止をしたときは、保育施設等利用一時

停止通知書(様式第10号)により保育利用保護者及び当該保育施設等の長又は管理者に

通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第2号に規定する届出があった場合は、当該保護者

に対する前項の通知を省略することができる。

(保育の実施の解除)

第13条市長は、保育子どもが、玖の各号のいずれかに該当する場合は、当該子どもの保

育の実施を解除するものとする。

(1)保育の実施の必要がなくなったとき。

(2)転出し、又は死亡したとき。
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(3)当該子どもの保護者から保育施設等利用終了届出書(様式第Ⅱ号)による届出が

あったとき。

(4)前各号に掲げるもののほか、保育施設等の運営に支障が生じると認める事由があ

るとき。

2 前項第3号に規定する届出書は、保育の利用を終了しようとする日の属する月の前月

10日(10日が市の休日に当たるときは、その直前の市の休日でない田までに、市長に

提出しなけれぱならない。

3 市長は、第1項の規定により保育の実施を解除した場合は、保育施設等利用解除通知

書(様式第12号)により保育利用保護者及び当該保育施設等の長又は管理者に通知する

ものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第3号に規定する届出があった場合は、当該保護者

に対する前項の通知を省略することができる。

(保育施設等の異動)

第14条保育子どもの保護者は、当該子どもが現に保育の実施を受けている保育施設等か

ら、他の保育施設等に異動を希望するときは、保育施設等異動申込書(様式第13号)を

市長に提出しなけれぱならない。

2 前項の場合において、当該保育施設等異動申込書を第6条第1項の申込書とみなして、

第6条から第10条の規定を適用する。

(保育の利用内容の変更)

第15条保育子どもの保護者は、第6条第1項に規定する申込書の記載事項に変更がある

ときは、速やかに市長に届け出なけれぱならない。

(保育施設等の報告)

第16条保育施設等の長又は管理者は、当該保育施設等を利用している保育子どもに係る

家庭状況等に変更があったときは、速やかに市長に報告しなけれぱならない。

(市外委託)

第17条市長は、市外の保育施設等の保育の利用を希望する申込みがあったときは、当該

保育施設等を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)と協議の上、当該申込みに

係る利用調整を委託することができる。

(市外受託)

第18条第3条の規定にかかわらず、他の市町村の長から当該市町村に住所を有する子ど

もについて、市に所在する保育施設等を利用することに係る協議の申出があったときは、
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市に居住している申込者の利用調整を行った上で、なお利用調整する余地のある保育施

設等に限り、当該申出を受けるものとする。ただし、県内の保育施設等に勤務する保育

士、保育教諭その他市長が必要と認める教育・保育絵付認定保護者の子どもについては、

市に居住している申込者と伺時に利用調整を行うものとする。

(委任)

第19条この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第2号)

(施行期田

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名護市保育施設等の保育の利用に関する規則の規定は、平成

31年度の利用に係る申込みから適用し、平成30年度の利用に係る申込みについては、従

前の例による。

附則(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第28号)

(施行期田

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の名護市保育施設等の保育の利用に関す

る規則様式第1号で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することがで

きる。

附則(令和2年規則第器号)

(施行期助

1 この規則は、公布の日から施行する。
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(経過措置)

2 この規則による改正後の名護市保育施設等の保育の利用に関する規則の規定は、令和

3年度の利用に係る申込みから適用し、令和2年度の利用に係る申込みについては、従

前の例による。

附則(令和4年規則第28号)

(施行期田

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 との規則による改正後の名護市保育施設等の保育の利用に関する規則の規定は、令和

5年度の利用に係る申込みから適用し、令和4年度の利用に係る申込みについては、従

前の例による。

附則(令和6年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名護市保育施設等の保育の利用に関する規則の規定は、令和

7年度の利用に係る申込みから適用し、令和6年度の利用に係る申込みについては、従

前の例による。

附則(令和7年規則第26号)

(施行期勵

1 との規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名護市保育施設等の保育の利用に関する規則の規定は、令和

8年度の利用に係る申込みから適用し、令和7年度の利用に係る申込みについては、従

前の例による。

附則(令和8年規則第5号)

この規則は、令和8年3月Ⅱ日から施行する。

別表(第7条関係)

名護市保育施設等利用調整基準

1 基本指数
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番号

1方

類型

此労 月160時間以上の就労を常態とする

月140時間以上160時間末満の就労を常態とする

2万

月120時間以上140時間未満の就労を常態とする

2 自営業で挙証資料の提出がない場合

月100時間以上120時間未満の就労を常態とする

細目

月80時間以上100時間未満の就労を常態とする

壬娠・出産

3万

月64時間以上80時間未満の就労を常態とする

4 護者の疾

丙・障がい等

刀迫・入院等により薯しく保育が困難である場合

多胎児の妊娠・出産により保育が困難である場合

上記以外の妊娠・出産

病

基本指

55

1月以上の入院又は保育が完全に不可能な

"態である場合

50

障がい

5

育が困難な状態である場合

0

育が部分的に困難な状態である場合

35

体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福

止手帳1級、療育手帳AI、障害基礎年金証

書1級の交付を受けている、又は同程度の障

がい等を有すると認められる場合

4方

30

25

5

5フラ'

55

/1護・看護

0

身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手

帳2級、療育手帳A2、障害基礎年金証書2級

の交付を受けている、又は同程度の障がい

を有すると認められる場合

6

6フラ'

35

災害復旧

55

族等の看護・介護又は入院・通院・通所・通学の付添に要する

時間に応じて類型①の指数を準用

7 求職活動

災、風水害、火災その他の災害のため、復旧に当たって

し、る場合

5

上記以外の障がい等

35

55

求職又は企業の準備のため保育が困難な状態である場合

5

8n5

35

※

25



フフラ' 学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校その他

これらに準ずる教育施設に月64時間以上在学(予定を含

む。)している場合

8,ラ' 士会的養護

上記以外の就

学(職業訓練

等)

巨待

此学に要する時間に応じて類型①の指数を準用

9万 10

児童虐待の防止等に関する法律に規定する

「,童虐待を受けるおそれがあると認められ

る場合

V

10号

育児休業時の

佳続保育

みなし育児休

業時の継続保

引晶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律に規定する配偶者からの暴

力により保育を行うことが困難と認められ

る場合

55

育児休業期間中に対象児童以外の児童が異動を希望する

ロム、
口

その他

みなし育児休業期聞に対象児童以外の児童が異動を希望

る場合

用考 1 本指数欄の「※」については、それぞれの実情に応じて指数を決定するもの

とする。

父母が不在(県外・籬島在住を含む。)であり、保育を必

要とする場合

※

2 父母(教育・保育給付認定保護者)それぞれの基本指数を合算し、世帯の基本

日数を決定する。ひとり親家庭が①から⑧までの類型に該当する場合は、基本

旨数を一律茄点とし、さらに調整指数で加点する。

上記に該当しないが、保育が必要であると認められる場合

3 育施設等の利用申込期限内に保育を必要とする証明の書類の提出がない場合

は、原則、利用調整は行わないものとする。

数の類型に該当する場合は、原則、高い指数を適用し、又は各事由のうち時

間数が多い事由を主たる事由とした上で、各事由で要する時間数を合算し、指

を決定する。

35

35

※

9n5

学

育



5 此労状況については、契約上の勤務日数・時間だけでなく、場合に応じて、直

の実績も含めて基本指数を決定する。

25

6 此労の労働時間には、1時間以内の休憩時間は含み、通勤時間は含まない。

7 学に通信教育を含まないが、スクーリング等保育が必要と認められる場合は、

この限りでない。

8 育児短時間勤務等について、終期が明記されている場合は正規の勤務時間等を

用する。ただし、勤務日数を減らす場合は、終期が明記されていても減じた

後の勤務日数を適用する。

9 此偽の申請があった場合は、利用調整を行わない、又は内定・利用決定の取り

消しを行う。

10 父母が不在であっても、当該児童を監護している者の全てが60歳未満の祖父母

親族等であるときは、優先利用の特例は適用せず、当該監護者の要件を適用

る。

2

優先利用項目

調整指数仂n算)

ひとり親家庭 1 ひとり親家庭(下記のひとり親家庭を除く。)

2 育ができる60歳未満の親族等と同居(同一敷地内、二世

帯住宅を含む。)している場合(当該親族等が保育を必要

とする証明書類を提出した場合を除く。)

B 生活保護世帯

等(就労・求

哉活動に加

点)

適用要件

3 ひとり親家庭を証する資料の提出が困難であるが、ひとり

家庭の状態であると認められる場合

C 生計中心者の

失業により、

此労の必要性

が高い場合

生活保護世帯又は概ね生活保護基準以下の収入で生活して

いる場合で、自立支援のため必要と認められるとき(Aに該

当する場合を除く。)

5 生計中心者の失業噛発的失業を除く。)により生活困窮

にあり、就労の必要性が高い世帯である場合

調整指

65

5

5

10/15
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D 士会的養護が

'、要な場合

E ,童力那章がい

を有する場

6 里親世帯である場合

7 その他教育・保育給付認定保護者の児童を養育する能力が

著しく欠如している等養護が必要であると認められる場合

F 護者が障が

い等を有する

(基本指凹メ生、
口

の類型が④

以外の場合に

U算する)

8 申込児童が障がい等を有しており、特別支援保育が必要で

ある場合

5

9 教育・保育給付認定保護者が身体障害者手帳(2級以上)、

",神障害者保健福祉手帳(2級以上)、療育手帳AI・A2若

しくは障害基礎年金証書住級)の交付を受けている、又は

これらと同等の障がい等があると認められる場合

G

10 教育・保育給付認定保護者が身体障害者手帳(3級以下)、

""神障害者保健福祉手帳(3級)、療育手帳BI・B2若しく

は障害基礎年金証書(2級)の交付を受けている、又はこれ

らと同等の障がい等があると認められる場合

同居人が障が

い等を有する

昜合(基本指

'の類型が⑤

以外の場合に

口算する)

30

11 育・保育給付認定保護者又は教育保育給付認定子ども以

の同居人が、身体障害者手帳(2級以上)、精神障害者保

福祉手帳(2級以上)、療育手帳AI・A2、障害基礎年金

ヨ書(1級)若しくは特別児童扶養手当証書の交付を受けて

いる、又は要介護者(在宅)である場合

※

※

12

3

育・保育給付認定保護者又は教育保育給付認定子ども以

の同居人が、身体障害者手帳(3級以下)、精神障害者保

福祉手帳(3級)、療育手帳AI・A2、障害基礎年金証書

(2級)又は特別児童扶養手当証書の交付を受けている場口

H 育児休業明け

13 上記以外で継続的な入院その他医療を必要とする教育保育

、合付認定子ども以外の児童の看護・介護を行っている場合

14 育児休業の取得に伴い、保育施設等を自主的に退園した児

皇について、再度利用申込した場合

数の児童が

育施設等を

15 育児休業から復帰予定である場合(申込から利用開始まで

の間に復帰する場合を含む。)

16 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同時に、同一の保育施設等の

11用申込をする場合

1

11/15
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1」用する場合 17 多胎児が保育施設等の新規利用申込をする場合

18 に兄弟姉妹が保育施設等を利用している場合で、同一の

育施設等を第1希望として新規利用申込をする場合

19 に兄弟姉妹が保育施設等を利用している場合で、兄弟姉

未のどちらかの保育施設等を第1希望として異動申込をす

る場合

地域型保育事

業所の卒園児

20 に兄弟姉妹が保育施設等を利用している場合又は兄弟姉

が同時に利用申込をする場合(要件16、 17、 18に該当す

る場合を含む。)

1 地域型保育事業所を卒園する市内在住の児童が当該事業所

の連携施設の利用を希望する場合

2 車携施設が設定されていない地域型保育事業所を卒園する

市内在住の児童

3 車携施設が公立幼稚園に設定されている地域型保育事業所

を卒園する市内在住の児童

6

K

10

4

育施設等で

勤務する場合

地域型保育事業所を卒園する市内在住の児童が当該事業所

の連携施設以外の保育施設等のみ利用を希望する場合

5

5 育士等の人員不足のため、分園から本園に進級できず、

園以外の保育施設等に異動申込をtる市内在住の児童

6 育・保育給付認定保護者が、認可保育所、認定こども園、

地域型保育事業所又は新制度移行幼稚園で勤務する保育

士、幼稚園教諭、保育教諭等である場合

1

L

27

住地と希望

育・保育給付認定保護者が、市内の保育施設等(認可外

育施設及び新制度未移行幼稚園を含む。)で月80時間以

上勤務することを常態としている場合

200

認可外保育施

設を利用して

いる場合

200

28 申請児童の居住地における小学校区域内に、保育施設等が1

つしかない場合であって、当該保育施設等を第1希望として

1」用申込する場合

200

29 護者どちらも保育の事由が「就労」(就労予定、

業中除く)、「疾病・障がい」、「介護・看護」、

に該当している場合

100

00

※

15
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N その他

3 調整指数(減算)

減算項目

30 子どもの安全のために適切な保育が必要であると市長が認

める特別な事情ある場合

0 市外在住 31 護者(要件24に該当する者を除く。)が市外に在住し、

かつ、市内に在勤・在学している場合(転入予定者で市内

の転入先住所が確認できる書類を提出する場合を除く。)

P 就労実態

32 護者(要件24に該当する者を除く。)が市外に在住し、

かつ、市外に在勤・在学している場合(転入予定者で市内

の転入先住所が確認できる書類を提出する場合を除く。)

適用要件

Q 1」用者負担

の滞納

33 族が経営している事業等に就労し、配偶者控除又は扶養

除の対象となり、収入が確認できない場合

34 、、付期限経過分の利用者負担金(保育料)を滞納している

昜合で、利用者負担額の滞納分を市が児童手当から徴収す

ることに承認の申出をしている場合(卒園児に係る利用者

担額を滞納している場合を含む。)

※

調整指

35 当な理由がなく、納付期限経過分の利用者負担金を滞納

している場合(卒園児に係る利用者負担額を滞納している

場合を含む。)

基本減点(-5)とし、滞納1月分につき2点を減点

師D 利用者負担金の滞納がある場合

-5+((-2) X滞納月数):滞納月数が1か月分の場合は、

-7の減算となる。

失業・櫂災等やむを得ない事由によるとき、滞納返済が進

んでいるとき(児童手当からの申入れ徴収等)等はこの限

りでない。

-35

-40

R 同居親族の

育必要性

-5

36

-5

育ができる60歳未満の親族等と同居(同一敷地内及び二

帯住宅を含む。)している場合(要件別こ該当する場合及

び当該親族等の保育を必要とする証明書類を提出する場合

を除く。)

-フ~

13n5

-5



S 育児休業の

正長

用考

(調整

指数共

通)

1

37

「ひとり親家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129

号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない母及び配偶者のない父で現に

どもを扶養している者の世帯

望する施設に入園できない場合は、育児休業の延長も許

六できる。

2 調整指数欄の「※」については、それぞれの実情に応じて指数を決定するもの

とする。

3 本指数に調整指数を加算又は減算した利用調整の指数が同点であり、かつ、

育・保育給付認定保護者が保育利用希望する保育施設等の順位も同じである

昜合は、別に定める項目により利用調整を行なうものとする。

に保育の給付を受けている子どもの利用者負担金(保育料)に滞納がある場

西は、継続保育の利用調整は行わないものとする。ただし、失業・櫂災等やむ

を得ない事由による場合や、滞納返済が進んでいる場合(児童手当からの申入

徴収等)は、この限りでない。

-110
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様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第10条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第10条関係)

様式第7号(第11条関係)

様式第8号(第11条関係)

様式第9号(第12条関係)

様式第10号(第12条関係)

様式第Ⅱ号(第13条関係)

様式第12号(第13条関係)

様式第13号(第14条関係)

15n5



様式第1号

名護市長

(第6条関係)

殿

【手11用中込に島たって向意していただく事項】

」申込笹等に記枯した内容は、必要と認められる場合に、施設、ユ"拠者又は仙の官公署に捉心小上ることがありまオ、。
2 法第20条第4項に燐定tる歓青・保宵給付認定情報の通知又は支給認定証の送付は、入所決定時に行います.入所決定前に必要な場

合は、別途乎統きを行う必要がありま寸。

3 3歳以上の保青利用の場合は、掩設が定める主食豊・副食費を負担することとなります。

4 歌年度に就学を予定している児童にあ0ては、名護市教青委員会に児童に関寸る必要な佶報を捉供することがありま司、。

5 名護市の調晝や保護者からの変砥届出により、遡及して保謹宕負担額を変史することがあります。

6 申込に係る児童が障がい等(疑いを含む。)を有する場合は、入所後も必要に応じて、医族機関弊を受診L、診折書を捉出するし.要が

ありま司、。

7 特別な理由なく保青料を消納した場合、名護市が支給司、る児童手当から当該滞紬分について特別徴収tることがあります。

8 印込児寅に0いて、保育を実施寸る必要がなくな0たとき、または保宵施設等の運営に支障が生じると認める司「由があったときは、
保官の突臓を解除゛ろことがありまナ'

以上のととに同意の上、名護市保育施設等の保育の利用に関する規則第6条第1項の規定により、保育施

設等の利用について、中し込みます。

1 申込みに係る児童・保護者

保育施設等利用申込書

1ゞゞミ登
4撚ミ怪禎澱商繁難

峰静,峯・、、,

{暖熱11,〆'i'
畷1弧島定YI
11鱗獣獅鞭
纓鵡奮詠工驚

T

断趣緜翫鰍Qg§鞭'1
1加撫匡嫌浜姦じ電t斗一'鼎

転入先住所:口未定口決定(住所

至曳.W,越心、曾■N"'、蒲

口身休障害者手帳口療育手帳口精杣障害者保健福祉手帳

口特別児童扶養手当の受給を確認できるもの口医療的ケアロ轟断齊のみ

口その他(特定疾病医疫費助成受給者証など

゛、J,,ー,'゛、L..,"〒"、.'.

姦ル'{奇驫、,,"

1翁休噂為,ゞ力燕!

蔦泌幾鷲

年

_.続柄財

口なし

月

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

fず"、1゛?ー

'・、1・

性晃嶋

口男

口女

※市記入欄

診断畠等(

"

口申込児童に係る育休取得中口中込児童以外の児童に係る育休取得中

口希望する施設に入園できない場合は、育児休業の延長も許容できる。
※注意※上記にチェックがある場合、減点の対象となります。

受付者

赤
叶.1{1三,・',〆

・、1艾餓
.、」キこ点モ亡1、

口あり

から

午

/

1運姦先C(母)卓ミ
(口小学校就学前

(施設名;

入力者

円

打

/

住

年

同居親族

齢

耐珊者

課税状況

日

所

月

生活保護

年

可・不可

/

.

在宅障害

市内・市外

日

口

刀

無・有

父状況:

母状況

育休明

ひとり親:

合計→第1希望:

!倭・有'

0・1・2・3・4・5 クラス

狂

帳入予定(

年

内容

無・有

60厳(以上・来満)

未巾告(父・母・その他)

月

特児・身体・精判1・療脊・その他

生保

障がい

再利用

扶控

H)まで

年月 日)

ひとり親

市外

同居人;

滞納

分風・小規控

標准・短Bキ問

第2希望以下

求職

マイ,、ンノく、ー

有

済,米

脊休誠点

済・未

保育士:

同園

兄弟

済・末

保険証・戸籍・児扶証

希望(無・有)

・有

カード(無・有)

15/30

無・有.

@

゛
■

無

無 .

無

有



2

勺・ニ;メ禅恕X・硲川・^拠施設鯵事業所右K,、

利用を希望する施設及ぴ事業所

',.ち、、,. jt ,、、牛リ"

邑,,F!亡)1}風舗゛ι
υ゛'1'、,,.勺'4-1 "、

契1之俄、.・1,.ぎ":詑身1;謹、 i

、ι'.ー

1冨1加一',1¥争金洲4
り、河;ずー゛脚゛

セ1 トト、:、§ι.,..1
.'、ril-.4言1;み、、、
ト」'51 Ξ゛・L'

',第 5,
.・.,黒翆

【留意事項】

6施投以上希望している場合は、希望施設以外で空きがある施設について、別途案内を行うことがあります。

3

::上、牙・1゛i亀'.'、÷.¥紫yく1、 J
." J,':イノ111託逗,:..'!'i・セ1'・:'::k.1 '・

,手1盲戻に"!,疑'.上
1、珂.;1多1吏.・七る'、
.、 J ., t1 1N、.'ミ,、劇ドキ:、,、ι'.!!で弔由'.1

申込児童の兄弟姉妹の利用確認

匂

rてり.語ti゛り)1
、、_ 1-とUr4 Jト、"'

難難芋
翻黒鯵

1利油1申"・・、・設
"・"・'・"、晁市'"、、.1,.}キ1・..'11 匙

、

、'-8,望i

i

施股,1宗美包途鸞瓢M必裂匙たf' '1

、.1.゛、、'1"^、

・,.兄弟・酉・.:
・'.,、・',、゛;ヒ"刷
.カ.フ」',、.'

M、、ξ.;
@・、
舶'無

興庇割

1●1躍
、冒゛'"J'

え通1
t" L1と

..

、、 9、臭t
ミ,屯一腎郡」τ

施設帛

.'憾靈羅
1'、"(隨鼻1上円↓1 」1、ι、'ト別」1シ

..ー,.、'二窯τ'.カ゛"1.

兄兎,途週,..,、、'f'、、、ノ、r 、ー、.、".

施設名

施設名

口いない

口いる

4 今後の出産予定の確認

fN1ぎ無渉白"門

、"'、・r'゛ぴごケ,f §§1;・、1,:1 、1"、"
,」,.、'!ι_',"、ι';};ユ爵、メリ,'・

ニゴ"、出産司,,il.,. i il
r、■.J .ノ、」,」■'.、

口同じ園でなければ、入園を赤望しない。

口同じ園を希望寸るが、違う園でも入園を希望する。

ーー)

月予定)

月予定)

口兄錦姉妹と同時に入園できない場合は、入園を希望しない。

0111諦児童が入園できれぱ、兄弟姉妹と同時でなくても入園を希望する。

(口今回一締に申込みをしている口既に申込中)

郡、ξ■無g"
。・:';' t、寸'J,1f号、1、巨:1

口第Ⅱ希望以上の別紙あり

子{J

※ここでいう r育休」とは育児・介護休業法に基づく青児休業のみならず、育児のために休業することで
司、。岫営の方も含逃)

5 幼稚園等の利用希望の確認

^

]

ヰ

口産休

口育休

字齢

年

教育施謹導ゞ"■器冨f
',・"ヨ,、ト 1,,→、εJ"、"§、ニ、"ユ

→女'h立、1、

口産後は育休を取得せず、産後5か月以内に復職予定

.

学齢

口産後は育休を取得せず、出産予定の子を家庭保育する予定

を取得する。

岡

口その他(

学齢:

歳クラス

※叩込時点て

日

※育1し休業.付を受袷中の方は、この利用印込考を提'前にコピーをとり控えとして保等してくでミ宣yL

歳クラス

口父(

口母(

歳クラス

口公立幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用も併願している。

口新制度未移行幼稚園の利用も併願している。

.、.
保 会付認定の内容に

16熔0

J、^

.ー^

がある」',合は、別途認定の変更申諸苔の提↓比_¥1必聖工;,L
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様式第2号(第6条関係)

(宛先)名護市長

保育施設等利用申込取下げ書

次のとおり子どもの

'

年月日

申込取下げに

係る子ども

住所

氏名

'゛丘三舌'

じ1^

取下げの理山

(ふりがな)

氏瑠

年度保育施設等の利用申込みについては、取下げます。

※注意事項

1 -度取下げをすると、当該年度中については、利用調整(選汚)の対象外となります。

2 当該年度中に再度保育施設等の利用を希望する場合、改めて希望保育施設等の利用申込

書等を提出していただくことになります。

年 月

続柄

生年打日

罰

@

年 河

支給認定証番号

日

17/30

取
下
げ
保
設
者



第3号様式(第8条関係)

(宛先)申込保護者

保育施設等利用内定通知書

利用申込がありました保育施設等の利用については、次のとおり内定したので、名護市

保育施設等の保育の利用に関する規則第8条第1項の規定により通知します。

子

一

ど

フ

も

保

リ

生年月

ガナ

主

利用予定の施

名

フ

氏

日

リ

1 内定施設等に提出する書類等については入園説明会にてビ確認ください。

2 面接が必要な場合は、定められた期日までに、保育施設等にて面接を受けてください。

3 この内定後、保育の必要基準に該当しなくなったとき等の理由により当該内定を取消す場合があり

ます。

4 子どもの疾病等により、保育施設等において集団保育を受けることが困難であると判断される場合

は、当該内定は取消すととになります。

5 利用者負担金額については、別途通知しま,、。

6 副食費の免除対象者については、対象の方に別途通知しています。

7 保育施設等利用申込書の記載事項に変更が生じたときには、速やかにその旨を届け出てください。

8 内定を取り下げる場合は、別途定められた期日までに市において手続きを行ってください。ただ

し、異動内定を取下げた場合は、当月末で退所となります。

9 やむを得ない理由なく内定を取り下げた場合、勤務先・ハローワークに浦いて確認・審査が行わ

れ、育児休業・給付の延長が認められない場合があります。

10 保育利用期間であっても、保育施設等を利用できる基準に該当しなくなったときは、保育の利用を
解除します。

Ⅱ保育の利用開始後、保育施設等の保育の利用を一時停止又は終了しようとするときは、速やかに市

において手続きを行ってください。また、この場合において利用している保育施設等にも手続きを1-

つてください。

生年月

P

ガナ

名

日

在

年

ノ

畠護市長

地

印

号
日

第
月

護

設



第4号様式(第10条関係)

(宛先)申込保護者

保育施設等利用決定通知書

申込がありました保育施設等の利用については、次のとおり決定したので名護市保育施設等の保育

の利用に関する規則第10条第1項の規定により通知します。

子 ど

ーー

フ

も

保

氏

リ

生年月

ガナ

日

フ

名

用予

施

氏

リ

日

生年月

ガナ

所

<備考>

1 申請事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を届出てください。
2 上記の保育の実施期間内であっても、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合は、保育実施解除と
なります。
3保育の利用開始後、保脊施設等の保育の利用を中止されるときは、前月10日までに保育・幼稚園課にて手続きを行っ
て下さい。また、この場合において利用している保育施設等にも手続きを行ってください。

<教示>

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、右護市

長に対して審査請求をすることができます。
2 この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があ0たことを知った日の翌日から起算して6か月以内
に、名護市を被告として(訴訟において右護市を代表する者は名護市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起す
るととができます。なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。
3 ただし、上記の期問が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日
の翌日から起算して 1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくな
ります。なお、正当な理由があるときは、上記の期聞やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する
裁決)があった日の翌日から起算して 1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起
することが認められる場合があります。

お問合せ先名護市こども家庭部保育・幼稚園課電話番号:0980-53-1212

用

折

名

名護市長

日

在

期

ノ

年

地

印

間 年月 日 i'、ー゛ 年月

号
日

第
月

護

設

利
の



様式第5号(第10条関係)

(宛先)申込保護者

保育施殷等利用保留通知書

印込みがありました年度保育施設等の利用については、歌のとおり利用朋整(選考)

の結果、希望されている保育施設等の利用ができないため、名護市保育施設等の保育の利

用に関する規則第10条第1項の規定により通知します。

保育施設等の利

用中込子ども

申込"

保育施設等の保

育の利用ができ

ない理由

氏名

11」込書の有効期冊

利用小込みをされた希望保育施設等については、①利用可能数(定員)を

上回る小込みがあり、利用可能な順位に迷しないため利用ができない状況、

または、②保育の利用基準には該当しますが、利用定員に空きがないため利

用ができない状況です。

名護市長

1 今回提出されている中込書は、保育の利用基準に該当している場合は午度中の

保育の利用に係る利用闘整に限り有効となります。

2 上記の「申込書の有効"那艮」が過ぎたときは無効となりますので、再度中込みが

必要となります。(年座の4刃からも引き続き保育の利用を希望される場合は、あ

らためて申込みが必要となります。)

3 申込誓の提出後、保護者の就労形態、家庭の状況・住所等が変わ0た場合等及び

希望する保育施設等を変更したいときは、すみやかに保育・幼稚園課窓口にて変更

の届出をしてください。その際、変吏に開する書類を添付してください。

4 既に提出された申込書を取り下げる場合は、「保育利用申込取下げ志勺の提出が彪、

要となります。

年

イhliゴ七、

生年月U

年

利用開始希望日

月

臣

日

支給認定証番号

教示

※行政不服審査怯、行政事件訴訟法その他関係法令に基づく教示文を記載すること。

年 月 日まで

20侶0

号
日

第
月



様式第6号(第10条関係)

(宛先)申込保護者

回

保育施設等保育利用不承諾通知書

申込みがありました保育施設等の利用については、関係書類等の審査の結果、次のとお

り保育施設等の利用は不承諾とするので、名護市保育施設等の保育の利用に関する規則第

10条第2項の規定により通知します。

保育施設等の利

用申込子ども

保育施設等の利

用を不承諾とす

る理由

氏瑠

備考'

名護市長

※支給認定証の返還に該当寸る事項

年

申込日

教不

※行政不服審査法、行政事件訴訟法その他関係法令に基づく教示文を記i"けること。

生年月日

午

支給認定証番号

月 日

2ν30

号
日

第
月



様式第7・牙(第Ⅱ条関係)

腕先)永,護市長

保育施設零利用決定辞辿宙出書

次のとおり子どもの保育施ア'等の利用決定の辞退の届出をします。

.

利用決定を詐

退する子ども

利用決定のあ

つた保育施設

等名

年月日

(ふりがな)

氏名

辞退の理由

住所

※注意工打項

1 -座耐退をすると、当該年度中については、利用訊整(選券)の刻象外となります。

2 当該年度中に再度保育施設等の利用を希望する場合、改めて希望保育施設等の利用小込書

等を提出していただくことになりま寸。

氏名

電儲

年 月

生年円日

H

年月

@

支1令姦邑定証番号

日

22熔0

辞
退
保
専



様式第8、号(第11条関係)

(宛先)申込保護者'

保青1飾役等利用決定取消通知書

歌の子どもにっいて、保育施r'き料'1」用決定を取消しtるので、佑誰市保青施設等の保育の利用に
男する1槻リ第Ⅱ条第2項の規定により通知します。

保育施設等の利

用決定を取消し

する子ども

.

利用決定をして

いた保育施設等

の名称及び所在

」也

利用決定の取消

理由

名称

氏名

所在地

教本

※行政不服審査法、行政写H牛訴訟法その他関係法令に基づく教示文を記11bずること。

名護市長

備当

年

生年月日

2別30

作 月

回

日

支給認定証番号

第
月
号
日



様式第9・号(第12条関係)

(宛先)瑠,護市長

保育力包設等利用一時停'止届出書

保青1桓、設等の利用を一時停.止するので、炊のとおり届け出ます。

゛

保育施設等の保

青を利用してい

る子ども

(ふり力対幻

氏毫

-1寺停止期問

年月日

保育利用している保育施設

等の名称

・一時停止理由

付河t

支給認定昔正番号

氏血

f齢舌'

氏帝

年

生年月日

※留意哥噸

1 保育利用子どもの利用者負担金は、保育利用の一時停止翔問であっても納入することになり

ます。

2 保青利用の一時停止捌問は、90日を限座とします。

年

同時捌に保青r'"等の利用を一n寺停止する兄ず,姉妹

月

年

月

日

月

生年月日

旧から

年

ヤ甥リ

@

"

年

"

保護者と

の続柄

年

年

月

日

支ヌ令認、定証番号

月

月

日

日

日まで

利用保育暦没等名

24侶0

届
出
保
懲
者



様ヌ螂'10号(第12条関係)

(宛先)保育利用保護名'及例杲育旛徒等の長又は管理者'

保育施設等禾1」用一時停止通知書

欧の子どもに0いて、保弔訪岬'等の利用を一時停.止する(した)ので、帛護市保育施設等の保育

の利用に関する規貝11第12条第2項の規定により通知します。

保育施設等を利用し

ている子ども

貞

利用している保育施

設等の名称及ぴ所在

地

利用一崎停.止の翔脚

利用一時停止の理由

瑠称

備考

氏名

所在地

※注意哥#貞(任意に記載)

1 保育施戸'等の利用者負担金については、利用の一時停止期問であっても納入してく

ださい。

※保脊洞1用保護者への教示

※行政不服審査法、行政41件訴訟法その他関係法令に基づく教示文を記1騰中ること。

瑠護市長

年

年

25得0

生年月旧

午

円

月

日から

回

日

支給認定証番号

年 月 日まで

第
月

凡
ケ
日



様式第U号(第13条関係)

(宛先)名護市長

保育施設等の利用を終了するので、次のとおり届け出ます。

保育施設等利用終了届出書

保育施設等を利

用している児童

届出詞

住所

氏瑠

利用している保

育施設等の名称

(ふりがな)

氏瑠

利用終了年月日

1-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー『

ニード
』一ー^ーーーー^ーーー^^ーーーーーーーーーーーー'

保護者との続柄

26帰0

年

利用終了の理由

月

口市外転出のため

口家庭保育するため

ロ(

口その他(

児童と

の絖柄

日

生午月日

@

年月日

歳児クラス)

支給認定証番号

氏名

口保育所口保育園口認定こども園

年

同時獅に保育施設等の利用を終了する兄弟姉妹

性別

月

※留意事項

・保育の利用を終了する日は、原則、月の末日となります。

・保育の利用を終了しようとする日の属する月の、前月10日までに提出してください

0

・提出が遅れた場合は、退園希望日以降保育の利用がない日についても保育料が発生

する場合があります。

・届出をした後は取り消しできません。再度「保育施設等利用申込」をし、空きがあ

る場合に利用調整となります。

)幼稚園へ進学するため

生年月日

日(

年河日

歳児クラス)

電話

年月日

歳児クラス)

年月日

歳児クラス)

利用保育施'成等名 支給認定証番号

届
出
保
護
者



第 12号(第 13 条関係)

(宛先)保育利用保護者及び保育施設等の長又は管理者

保育施設等利用(保育実施)解除通知書

次の子どもにっいて、保育施設等の利用(保育実施)を解除する(した)ので、名護市保育施設等の保育の
利用に関する規則第玲条第3項の規定により通知します。

子 ど

フ

も

リ

氏

ガ

生

保

ナ

年

主

護

名

月

フ

日

利用施設

氏

リ

P

利用終了年月

生年月

ガ

名

早

ナ

所

名

名護市長

備考

※注意事項

1保育施設等の利用者負担金に未払いがある場合は、速やかに納入してください。

<教示>

1この処分にっいて不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、名護市長

に対して審査請求をすることができます。

2 この処分にっいては、上記 1 の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内
に、畠護市を被告として(訴訟において名護市を代表する者は瑠誰市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があ
つたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日
の翌日から起算して 1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなり
ます。なお、正当な理由があるときは、上記の期問やこの処分(密査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)
があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起すること
が認められる場合があります。

電話番号名護市こども家庭部保育・幼稚園課お問い合わせ先 0980-53-1212

除

年

日

在

ノ

理

印

日

由

号
号

第
月



様式第13号(第 14条関係)

名護市長殿

保育施設等の異動について、炊のとおり申し込みます。
冒.

また、この申込に係る審査のため、名護市が必要な倩報を照会する
,

こと及び必要に応じて関係機関に当該申請内容を提供することに伺意します。

1 異動を希望する児童及ぴ保護者の情報
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2 希望する異動先の保育施設等
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29/30
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*、S会出産'/正向穏に

今後の出産予定の確認
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兄・姉と同じ保育施設蝶に異動できれぱ異動する。

弟・妹と同じ保育施設等に異動できれぱ異動する。

兄弟姉妹のいずれかと同じ保育施設等に異動できれぱ異動する。

兄粥姉妹と同時朔に異動できなければ異動しない。

1人でも異動できれば異動する(兄弟姉妹が別々の保育施設等でも可)

ーー, (口今回一緒に申込みをしている口既に申込中)

口第Ⅱ希望以上の捌紙あり

- 1:'ι"1,
冒」

※ここでぃう「育休」とは育児・介護休業法に基づく育児休業のみならず、脊児のために休業オ、るこ
とです。岫営の方も含む)

※産休・育休取得中は利用調整の点数が変更になりますので、必ず届出をお願いします。

5 異動希望月の保育を必要上する事由
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口産後は育休を取得せず、産後5か月以内に復職予定
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口産後は育休を取得せず、山産予定の子を家庭保育する予定
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名護市会計管理者の補助組織の設置及び事務代理並びに市長の権限に属する事務の補助

執行に関tる規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和今年3月17日

゛

名護市規則第 6 号

名護市会計管理者の補助組織の設置及び事務代理並びに市長の権限に属する事務の

補助執行に関する規則の一部を改正する規則~別紙

ノ^゛ー^

' 4戸武●にil名護市長

^■^"^-r .ー.^^



畠護市会計管理者の補助組織の設置及び事務代理並びに市長の権限に属する事務の
、

補助執行に関する規則の一部を改正する規則

名護市会計管理者の補助組織の設置及び事務代理並びに市長の権限に属する事務の補助

執行に関する規則(平成19年規則第Ⅱ号)の一部を次のように改正する。

第6条中第10号を削り、第Ⅱ号を第10号とし、第12号を第Ⅱ号とする。

第9条第1項第15号中「調定決議書及び」を削る。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。



名護市会計規則の一部を改正tる規則をここに公布する。

名護市規則第 7 号
名護市会計規則の一部を改正する規則

幕鄭.

N ',.劇1・知名護市長

~品1俳氏

日7/月β年父口一口



名護市会計規則の一部を改正する規則

名護市会計規則(平成10年規則第2号)の一部を次のように改正する。

第8条及び第9条を次のように改める。

(歳計現金の使用)

第8条各会計で経費の支出に不足を生じたときは、相互に一時繰替使用することができ

る。

2 前項の規定により繰替使用したときは、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しを

完了しなけれぱならない。

第9条削除

第16条第1項ただし書を次のように改める。

ただし、第12条第3項の規定に基づき記録して整理した場合は、会計管理者へ通知し

たものとみなす。

第16条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。

2 同一科目に属する歳入で日々調定するものについては、毎月分とりまとめて通知する

ことができる。

第49条に次の1項を加える。

3 停電等のやむを得ない事由及び繰越予算未入力等により、手書きによる支出負担行為

決議票及び支出命令書等の作成を行う場合において、当該事由が解消したときは、直ち

に当該書類と同一内容の書類を記録して整理し、手書きで作成した支出負担行為決議票

及び支出命令書等に貼付しなけれぱならない。

第51条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。

2 1件の証拠書類が2以上の支出科目にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に貼付

し、他の支出命令書には、その所在を明らかにするよう付記しておかなかればならない。

第129条第2項中唄オ務会計システムに入力」を「記録して整理」に改める。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

.



名護市羽地地区センターの設置及び管理に関する条例施行規則等の一部を改正する規則

をここに公布する。

令和今午 S a/1 0

名護市規則第夕号

名護市羽地地区センターの設置及び管理に関する条例施行規則等の一部を改正する

規則~別紙

ルU武t●名護市長

'L-^^ー^



名護市羽地地区センターの設置及び管理に関する条例施行規則等の一部を改正する

規則

(名護市羽地地区センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

第1条名護羽地地区センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年規則第9

号)の一部を次のように改正する。

第9条を第Ⅱ条とし、第8条を第9条とし、同条に次の1条を加える。

(電子情報処理組織による手続)

第10条地区センターの使用に係る手続について、電子情報処理組織(名護市情報通信

技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年条例第3号)第3条第1項に定め

る電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により手続を行うことができ

る場合は、当該各条項で定める様式によらず行うことができる。

2 第5条第5項の規定において、電子情報処理組織を使用する方法により使用者が許

可された内容の変更をしようとするときは、使用する日の5日前までに申し出るもの
とする。

第7条第1項第2号中「5日以前」の次に「(名護市の休日を除く。)」を加え、同条第

2項を削る。

第7条を第9条とする。

第6条第3項中「名護市羽地地区センター使用料(減免・返還)申請書(様式第5号)」

を「名護市羽地地区センター使用料減免申請書(様式第6号)」に改め、同項の次に次の

1項を加える。

4 市長は、前項の申請の可否を決定したときは、名護市羽地地区センター使用料減免

決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

第6条を第8条とし、第5条を第7条とし、第4条を第5条とし、同条を次のように

改める。

(使用許可の申請等)

第5条条例第3条の規定により地区センターの使用の許可を受けようとする者は、名

護市羽地地区センター使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければな

らない。

2 前項に規定する申請をすることができる期間は、次のとおりとする。

①前条第1号又は第3号に規定する者使用しようとする日の属する月の前々月初

日から8日前

②前条第2号又は第4号に規定する者使用しようとする日の属する月の前月初日

から8日前

3 市長は、第1項の申請を許可するときは、名護市羽地地区センター使用許可証(様

式第2号)を申請者に交付するものとする。

4 市長は、第1項の申請を不許可とするときは、名護市羽地地区センター使用不許可

通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

5 第3項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可され

た内容を変更しようとするときは、交付を受けた使用許可証を添えて様式第1号によ

り使用する日の3日前(名護市の休日を定める条例(平成3年条例第25号)に定める

市の休日(以下「名護市の休日」という。)を除く。)までに再度申請を行わなければ

ならない。ただし、変更の内容が軽微である場合は、既に受理した申請書を適宜修正

の上、新たに第3項に規定する使用許可証を交付して使用させることができる。

6 使用者が許可を受けた使用の取りやめをしようとするときは、使用する日の3日前

(名護市の休日を除く。)までに名護市羽地地区センター使用取止届出書(様式第4号)

に交付された様式第2号を添えて、市長に提出しなければならない。

第5条の次に次の1条を加える。

(使用許可の取消し)



第6条市長は、使用の許可を取わ消すときは、名護市羽地地区センター使用許可取消
し通知書(様式第5号)により通知するものとする。

第3条に次の1条を加える。

(市内の個人等)

第4条条例別表に定める市内の個人等については、次の各号に定めるところによる。

①市内の個人本市に住所を有する個人

②市外の個人前号に定める市内の個人以外の個人

③市内の法人又は団体本店又は支店若しくは主たる事業所が本市に所在する法人

又は団体

④市外の法人又は団体前号に定める市内の法人又は団体以外の法人又は団体

様式第1号及び様式第2号中「(第4条関係)」を「(第5条関係)」に改める。

様式第5号を様式第6号とし、次のとおり改める。



様式第6号(第6条関係)

名護市羽地地区センター使用料減免申請書

名護市長殿

次のとおり、使用料の減免を申請します。

用許可

月日

使用目的

使用場所

使用期間

住所

氏名又は団体名

代表者(団体)

連絡先

年

申請理由

減免期間

月

年

区

年

日名

月

※以下の棚は、記入しないでください。

使用料を(免除・割減額)してもよろしいでしょうか。

分

日

口全額徴収免除

割減額口

月

第

年

号

日

受付印

時

月

分から

日

支所長

時

時

分から

分まで

係長

時 分まで

係員

公印承認欄

陥護市長印

羽地支所用)

使
年



様式第4号を様式第5号とし、次のとおり改める。
様式第5号(第6条関係)

氏名又は団体名

代表者(団体)

名護市羽地地区センター使用許可取消し通知書

年月日付け名第号による使用許可を次のとおり、取り消した

ので通知します。

1 使用場所:

2 使用期間:年月日時分から年月日時分まで

3 取消理由:

殿

名

年

第

月

名護市長

4

号
日



様式第3号を様式第4号とし、次のように改める1
様式第4号(第5条関係)

名護市羽地地区センター使用取止届出書

名護市長殿

年月日付け名第

ターの使用を取りやめますので届出ます。

住所

氏名又は団体名

代表者(団体)

連絡先

※以下の欄は、記入しないでください。

使用を(許可・不許可)してもよろしいでしょうか。

年

号により許可された名護市羽地地区セン

月 日

受付印

施設使用料

冷房使用料

支所長 係長

円(納付書番号

円(納付書番号

係員

公印承認欄

(名護市長印

羽地支所用)

X再

X再

)
)



様式第2号の次に次の1様式を加える。
様式第3号(第5条関係)

氏名又は団体名

代表者(団体)

年月

ので通知します。

殿

名護市長

名護市羽地地区センター使用不許可通知書

日付け受理した使用許可申請については、次のとおり不許可とした

不許可理由

名

(教示)

1 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

3月以内に、名護市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の日の翌日から起

算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2 また、この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6

月以内に、名護市を被告として(訴訟において名護市を代表する者は名護市長となりま

す。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1

年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

3 ただし、前記の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりま

せん(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6

月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの

訴えを提起することができなくなります。)。

年

第

月

号
日



(名護市都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

第2条名護市都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年規則第29号)の

一部を次のように改正する。

第2条に次の1項を加える。

4 第1項及び前項に規定する手続きにおいて、名護市情報通信技術を活用した行政の

推進に関する条例(令和5年条例第3号)第3条第1項に定める電子情報処理組織

(以下、「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により申請し、行為許可を

受けることができる場合は、当該各項に定める様式によらず行うことができる。

第5条に次のただし書を加える。

ただし、電子情報処理組織を使用する方法により許可する場合は、この様式によら

ず行えるものとする。

第10条第2項に次のただし書きを加える。

ただし、電子情報処理組織を使用する方法により申請できる場合は、この様式によ

らず行えるものとする。

(名護市労働福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

第3条名護市労働福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年規則第

7号)の一部を次のように改正する。

第8条を第9条とし、第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。

(電子情報処理組織による手続)

第7条労働福祉センターの使用に係る手続について、電子情報処理組織(名護市佶報

通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年条例第3号)第3条第1項に

定める電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により手続を行うことが

できる場合は、当該各条項で定める様式によらず行うことができる。

2 第3条第2項に規定する労働福祉センター使用許可変更・取消承認証(様式第4号)

の交付について、電子情報処理組織を使用して許可された内容を変更する場合におい

ては、新たに使用許可書を交付して使用させることができる。

(名護市国際交流会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

第4条名護市国際交流会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年規則第21号)

の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「者は、」の次に1使用しようとする日の前月初日から2週問前までに、」

を加え、同条第2項中「前項」を「第1項」に、「様式第3号」を「様式第4号」に、「様

式第4号」を「様式第5号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1

項を加える。

2 前項の申請を不許可とするときは、名護市国際交流会館使用不許可通知書(様式第

3号)により申請者に通知するものとする。

第9条を第Ⅱ条とし、第8条を第9条とし、同条の次に次の1条を加える。

(電子情報処理組織による手続)

第10条国際交流会館の使用に係る手続について、電子情報処理組織(名護市情報通信

技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年条例第3号)第3条第1項に定め

る電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により手続を行うことができ

る場合は、当該各条項で定める様式によらず行うことができる。

2 第4条第3項に規定する名護市国際交流会館使用許可変更(取消)承認書(様式第

4号)の交付について、電子情報処理組織を使用して許可された内容を変更する場合

においては、新たに使用許可書を交付して使用させることができる。

3 第4条第3項の規定において、電子情報処理組織を使用する方法により使用者が許

可された内容の取消しをしようとするときは、利用日の5日前までに電子情報処理組



織を用いて取消しを行うことができるものとする。

第7条中「様式第6号」を「様式第7号」に改め、同条を第8条とする。

第6条中「様式第5号」を「様式第6号」に改め、同条を第7条とする。

第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える。

(宿泊棟の利用条件)

第5条宿泊棟の利用は、ホール棟を利用して行われる活動で、その活動に宿泊利用が

必要な場合に限るものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その限りで

ない。

様式第6号中「(第7条関係)」を「(第8条関係)」に改め、同様式を様式第7号とす

る。

様式第5号中「(第6条関係)」を「(第7条関係)」に改め、同様式を様式第6号とす

る。

様式第4号を様式第5号とし、様式第3号を様式第4号とし、様式第2号の次に次の

1様式を加える。



様式第3号(第6条関係)

氏名又は団体名

代表者(団体)

年月

ので通知します。

殿

不許可理由

名護市国際交流会館使用不許可通知書

日付け受理した使用許可申請については、次のとおり不許可とした

(教示)

1 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

3月以内に、名護市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の日の翌日から起

算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2 また、この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6

月以内に、名護市長を被告として(訴訟において名護市を代表する者は名護市長となり

ます。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったこと

を知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して

1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

3 ただし、前記の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりま

せん(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6

月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの

訴えを提起することができなくなります。)。

名

年

第

月

名護市長

号
日



(名護市屋部地区地域づくり拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改

正)

第5条名護市屋部地区地域づくり拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則(令和

5年規則第3号)の一部を次のように改正する。

第9条を第10条とし、第8条を第9条とし、同条の次に次の1条を加える。

(電子情報処理組織による手続)

第10条屋部地区センターの使用に係る手続について、電子情報処理組織(名護市情報通

信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年条例第3号)第3条第1項に定め

る電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により手続を行うことができる

場合は、当該各条項で定める様式によらず行うことができる。

2 第3条第5項の規定において、電子情報処理組織を使用する方法により使用者が許可

された内容の変更をしようとするときは、使用する日の5日前までに申し出るものとす

る。

第7条第2号中「5日以前」の次に「(名護市の休日を除く。)」を加え、同条を第8

条とする。

第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条を第4条と

する。

第2条第5項中「屋部地区センターの使用者が使用の許可」を「使用者が許可を受け

た使用J に改め、「3日前」の次に「(名護市の休日を除く。)」を加え、同項を第6号と

する。

第2条第4項中「第2項」を「第3項」に、「許可受けた者」を「許可を受けた者」

に改め、「3日前」の次に「(名護市の休日を定める条例(平成3年条例第25号)に定め

る市の休日(以下「名護市の休日」という。)を除く。)」を加え、「様式第2号」を「第

3項に規定する使用許可証」に改め、同項を同条第5項とする。

第2条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を

同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項に規定する申請をすることができる期問は、次のとおりとする。

①前条第1号又は第3号に規定する者使用しようとする日の属する月の前々月初

日から 8日前

②前条第2号又は第4号に規定する者使用しょうとする日の属する月の前月初日

から8日前

第2条を第3条とし、第1条の次に次の1条を加える。

(市内の個人等)

第2条条例別表に定める市内の個人等については、次の各号に定めるところによる。

①市内の個人本市に住所を有する個人

②市外の個人前号に定める市内の個人以外の個人

③市内の法人又は団体本店又は支店若しくは主たる事業所が本市に所在する法人

又は団体

④市外の法人又は団体前号に定める市内の法人又は団体以外の法人又は団体

様式第1号中「(第2条関係)」を「(第3条関係)」に改める。

様式第2号中「(第2条関係)」を「(第3条関係)」に、「冷房」を「空調設備」に、

气

10



①使用後は、机を拭き、各室備え付けの掃除機・ほうき等により

床を掃除すること。

②移動した机やイスは、必ず元どおりにすること。

③利用に際して出たゴミは利用者が責任を持って持ち帰ること。

(水又お茶を除き飲食禁止)

④使用時間を遵守すること。

⑤夜間は、午後9時50分までに退室すること。

⑥納付書発行後7日以内に使用料を支払うこと。

⑦勧誘(布教等)目的で使用しない。

⑧売買又はこれらに類する行為をしない。

許可条件

①使用後は、机を拭き、掃除用具室の掃除機・ほうき等により床

を掃除すること。

②移動した机やイスは、必ず元どおりにすること。

侶)利用に際して出たゴミは利用者が責任を持って持ち帰ること。

④飲み物以外の食事等については、所定の場所(多目的スペース・

調理室)で行うこと。

⑤酒類の持ち込み、及び飲酒は行わないこと。

⑥敷地内での喫煙、及び所定の場所(調理室)以外で火気の使用

は禁止。

⑦放火その他これに類いする行為により他人に迷惑を掛けない

こと。

⑧使用時間を遵守すること。

⑨夜間は、午後9時50分までに退室すること。

⑳納付書発行又は支払に関する通知後、速やかに使用料を支払う

こと。

許可条件

に改める。

様式第3号を次のとおり改める。

Ⅱ

を
「



様式第3号(第3条関係)

氏名又は団体名

代表者(団体)

4

殿

年月

ので通知します。

不許可理由

屋部地区センター使用不許可通知書

日付け受理した使用許可申請については、次のとおり不許可とした

名

(教示)

1 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

3月以内に、名護市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の日の翌日から起

算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2 また、この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6

月以内に、名護市を被告として(訴訟において名護市を代表する者は名護市長となりま

す。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1

年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

3 ただし、前記の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりま
せん(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6

月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの

訴えを提起することができなくなります。)。

年

第

月

名護市長

12

号
日



様式第4号中「(第2条関係)」を「(第3条関係)」に改める。

様式第5号中「(第3条関係)」を「(第4条関係)」に改める。

様式第6号中「(第6条関係)」を「(第7条関係)」に改める。

様式第7号中「(第6条関係)」を「(第7条関係)」に改める。

附則

この規則は、令和8年3月17日から施行する。

13



名護市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則の全部を改正する規

則をここに公布する。

名護市規則第ル号
名護市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則の全部を改正す

る規則~別紙

名護市長ルUI、
1 、'

[
^ー.^〒戸^.ー"電,,

日/月ゞ年1



名護市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

名護市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年規則第13
号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この規則は、名護市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成8

年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとtる。
(休館日及び利用時間)

第2条名護市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の休館日及び利
用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に

これを変更することができる。

①休館日 12月29日から翌年1月3日までの日

②利用時間午前9時から午後10時まで

(市内の個人等)

第3条条例別表に定める市内の個人等については、次の各号に定めるところによる。
ω市内の個人本市に住所を有する個人

②市外の個人前号に定める市内の個人以外の個人

③市内の法人又は団体本店又は支店若しくは主たる事業所が本市に所在する法人又
は団体

④市外の法人又は団体前号に定める市内の法人又は団体以外の法人又は団体
(使用許可の申請等)

第4条条例第3条の規定により使用許可を受けようとする者は、あらかじめ改善センタ
一使用許可等申請書(様式第1号)を市長に提出しなけれぱならない。

2 前項に規定する申請をすることができる期間は、次のとおりとする。ただし、公共性
のある行事等に使用するときで、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
住)前条第1号又は第3号に規定する者使用しようとする日の属する月の前々月初日
から使用しようとする日の8日前

②前条第2号又は第4号に規定する者使用しようとする日の属する月の前月初日か
ら使用しようとする日の8日前

3 市長は、第1項の申請を許可するときは、改善センター使用許可証(様式第2号)を
申請者に交付するものとする。

4 市長は、第1項の申請を不許可とするときは、改善センター使用不許可通知書(様式
第3号)により申請者に通知するものとする。

5 第3項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可され
た内容を変更しようとするときは、交付を受けた使用許可証を添えて様式第1号により
使用する日の3日前(名護市の休日を定める条例(平成3年条例第25号)に定める市の

休日を除く。)までに再度申請を行わなけれぱならない。ただし、変更の内容が軽微で
ある場合は、既に受理した申請書を適宜修正の上、新たに第3項に規定する使用許可証

を交付して使用させることができる。

6 使用者が許可を受けた使用の取りやめをしようとするときは、使用する日の3日前

(名護市の休日を定める条例に定める市の休日を除く。)までに改善センター使用取止

届出書(様式第4号)に交付された様式第2号を添えて、市長に提出しなければならな
し、
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(使用許可の取消し)

第5条市長は、使用の許可を取り消すときは、改善センター使用許可取消し通知書(様
式第5号)により通知するものとする。
(使用料の徴収猶予)

第6条条例第6条第2項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、
次の各号に掲げるとおりとする。

①申請した時間を超えて施設又は設備を使用する許可を受けた場合において、当該超
過分の使用料を支払うとき。

②公共性のある行事に使用するとき。
侶)その他市長が特に必要と認めるとき。
(使用料の減免)

第7条条例第7条の規定により使用料を減額し、又は使用料の徴収を免除できる特別な
理由があるときは、次のとおりとする。ただし、使用者が入場料(会費制を含む。)を
徴収する場合については、この限りでない。

①農業者団体及び名護市行政財産使用料条例施行規則(昭和郭年規則第5号)別表に掲
げる公共的団体等が使用する場合全額免除

②その他市長が特に必要と認めるとき減額又は免除

2 改善センターの使用料の減額又は徴収の免除を受けようとする者は、改善センター使
用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請の可否を決定したときは、改善センター使用料減免決定通知書
(様式第7号)により申諸者に通知するものとする。
q吏用料の返還)

第8条条例第8条ただし書に規定する市長が特別な理由があると認めるとき及びその額
は、次のとおりとする。

①使用者の責めに帰すことができない理由によって使用することができなくなったと
き既納使用料の全額

②使用する日の5日以前(名護市の休日を定める条例に定める市の休日を除く。)に
使用の許可の取りやめをしたとき既納使用料の5割の額

2 使用料の返還を受けようとする者は、改善センター使用料返還申請書(様式第8号)
を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条使用者は、次に掲げる事項を全て守らなければならない。
住)施設又は設備を損傷し、又は滅失しないこと。

②所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
③許可を受けた場所及び設備以外使用しないこと。
④危険物又は動物を持ち込まないこと。

⑤他人に危害を及ぽし、又は他人に迷惑になる行為をしないこと。
⑥改善センターを管理する職員の指示に従うこと。
(電子情報処理組織による手続)

第10条改善センターの使用に係る手続にっいて、電子情報処理組織(名護市情報通信技
術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年条例第3号)第3条第1項に定める電
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子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により手続を行うことができる場
合は、当該各条項で定める様式によらず、行うことができる。

2 第4条第5項の規定において、電子情報処理組織を使用する方法により使用者が許可
された内容の変更をしようとするときは、使用する日の5日前陥護市の休日を定める
条例に定める市の休日を除く。)までに申し出るものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
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様式第1号(第3条関係)

、

名護市長

改善センター使用許可等申請書

殿

次のとおり、名護市農村環境改善センターの使用信午可・変更)を申請します。

使用目的

使用日時

使用予定人数

使用室名

冷房

使用する付属設備

団体名

住所

氏名

電話番号

年

口小会議室口会議室口士壌分析室口農事研究室ロホーノレ

使用責任者

口使用する

口使用しない

月

備考

日

口音響設備(ホーノレ)

住所

氏名

1回につき時間計

分から

分まで

口その他(
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時間

連絡先

)
)

(
(

日
日

月
月

年
年

寺
寺



様式第2号(第3条関係)

住所

氏名又は団体名

代表者(団体)

、

改善センター使用許可証

.

年

使用目的

月

使用日時

日付け受理した使用(許可

使用予定人数

使用室名

殿

冷房

名護市長

変更)申請については、炊のとおり許可します。

名

使用する付属設備

年

口小会議室口会議室口士壊分析室口農事研究室ロホーノレ

使用料等

口使用する

口使用しない

号

日

口音響設備(ホーノレ)

施設使用料

空調設備使用料

△言十

1回につき時間計

許可条件

①使用後は、机を拭き、掃除用具室の掃除機・ほうき等により床を掃除
すること。

②移動した机やイスは、老、ず元どおりにすること。

③利用に際して出たゴミは利用者が責任を持って持ち帰ること。

④飲み物以外の食事等については、所定の場所(多目的スペース・調理
室)で行うこと。

⑤酒類の持ち込み、および飲酒は行わないこと。

⑥敷地内での喫煙、および所定の場所(調理室)以外で火気の使用は禁
止。

⑦放歌その他これに類いする行為により他人に迷惑を掛けないこと。
⑧使用時問を遵守すること。

⑨夜間は、午後9時50分までに退室すること。

⑩納付書発行後、速やかに使用料を支払うこと。

分から

分まで

口その他(
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時間
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月

)
)

(
(

日
日

月
月

年
年

円
円
円

時
時



様式第3号(第3条関係)

氏名又は団体名

代表者(団体)

、

'

殿

年月

通知します。

不許可理由

日付け受理した使用許可申請については、次のとおり不許可としたので

改善センター使用不許可通知書

名

年

第

(教示)

1 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

3月以内に、名護市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の日の翌日から起

算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 また、この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6

月以内に、名護市を被告として(訴訟において名護市を代表する者は名護市長となりま

す。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったこと

を知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して

1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

3 ただし、前記の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりま

せん(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6

月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの

訴えを提起するととができなくなります。)。

月

名護市長
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様式第4号(第3条関係)

名護市長殿

改善センター使用取止届出書

年月

会議室・会議室・
日付け名第号により許可された改善センター(ホール.小

士壊分析室・農事研究室)の使用を取りやめますので届出ます。

年 月

住所

氏名又は団体名

代表者(団体)

連絡先

日
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様式第5号(第4条関係)

氏名又は団体名

代表者(団体) 殿

年月

通知します。

改善センター使用許可取消し通知書

名

1

日付け名

使用場所:

使用期間

取消理由

第

年

2

3

月

第

名護市長

号による使用許可を次のとおり、取り消したので

年月 日 時分から

印

年月

5 / 8

日 時分まで

号
日



様式第6号(第7条関係)

名護市長

改善センター使用料減免申請書

殿

,

使用許可

年月日

次のとおり使用料の減免を申請します。

使用目的

使用室名

住所

氏名又は団体名

代表者(団体)

電話番号

使用期間

申請理由

口小会議室口会議室口士壌分析室口農事研究室ロホーノレ

年

減免期間

月

年

区

日

月

※処理欄にの欄以下は、

使用料を(免除・

ノ＼

日

年

口全額徴収免除

割減額口

時

月

受付印

分から

日

記入しないこと。)

割減額)してもよろしいでしょうか。
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時

時

分から

支所長

分まで

時

係長

分まで

係員
公印承認欄

(名護市長印

久志支所用



様式第7号(第7条関係)

住所

氏名又は団体名

代表者(団体)

,

年

ます。

殿

使用許可

年月日

月

改善センター使用料減免決定通知書

日付けで受理した使用料減免申請は、次のとおり決定したので通知し

使用目的

名

使用室名

年

第

使用期間

年

月

口小会議室口会議室口士壊分析室口農事研究室ロホーノレ

申請理由

月

名護市長

日名

減免期間

区

年

第

月

号

日

口全額徴収免除

割減額口

年

時

フ/ 8

月

分から

日

時

時

分まで

分から 時 分まで

号
日

分



様式第8号(第8条関係)

名護市長

,

殿

改善センター使用料返還申請書

,

次のとおり使用料の返還を申請します。

許可年月日

使用室名

返還理由

※処理欄(この欄以下は、記入しないこと。)

口小会議室口会議室口士壌分析室口農事研究室ロホール

使

住所

氏名又は団体名

代表者(団体)

用

年

料

月

決裁

日

支所長

返還割

係長 係員
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名護市特定防衛施設周辺整備調整交付金基金条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布tる。

令和 8年3月13 0

'

名護市規則第/1 号

名護市特定防衛施設周辺整備調整交付金基金条例施行規則の一部を改正tる規則

~卿絲氏

IU六f司名護市長



名護市特定防衛施設周辺整備調整交付金基金条例施行規則の一部を改正する規則
名護市特定防衛施設周辺整備調整交付金基金条例施行規則(平成31年規則第6号)のー
部を改正する規則を次のように改正する。

第2条第1号を次のように改める。

(1)高齢者ワクチン接種助成事業

第2条に次の1号を加える。

(5)名護市先進医療不妊治療費助成事業
附則

この規則は、公布の日から施行する。

コ



名護市介護保険条例施行規則(平成松年規則第W号)の一部を改正する規則をここに公

布する。

,

名護市規則第/2 号

名護市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則

f 、,・・・・'、・,・,・ 1

浜"武武fl'・名護市長

~別紙

日タノ月タ年》



名護市介護保険条例施行規則'の一部を改正する規則

名護市介護保険条例施行規則(平成12年規則第18号)の一部を次のように改正
する。

様式第5号を次のように改める。



様式第 5 号(第12条関係)

介護保険要介護
(新規更新 .

名護市長様
次のとおり申請します。

護保険

険者番

保険者名

被保険者ミ

フりガナ

氏瑠

被

住

・要支援認定申請書
区分変更・転入

申請年月

前回の要介
護認定の結
果等

゛

所

01 0 個人番吋

要介護状態区分

保険者番口

有効期限

転出元自治体(市町
村)名

申請の理由

番号

過去6剣間

の介護保険
施設、医療
機関等への
入院、入所
の有無
.掘有 J、、、

現在、転出元自治体に要介護・要支援認定を申請中ですか。該当に0をして

ください。(既に認定結是通知を季け取っている場合は、「いいえ」を選墾1
、、し、え年月 日申請日はい ー^

性

生年月日

1

年

別

2

介護保険施設の名称・所在地

月

月

3

明・大・昭

氏

医療機関等の名称・所在地

4

日から

男

記号

住

名

5

日

電話番号

.

提出代行者

所

女

要支援状態区分

年 月

該当に0(地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、指定介護老人福祉施
設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院、その他)

電話番号
(担当者

主治医

見書
郵送・手渡し

年

日

期間

月

第 2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)のみ記入

1

期間

特定疾病名

日まで

医療機関名

2

年 月

所在地

年

被保険者と
の関係

日~

月

年

日~

月

年

日

電話番号

月 日

主治医
の氏瑠

電話番号

年日

枝
番

〒

介
保

医
療
保
険

〒

内
体
し
記

以
治
入
み

日
自
転
の

H
他
ら
者

※
に
か
た
入

保
険
者

〒

申
請
者



介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のために彪、要があるときは、要介護認定・要
支援認定にかかる調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、主治医意見書、名護市が提供を
受けた介護サービス計画及び介護予防サービス計画並びに居宅サービス事業者又は介護保険施設の関
係人が取得した心身の状況等の情報を、瑠護市から地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居

宅サーぜス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設、介護予防支援事業者、介護予防サー
ビス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者の関係人、介護予防・日常生活支援総合事業
を行う者、主治医意見書に係る医師又は認定調査に従事した調査員に提示する(地域支援事業として
介護情報基盤経由で電子的に行う場合を含む。)こと及び更新申請につぃて、有効期間内に要介護認
定を行えるのであれぱ申請日から30日を超えた場合に名護市からの延期通知を省略することに同意
します。

本人氏名

附則

との規則は、令和 8年4月1日から施行する。

代筆者氏名
本人と
の関係



名護市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

令和8年3月27日

鳥

名護市規則第玲号

名護市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

~別紙

名護市長 浜に大、武1 、ホ鋼
貫



名護市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正

する規則

名護市会計年度任用職員の勤務時問、休暇等に関する規則(令和2年規則第

6号)の一部を次のように改正する。

別表第3中

a8)会計年度任用職員(6月以

上の任期が定められている者又

は6月以上継続勤務している者

(週以外の期間によって勤務日

が定められている者で1年間の

勤務日が47日以下であるものを

除く。)に限る。)が負傷又は

疾病のため療養する必要があ

り、その勤務しないことがやむ

を得ないと認められる場合)

U9)その他市長が特に必要であ

ると認めた場合

ーの年度において別表第6に定める

問

1日2回それぞれ30分以内の期間(男

性の会計年度任用職員にあっては、

その子の当該会計年度任用職貝以外

の親(当該子について民法(明治29

年法律第89号)第817条の2第1項の

規定により特別養子縁組の成立につ

いて家庭裁判所に請求した者(当該

請求に係る家事審判事件が裁判所に

a8)会計年度任用職員(6月以

上の任期が定められている者

又は6月以上継続勤務している

者(週以外の期間によって勤

務日が定められている者で1年

間の勤務日が47日以下である

ものを除く。)に限る。)が

負傷又は疾病のため療養する

必要があり、その勤務しない

ことがやむを得ないと認めら

れる場合)

その都度必要と認める期間

Ⅱ9)生後1年に達しない子を育

てる会計年度任用職員が、そ

の子の保育のために必要と認

められる授乳等を行う場合

ーの年度において別表第田こ定める

期間

を
「



係属している場合に限る。)であっ

て当該子を現に監護するもの又は児

童福祉法(昭和22年法律第164号)

第訂条第1項第3号の規定により当該

子を委託されている同法第6条の4第

2号に規定する養子縁組里親である

者若しくは同条第1号に規定する養

育里親である者(同法第27条第4項

に規定する者の意に反するため、同

項の規定により、同法第6条の4第2

号に規定する養子縁組里親として委

託することができない者に限る。)

を含む。)が当該会計年度任用職員

がこの号の休暇を使用しょうとする

日におけるこの号の休暇(これに相

当する休暇を含む。)を承認され、

又は労働基準法(昭和器年法律第四

号)第67条の規定により同日におけ

る育児時間を請求した場合は、 1日2

回それぞれ30分から当該承認又は請

求に係る各回ごとの期間を差し引い

た期間を超えない期間)

化の 9歳に達する日以後の最

初の 3月31日までの間にある

子(以下「小学校3年生修了

時までの子」という。)(配

偶者の子を含む。以下この号

において同じ。)を養育する

会計年度任用職員(1週間の

勤務日が3日以上とされてい

る者又は週以外の期間によっ

て勤務日が定められている者

で1年間の勤務日が121日以上

であるもの)が、その子の看

護(負傷し、若しくは疾病に

かかったその子の世話又は疾

病の予防を図るために必要な

ものとして市長の定めるその

子の世話を行うことをい

う。)のため勤務しないこと

ーの年度において 5日(その養育す

る小学校3年生修了時までの子が2

人以上の場合にあっては、 10日と

し、勤務日ごとの勤務時間の時間数

が同一でない会計年度任用職員にあ

つてはその者の勤務時間を考慮し、

市長の定める時間)の範囲内の期間



が相当であると認められる場

促D 要介護者(休暇条例第8条

第1項に規定する日常生活を営

むのに支障がある者をいう。

以下同じ。)の介護その他の

市長の定める世話を行う会計

年度任用職員(1週間の勤務日

カゞ3日以上とされている者又は

週以外の期間によって勤務日

が定められている者で1年間の

勤務日が121日以上であるも

の)が、当該世話を行うため

勤務しないことが相当である

と認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2

人以上の場合にあっては10日とし、

勤務日ごとの勤務時間の時間数が同

ーでない会計年度任用職員にあって

はその者の勤務時間を吉慮し、市長

の定める時聞)の範囲内の期間

促2)会計年度任用職員が骨髄

移植のための骨髄若しくは末

梢血幹細胞移植のための末梢

血幹細胞の提供希望者として

その登録を実施する者に対し

て登録の申出を行い、又は配

偶者、父母、子及び兄弟姉妹

以外の者に、骨舶移植のため

骨髄若しくは末梢血幹細胞移

植のため末梢血幹細胞を提供

する場合で、当該申出又は提

供に伴い必要な検査、入院等

のため勤務しないことがやむ

を得ないと認められるとき。

(23)

ある

に改める。

別表第4 を次のように改める。

別表第4 (第14条関係)

その他市長が特に必要で

と認めた場合

山女性の会計年度任用職員が生

理日における就業が著しく困難

なため勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

事由

必要と認められる期問

期間

合



②妊娠中の女性の会計年度任用

職員が母子保健法の規定による

保健指導又は健康診査に基づく

指導事項を守るため勤務しない

ことがやむを得ないと認められ

る場合

得)会計年度任用職員が公務上の

負傷若しくは疾病又は通勤け也

方公務員災害補償法(昭和蛇年

法律第121号)第 2 条第 2 項に規

定する通勤をいう。)による負

傷若しくは疾病のため療養する

必要があり、その勤務しないこ

とがやむを得ないと認められる

場合

必要と認められる期間

④その他市長が特に必要である

と認めた場合

附則

この規則は、令和 8年4月1日から施行する。

必要と認められる期間

その都度必要と認める期間



名護市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
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名護市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則

名護市火災予防条例施行規則(昭和訴年規則第2号)の一部を次のように改正する。

様式第2号及び様式第3号中

氏名

氏名

に改める。

様式第4号中

印

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー

給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備

ヒートポンプ冷暖房機

火花生ずる設備・放電加工機

印

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー

給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備

一般サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機

火花生ずる設備・放電加工機

設置届出書

氏名

氏名

に改める。

第5号から第7号中

印

設置届出書

氏名

こ
、

を
「

を
「

を
「



氏名

に改める。

様式第8号中

火災と紛らわしい煙又は火災

を発する恐れのある行為の

代表者氏名

火災と紛らわしい煙又は火炎

を発する恐れのある行為の

届出書

氏瑠

氏名

届出書

に改める。

第9号から第13号中

印

氏名

印

氏名

印

に改める。

第N号中

こ
、

を
「

を
「

を
「

を
「



代表者氏名

に改める。

第 15条から第 17号中

氏名

氏名

に改める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

印

を
「

を
「



名護市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

名護市規則第/ぶ号
名護市行政組織規則の一部を改正する規則
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名護市行政組織規則の一部を改正する規則

名護市行政組織規則(平成29年規則第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1中

政策推進係連携推進係

商工業の振興及び奨励に関すること。

商工金融に関すること。

消費者保護及び物価に関すること。

労政及び雇用促進に関すること。

計量器に関すること。

政策推進係連携推進係複合庁舎係

に改める。

別表第2中

、

地域経

済部

商工・企

業誘致課

連携推進

係

商工係

地域振興に関すること。

1 商工業の振興及び奨励に関すること。

2 商工金融に関すること。

3 消費者保護及び物価に関すること。

4 労政及び雇用促進に関すること。

5 計量器に関すること。

6 物産及び地場産業の保護育成、販路拡大に関

すること。

7 名護市市場及び名護市産業支援センターの管

理運営に関すること。

8 流通機構の整備に関すること。

9 その他商工に関すること。

10 総括課の事務に関すること。

Ⅱ課内の一般庶務及び課内他係の所管に属さな

い事項に関すること。

地域経

済部

連携推進

係

商工・企

業誘致課

複合庁舎

係

1

商工係

地域振興に関すること。

1 複合庁舎の整備に関すること。

1
2
3
4
5

を
「

を
「



に改める。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

6 物産及び地場産業の保護育成、販路拡大に関

すること。

7 名護市市場及び名護市産業支援センターの管

理運営に関すること。

8 流通機構の整備に関すること。

9 その他商工に関すること。

10 総括課の事務に関すること。

11 課内の一般庶務及び課内他係の所管に属さな

い事項に関すること。



名護市情報通信・金融特区施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する
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名護市情報通信・金融特区施設の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則
゛

名護市情報通信・金融特区施設設置条例施行規則(平成17年規則第8号)の

一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

名護市経済金融・情報通信特区施設の設置及び管理に関する条例施行規

則

名護市情報通信・金融特区施設設置条例施行規則中「情報通信・金融」を

「経済金融・情報通信」に改める。

第 2条中「情報通信産業等」を「経済金融・情報通信産業」に改め、同条に

次のただし書を加える。

ただし、みらい4号館の託児室についてはこの限りでない 0

第2 条に次の 1項を加える。

2 みらい3号館のフリースペース及び会議室を使用することができる対象者

は、前項に規定する対象者のうち、第5条の使用の許可を受けた者(以下

「入居使用者」という。)とする。

第 3条の見出し中「選定」を「許可」に改め、同条中「前条の対象者が申請

をした場合(6月を超えて特区施設を使用しようとする場合に限る。)におけ

る選定」を「条例第3条に規定する使用許可に係る」に改め、同条に次のただ

し書を加える。

ただし、特区施設(名護市マルチメディア館を除く。)を使用しようとす

る者の使用期間が6か月以内である場合又はみらい4号館の託児室を使用し

ようとする場合は、当該基準を適用せず許可を出すことができるものとす

る。

第4条第2項中「パソコン教室及びエントランスホールに設置されているパ

ソコンの個人による使用(以下「個人パソコン使用」という。)又は」を「入

居使用者への訪問又は特区施設の」に改め、同条に次の 1項を加える。

3 前2項の規定にかかわらず、入居使用者が特区施設を時間単位又は日単位

で使用しようとするときの許可の申請は、市長が別で定める。

第 5 条ただし書を削り、同条に次の 2項を加える。

2 市長は、前条第2項の申請を許可するときは、使用の許可を受けた者であ

る旨の名札(様式第4 号)を貸与するものとする。

3 前条第3項の申請を許可するときは、市長が別で定める方法によるものと

する。

第6 条に次のただし書を加える。

ただし、同条第2項及び第3項の規定による場合は、市長が別で定める方

法により申請者に通知するものとする。

第8条第2項中「月単位又は午単位の使用者」を「入居使用者」に、「もの

し」を「ものとし」に、「のみとする」を「のみとすることができる」に改め

る。

第10条第 1項中「時間単位又は日単位の」を削り、同項第 1号中「講習に」

を「講習又はイベント等に時間単位又は日単位で」に改め、同条第 2項中「前

項」を「条例第 5条第2項の減免又は前項」に改め、同項のただし書を削り、

ν2



同条に次の 1項を加える。

4 指定管理者又は入居使用者が特区施設を時間単位又は日単位で使用すると

き(外部の者を招待して使用する場合であって、かつ、料金等を徴収すると

きを除く。)は、使用料を免除する。この場合において、前2項の規定は適

用しない。

第10条の 2 を削る。

第12条第 1項中「月単位又は年単位の」を「入居」に改め、同項第 1号中

「情報通信産業等」を「経済金融・情報通信産業」に、「とき」を「とき(み

らい4 号館の託児室を除く。)」に改め、同条第 2項及び第 3項中「使用者」

を「入居使用者」に改める。

第H条中「第10条」を「第 9 条」に、「、様式第 9 号(ただし、第10条の 2

の規定による場合を除く。)、様式第10号(ただし、第10条の 2 の規定による

場合を除く。)」を「及び様式第13号」に、「替える」を「代える」に改め

る。

様式第 1号中「超える場合」の次に「又は名護市マルチメディア館の場合」

を加え、「申請を受けよう」を「申請をしよう」に改める。
附則

この規則は、令和 8年4月1日から施行する。

2/2



名護市サンセットオフィス交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則をここに公布
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名護市サンセットオフィス交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

細的)

第1条この規則は、名護市サンセットオフィス交流施設の設置及び管理に関する条例

(令和7年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるも

のとする。

(使用の許可の申請)

第2条条例第3条に規定する許可の申請は、名護市サンセットオフィス交流施設使用許

可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、 1時間単位若しくは1日単位の使用(屋外の使用を除

く。)又は備品の許可の申請は、市長が別に定める方法により申請することができる。

(使用の許可)

第3条市長は、前条の申請を許可するときは、名護市サンセットオフィス交流施設使用

許可証(様式第2号。以下「使用許可証」という。)を許可の申請をした者(以下「申

請者」という。)に交付するものとする。ただし、同条第2項の場合においては、市長

が別で定める方法をもって許可に代えるものとする。

(使用の不許可)

第4条市長は、第2条の申請を許可しないときは、名護市サンセットオフィス交流施設

使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。ただし、同条第

2項の場合は、市長が別で定める方法により通知することができる。

(使用の許可の変更)

第5条第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を

受けた事項を変更しようとするときは、名護市サンセットオフィス交流施設使用変更許

可申請書(様式第4号)に使用許可証の写しを添えて、市長に提出しなけれぱならな

い。ただし、第3条ただし書の場合においては、市長が別で定める方法により申諸する

ことができる。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、名護市サンセットオフィス交流施設使用変更

許可証(様式第5号)を使用者に交付するものとする。ただし、前項ただし書の場合に

おいては、市長が別で定める方法をもって変更の許可に代えるものとする。

3 市長は、第1項の申請を許可しないときは、名護市サンセットオフィス交流施設使用

変更不許可通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。ただし、第1項ただ

し書の場合においては、市長が別で定める方法により通知することができる。

(使用の期間)

第6条月単位で施設の使用を許可する期間(以下「使用期間」という。)は、 3年以内

とする。

2月単位の使用者が使用期間を更新しようとするときは、使用期間の満了の日の1月前

ν4



までに市長に申請しなけれぱならない。この場合において、第2条及び第3条の規定を

準用するものし、申請に必要な添付書類は、当初に提出した添付書類に変更があったも

ののみと司、ることができる。

q吏用の許可の取りやめ)

第7条使用期間が1月を超える使用者が使用の許可の取りやめをしようとするときは、

当該取りやめをする日の1見前までに名護市サンセットオフィス交流施設使用取止届出

書(様式第7号)に使用許可証を添えて市長に提出しなけれぱならない。

(使用料の減免)

第8条条例第5条に規定する使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定めるところによる。ただし、備品の使用及び月単位の使用(コワーキング

スペースの使用を除く。)に係る使用料については、第1号から第4号までの規定は適

用しない。

①小学生以下の者が個人で使用するとき免除

②本市に住所を有しない者(本市に通勤し、又は通学する者を除く。)であって、中

学生、高校生、高等専門学校生、大学生、大学院生又は専修学校生が個人で使用する

とき半額

③本市に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及

び同法第124条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)が団体で使用するとき免

除

市長が定める

2/4

本市以外の地域に所在する学校が団体で使用するとき半額

前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき

額

2 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、名護市サンセットオフ

イス交流施設使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただ

し、市長が適当と認めるときは、学生証その他の身分を証明する書類の提示をもって、

当該申請書の提出に代えることができる。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、審査結果を名護市サンセッ

トオフィス交流施設使用料減免決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(休館日及び利用時間)

第9条条例第6条の規定による名護市サンセットオフィス交流施設(以下「サンセット

オフィス」という。)の休館日は、毎月第2日曜日及び第4日曜日とする。ただし、フ

レキシブルオフィスを月単位で使用する使用者については、休館日であっても当該使用

の許可を受けたフレキシブルオフィスを使用することができるものとする。

2 サンセットオフィスの利用時間は、午前9時から午後9時までの間とする。ただし、

フレキシブルオフィスを1日を超えて使用する使用者のフレキシブルオフィスの利用時

姓
恒



間は、 24時間とする。 .

3 前2項の規定にかかわらず、市長が施設の管理上特に必要があると認めるときは、臨

時に開館し、若しくは休館し、又は利用時間を変更することができる。

(使用料の返還)

第10条使用者は、使用料の返還を受けようとするときは、名護市サンセットオフィス交

流施設使用料返還申請書(様式第10号)を市長に提出しなけれぱならない。

2 市長は、前項の申請にっき、使用者の責めに帰することができない理由によると認め

た場合に限り、名護市サンセットオフィス交流施設使用料返還決定通知書(様式第Ⅱ

号)により通知し、還付するものとする。この場合において、還付する金額は、その都

度決定する。

(使用の許可の取消し)

第H条市長は、月単位の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用

の許可を取り消すことができる。

①使用料の納付を怠ったとき

②その他市長が不適当と認めたとき

2 市長は、前項の規定により使用の許可の取消しをしたときは、名護市サンセットオフ

イス交流施設使用取消通知書(様式第12号)により使用者に通知するものとする。

3 使用者は、前項の通知を行った日の翌日から起算して1月以内に退去しなけれぱなら

ない

(使用者の遵守事項)

第12条使用者は、次に掲げる事項を遵守しなけれぱならない。

①使用を許可されていない施設を使用しないこと。

②施設の清潔な環境の保持に努めるとと。

③ごみその他廃棄物を施設内に持ち込みし、又は施設内で焼却しないこと。

④特に許された場所を除くほか、喫煙し、又は石油ストーブその他の火気を取り扱わ

ないこと。

⑤その他関係職員又は管理人の指示に従うこと。

(補則)

第13条条例第7条の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、第2条から第7条

まで及び第9条並びに第Ⅱ条の規定中「市長」とあるものは、「指定管理者」と読み替

えるものとする。ただし、様式各号は、指定管理者の様式をもってこれに代えることが

できる。

第14条この規則に定めるもののほか、サンセットオフィス交流施設の管理に関し必要な

事項は、市長が別に定める。

附則

3/4
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様式第1号(第2条関係)

名護市サンセットオフィス交流施設使用許可申諸書

'

名護市長

申請者住

商 印

代表者氏名

名護市サンセットオフィス交流施設の使用について、次のとおり(新規・更新)申請します。

▲

殿

使用場所

ロコワーキングスペース

ロミーティングノレーム(1 ・ 2 ・ 3)
ロマノレチノレーム(1 ・ 2)

口管理事務室
ロフレキシブルオフィス(

※1

使用

使用期間

目的

※1※2

予定人

年 月

※3

添付

数

日

口使用予定人数

口雇用予定人数

網単位での利用の場合)
事業内容がわかる資料
登記事項証明書

会社概要

その他参考資料

備

類

)(面積

時から

時まで

コワーキングスペース及ぴ管理事務室の使用許可申請の場合は記入不要とする。※1

ミーティングルーム及びマルチルームの使用許可申請の場合は使用予定人数を、フ※2

レキシブルオフィスの使用許可申請の場合は雇用予定人数を記入すること。

フレキシブルオフィスの使用許可申請の場合は記入又は添付すること。※3

考

')

人
※3

社員駐車台数

所
号

台

日
日

月
月

年
年

①
②
③
④

書



様式第2号(第3条関係)

名護市サンセットオフィス交流施設使用許可証

年月日に申請のあった名護市サンセットオフィス交流施設の使用につ

いて、炊のとおり許可します。

殿

使用場所

皐

ロコワーキングスペース

ロミーティングノレーム(1 ・ 2 ・ 3)

ロマルチルーム(1・ 2)

口管理事務室

区フレキシブルオフィス(

※1

使用

使用期間

巨的

使 用

※2

駐

名護市長

料

年

車

許可条件

物

)(面積

備

台分とする。

印

※1

※2

老

コワーキングスペース及び管理事務室の使用許可の場合は記入不要とする。

ブレキシブルオフィスの使用許可の場合は記入すること。

')

時から

時まで

号
日

第
月

日
日

月
月

年
年



様式第3号(第4条関係)

名護市サンセットオフィス交流施設不許可通知書

殿

.

,

年月日に申請のあった名護市サンセットオフィス交流施設の使用にっ

いて、次のとおり不許可となりましたので通知します。

、

使用場所

ロコワーキングスペース

ロミーティングルーム(1 ・ 2 ・ 3)

ロマルチルーム(1・ 2)

口管理事務室

ロフレキシブノレオフィス(

※1

使用

使用期間

目的

名護市長

使用不許可の

理由等

年

)(面積

備

印

※1

')

考

コワーキングスペース及び管理事務室の使用許可申請の場合は記入不要とする。

時から

時まで

号
日

第
月

日
日

月
月

年
年



様式第4号(第5条関係)

名護市サンセットオフィス交流施設使用変更許可申請書

名護市長

申請者住

商 印

代表者氏名

洛護市サンセットオフィス交流施設の使用について、次のとおり変更許可を申請します。

殿

使用場所

ロコワーキングスペース

ロミーティングルーム(1

ロマルチルーム(1・ 2)

口管理事務室

ロフレキシブノレオフイス

X面積

既許可内容

※1

使用

年

目的

使用期間

月

※2

駐

日

3)・2

車

そ

ロニワーーキングスペース

ロミーティングノレーム(1・ 2 ・ 3)

ロマノレチノレーム(1 ・ 2)

口管理事務室

ロフレキシブルオフィス
')X面積 :

場

の

変更内容

口刀

金)

申請理由

他

備

時から

時まで

※1

※2

コワーキングスペース及び管理事務室の変更申請の場合は記入不要とする。

フンキシブルオブイスの変更申請の場合は記入tること。

考

添付書類畠護市サンセットオフィス交流施設使用許可証の写し

台分

時から

時まで

所
号

日
日

月
月

年
年

日
日

月
月

年
年



様式第5号(第5条関係)

名護市サンセットオフィス交流施設使用変更許可証

、

年月日に申請のあった名護市サンセットオフィス交流施設の使用にっ

いて、次のとおり変更を許可します。

殿

使用場所

ロコワーキングスペース

区ミーティングノレーム(1・ 2 ・ 3)
区マノレチノレーム a ・ 2)
区管理事務室

ロフレキシブノレオフィス

'))(面積

既許可内容

※1

使用 目的

使用期間

名護市長

※2

駐

年

車

そ

ロコワーキングスペース

ロミーティングルーム(1・ 2 ・ 3)
ロマノレチルーム a ・ 2)

口管理事務室
ロフレキシブノレオフィス

)(面積 金)

物

の

変更内容

許可条件

時から

時まで

他

※1

※2

印

コワーキングスペース及び管理事務室の変更許可の場合は記入不要とする。

フレキシブルオフィスの変更許可の場合は記入すること。

時から

時まで

台分 「コノコ

号
日

第
月

日
日

月
河

年
年

日
日

月
月

年
年



様式第6号(第5条関係)

名護市サンセットオフィス交流施設使用変更不許可通知書

年月日に申請のあった名護市サンセットオフィス交流施設の使用につ

いて、炊のとおり不許可となりましたので通知します。

殿

.

使用場所

ロコワーキングスペース

ロミーティングルーム(1・ 2 ・ 3)

ロマノレチノレーム a ・ 2)

口管理事務室
ロフレキシブノレオフイス

X面

既許可内容

※1

使用 目的

使用期間

名護市長

使用不許可の

理由等

年

ロコワーキングスペース

ロミーティングノレーム(1・ 2 ・ 3)
ロマノレチノレーム(1 ・ 2)

口管理事務室
ロフレキシブルオフイス

'))(面積

備

※1

変更内容

')

コワーキングスペース及び管理事務室の変更許可申諸の場合は記入不要とする。

考

印

時から

時まで

時から

時まで

号
日

第
月

日
日

月
月

年
年

日
日

月
月

年
年



様式第7号(第7条関係)

名護市サンセットオフィス交流施設使用取止届出書

名護市長

、

殿

名護市サンセットオフィス交流施設の使用について、次のと翁り取りゃめを届け出ます。

なお、この取りやめにより市に損害が生じたときは、その全額を賠償します。

1 取りやめる使用許可

年月日付け

申請者

2 退去予定(コワーキングスペースの場合は記入不要)

年月日をもって退去します。

代表者氏名

年

3

月

添付書類

日

使用許可証

第 号の使用許可

印

所
号

住
商



゛

様式第8号(第8条関係)

名護市サンセットオフィス交流施設使用料減免申請書

年

名護市長 殿

名護市サンセットオフィス交流施設の使用料について、炊のと船り減免を申請します。

使用場所

申請者

ロコワーキングスペース

ロミーティングノレーム(1 ・ 2 ・ 3)

ロマルチルーム(1・ 2)

口管理事務室

区フレキシブルオフィス(

代表者氏名

減免の理由

月 日

減免の期間

印

備

)(面積

添付書類:減免理由の関係書類

考

')

時から

時まで

所
号

住
商

日
日

月
月

年
年



抽

様式第9号(第8条関係)

名護市サンセットオフィス交流施設使用料減免決定通知書

亀

年月日に申請のあった名護市サンセットオフィス交流施設の使用料減

免について、次のとおり決定したので通知します。

殿

、

使用場所

減免結果

ロコワーキングスペース

ロミーティングノレーム(1 ・ 2

ロマノレチルーム(1 ・ 2)

口管理事務室

ロフレキシブルオフィス(

.

減免結果の理由

減免する

名護市長

減免の期間

年

3)

減免決定額

)(面積

伏

減免しない

印

考

金)

(減免後の使用料

時から

時まで

号
日

第
月

日
日

月
月

午
年

円
剛



様式第10号(第10条関係)

名護市サンセットオフィス交流施設使用料返還申請書

名護市長 殿

名護市サンセットオフィス交流施設の使用料について、次のとおり返還を申請します。

使用場所

申請者

'

ロコワーキングスペース

区ミーティングノレーム(1 ・2

区マノレチノレーム(1 ・ 2)

口管理事務室

ロフレキシブノレオフィス(

使用許可期問

代表者氏名

使用できない

ととなったこ

期 問

午 月

還申

理

日

返還に係る

既納使用料

3)

印

)(面積

備

添付書類:使用料領収書の写し

考

年

時から

時まで

')

時から

時まで

月~

円

午 月分 合計

所
号

住
商

日
日

月
月

日
日

年
年

月
月

年
年

主
月
由

返
の



'

様式第H号(第10条関係)

名護市サンセットオフィス交流施設使用料返還決定通知書

殿

、

午門日に申請のあった名護市サンセットオフィス交流施設の使用料返

還について、次のとおり決定したので通知します。

、

使用場所

ロコワーキングスペース

ロミーティングノレーム(1 ・ 2 ・ 3)

ロマノレチノレーム(1 ・ 2)

口管理事務室

ロフレキシブノレオフィス(

使用許可期問

使用できない

ととなった
、.

、^

期 間

、

返還結果

名護市長

還結

理

年

返還決定額

返還する

)(面積

,出

印

時から

時まで

')

考

返還しない

時から

時まで

円

号
日

第
月

羽
羽

月
月

日
日

年
年

月
月

年
年

返
の

果
由



様式第12号(第Ⅱ条関係)

名護市サンセットオフィス交流施設使用取消通知書

,

殿

次のとおり名護市サンセッ

からの退去を通知します。

、

使用場所

'

名護市長 印

トオフィス交流施設の使用の許可を取り消すので、当該施設

ロ=ワーキングスペース

ロミーティングノレーム(1 ・ 2 ・ 3)
ロマルチノレーム(1 ・ 2)

口管理事務室

ロフレキシブルオフィス(

取消しの理由

年

)(面積 ')

号
日

第
月



名護市企業版ふるさと納税基金条例施行規則をここに公布する。

令和 8年¥月/ロ

名護市規則第 20 号

名護市企業版ふるさと納税基金条例施行規則
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(趣旨)

第1条この規則は、名護市企業版ふるさと納税基金条伊」(令和8年条例第1号。以下「条
例」という。)第7条の規定に基づき、名護市企業版ふるさと納税基金(以下「基金」と
いう。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)

第2条この規則に諮いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。

ω寄附対象法人市の区域内に主たる事務所又は事業所が所在してぃない法人であ
り、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提
出している法人をいう。

②寄附対象事業名護市まち・ひと・しごと創生推進計画(以下「計画」という。)に
記載されている名護市まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。
③寄附金寄附対象事業の実施のための費用として、寄附対象法人が行う10万円以上
の寄附金をいう。

(基金の処分)

第3条条例第6条の規定により基金を処分して充てることができる経費は、次に掲げる
事業に要する経費とする。

①支え合いのあるまちをつくる事業
②育みと学びのあるまちをっくる事業
③楽しみのあるまちをつくる事業
④活力のあるまちをつくる事業
⑤暮らしやすいまちをつくる事業
⑥安全・安心なまちをつくる事業
(寄附の申出)

第4条寄附対象法人は、寄附の申出を行おうとするときは、名護市企業版ふるさと納税
寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(寄附金の受領等)

第5条市長は、前条の規定により寄附の申出を受けたときは、寄附対象事業の事業費の
確定前にあっては計画に記載された寄附の金額の目安の範囲内で、寄附対象事業の事業
費の確定後にあっては当該事業費の範囲内で寄附金を受領するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受領を拒否し、又は受領し
た寄附金を返還することができる。

住)寄附金の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
②前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
3 市長は、前項の規定により寄附金の受領を拒否し、又は受領した寄附金を返還したと
きは、その理由及び経過を記録するものとする。
(寄附金の受領証明等)

第6条市長は、前条第1項の規定により寄附対象法人から寄附金を受領したときは、当
該寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第H条第1項
の規定により、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する受領証(様式第2号)を
交付するものとする。

2 市長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領したときは、当該事業費
が確定した後に、寄附を行った寄附対象法人に対して事業費確定報告書(様式第3号)
により報告するものとする。

(寄附金台帳の作成)

名護市企業版ふるさと納税基金条例施行規則

ν2



第7条市長は、寄附金の適正な管理を図るため、名護市企業版ふるさと納税寄附金台帳
(様式第4号)を作成するものとする。
(公表)

第8条市長は、寄附を行った寄附対象法人の名称、寄附金の額及び当該寄附金を充当し
た寄附対象事業について、市のホームページへの掲載又はその他適当な方法により公表
するものとする。ただし、寄附対象法人の了承が得られないときは、この限りでない。
(補則)

第9条この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

2尼



名護市訓令第4号

名護市会計年度任用職員の任用等の基準及び事務取扱に関する規程の一部を改正する規

程を次のように定める。

令和8年3月31日

名護市会計年度任用職員の任用等の基準及び事務取扱に関する規程の一部を改正す

る規程~別紙

名護市長渡具知
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名護市会計年度任用職員の任用等の基準及び事務取扱に関する規程のー

部を改正する規程

名護市会計年度任用職員の任用等の基準及び事務取扱に関する規程(令和 2

年訓令第 5号)の一部を次のように改正する。

別表中

学校教育専

門指導員の

業務に従事

する者

、

H当な知識又は経験を必要と

する定型的又は補助的な業務

幼児教育専

門指導員の

業務に従事

する者

H当な知識、経験又は資格等

を必要とする業務

口当な知識又は経験を必要と

する定型的又は補助的な業務

R当な知識、経験又は資格等

を必要とする業務

学校教育等

専門指導員

の業務に従

事する者

1級 25

2級 1

1級 37

相当な知識又は経験を必要と

する定型的又は補助的な業務

1級 25

2級 21

相当な知識、経験又は資格等

を必要とする業務

外国人児童

生徒等教育

支援コーデ

イネーター

2級 1

1級 37

専門性の高い業務かつ知識及

ぴ経験、資格等を要する業務

2級 21

専門性の高い業務かつ知識及

び経験、資格等を要する業務

幼児教育専

門指導員の

業務に従事

する者

1級 25

相当な知識又は経験を必要と

する定型的又は補助的な業務

に改める。

附則

この規程は、

2級 1

H当な知識、経験又は資格等

を必要とする業務

1級 37

3級 1

2級 21

3級 1

3級 17

令和 8年4月1日から施行する。

3級 17

1級 25

2級 1

1級 37

2級 21

を
「



名護市告示第 Jク号

下記書類の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明、又は外国において送達が困難であるため、地

方税法第20条の2の規定により告示します。

なお、公示送達する書類は、市長(国民健康保険課)が保管してい主すので、申し出があれぱいつでも送達を受けるべき方に

交付します。
弓i聖■

f
圏■ ^

令和8年3月Ⅱ日
コ卑七

区J゛■

L:'T!
^

公

納税通知書番月

12114

^、

送

類

達

配当計算書(謄本)

0) 名 称

(注意)地方税法第20条の2第3項の規定に基づき、掲示を始めた日から起算して7Eを経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。

税

名護市長渡具知 武豊

国民健康保険税

目

一「1

玉城道保

務 者

■

、、 ミ「

'、予'.

'、';",・^奨1'
.,、1凸:

L^、^▲

税

1/1

1 司乞;":^

納 義

書示

書



名護市告示第 38 号

21世紀の森公園において、都市公園法田召和 31年法律第 79 号)第 5 条の 6

第 1項の規定に基づき、認定計画提出者より認定公募設置等計画の変更の申請

がありましたので、同条第2項の規定に基づき、認定公募設置等計画の変更を認

定し、同条第 3項の規定に基づき、次のとおり告示する。

令和8年3月13日

.
、

1 認定計画提出者

2

YAMBARU GATEWAY PARK

【代表企業】株式会社ゆがふホールディングス

【構成員】株式会社興設計

株式会社屋部土建

株式会社ゆがふファシリティ

公募設置等計画の認定日

3 認定公募設置等計画の変更を認定した日

名護市長渡具知

4 認定の有効期間

5

令和 6年10月31日

指定した公募対象公園施設の場所:別紙のとおり

、豊,P"言lt_1
太長"
'司゛ー.■^■^■1、ー

゛

6

.^^

公募対象公園施設工事着手日

ら 20年間

変更の内容

7 認定公募設置等計画の概要

別紙のとおり

令和 8年3月13日

(令和 7年8月巧日)か

別紙のとおり
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21世紀の森公園周辺エリア活用推進事業に係る認定公募設置等計画の変更につい

て

令和8年3月13日付けで変更の認定をした、 21世紀の森公園周辺エリア活用推進事

業に係る認定公募設置等計画の変更内容は下記のとおりです。

,
.

1 主な変更内容

①公募対象公園施設の面積の変更

工事の進捗及び設計の変更に伴い、公募対象公園施設の面積を変更しました。

令和8年3月13日

対象施設

コンセプトテラス

海の棟3

駐車場

②収支計画の変更

公募対象公園施設の面積の変更に伴い、収支計画を変更しました。

③事業スケジュールの変更

公募対象公園施設の整備完了予定時期を、令和8年7月から令和8年Ⅱ月に変更しま

した。

変更前

2 今後について

ビーチハウス等の特定公園施設は、令和8年3月末の供用開始を予定しています。飲食

施設等の公募対象公園施設は、令和8年4月以降の順次供用開始を予定しています。

37フ.08 1Υ1

1,527.13 m

72 台

(1,316.57 ')

※工事の進捗や、協議の状況に応じて、変更が生じる可能性があります。

変更後

金388.25

1,107.78 m

72 台

(1,500.18 ')

問い合わせ先

企画部政策推進課政策推進係

0980-腿-1212 (内線 396)
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実施
方針

冊寸

世界に誇れる、名護の拠点となる公園を創り、貢任をもって持続的に運営し
新たな魅力と受け継がれた誇りを未来へ継承します。

①公園内の魅力的な店舗やコンテンツが相互に繋がり、一日中楽しく快適に過ごせる公園

②高いポテンシャルを有する同公園を全国に発信、市内外の観光地への周遊促進拠点を形成

③滞在性・利便性・回遊性を向上させる、周辺環境と謂和した3つのゾーニング計画

B広

血公募対象公面施設

'"

21世紀の森公園周辺エリア活用推進事業概要

海の棟2

叫.芽,嵳髭上匙一'゛^§契宅^"

便益施設(マリン/アウトドアサーピス・飲食)

便益施設(プランドカフエ)

便益誌設(レストラン)

便益施設(イベント)

使益姥設(テイクアウトカフエ・物販)

':' 1 '、"・゛、上ゞ二1武1ミ",、"ー、"'tト=々^

一■^

コンー

ビーチハウス改修

イペントドーム改修

BBQ広場

鉄筋コンクリート造・地上1階建

鉄筋コンクリート造・地ヒ2階建

鉄骨造・地七1階建
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名護市告示第39号

令和8年度士地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧にっいて

地方税法(昭和 25年法律第226号)第416 条第1項の規定により、令和8年度士地

価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳癖を炊のとおり縦覧に供するので、同条第3項の

規定により公示する。

亀

令和8年3月17日

1 縦覧場所

2 縦覧期問

名護市港一丁目1番1号

名護市役所市民部税務課

令和 8年4月1日(水)から 6月1日(月)まで(士日・祝日を除く)

9時から 17時まで(1 2時から 13 蒔を除く)

名護市長渡具知

、§^"^^

*一含・1

小にドR
1ホ'f;ニー



宅,推市告示第如号

地方E1治法4培和22年法律第67号)第219条第2項の規定に基づき、令和8年3月17日招集
の第222回名護市議会定例会において議決を経た下記予算の要領を別紙のとおり公表する。

令和駒弓打口日

,

令和7年度名護市一般会計補正予算(第8号)

名護市長

記

1、・・・・ー・、・'・'・・'・,
1 ¥F丁、毛L '゛コ'・ヌ'『ι

「「■一、

,'卓,"、'ーコ r、,,/ 1.

渡具知 ^、.リ q "ゞ、"':'立:^- 1、.

※なお、原本拐嚇田については、財政課に備えてあります。

、_コノ、
',

^

'..、

」一亘、



名護市告示第羽

地方母治法(昭和22午法律第67号)第幻9条第2項の規定に基づき、令和8年3月17日招集
の第2器回宅,護市議会定例会1こおいて議決を経た下記予算の要領を別紙のとおり公表する。

令和8年3月17日

令和7年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)

名護市長

記

※なお、原本拐畔励については、財政課に備えてあります。

渡具知
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名;'H子告ナ丑第 42 号

地力'凶治法(昭和22午法律第67弓)第219条第2項の規定に基づき、令和8午・3月17日招集
の第222回名護汁信筏会定例会において議決を経た下記予算の要領を"1N長のとおり公表する。

令和8午3司 17日

令和7年度名護市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)

名護市長

記

※なお、原本鯛嚇勵については、財政課に備えてあります。

渡具知
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名護市告示第43号

介護保険法(平成9年法律第123号)第Ⅱ5条の45の3第1項本文に規定する第一号事業

の指定事業者の指定について、同法第Ⅱ5条の45の5の規定に基づき、次のとおり指定t

る。

雫

令和8年3月18日

申請者の名称

主たる事務所の所在地

代表者の氏名及び職名

事業所の名称

事業所の所在地

介護保険事業所番号

株式会社からだ工房

沖縄県名護市字為又856番地10

指定年月日

代表取締役吉澤圭祐

指定の有効期間

機脳訓練型デイサービスここてらす名護為又

名護市長渡具知

サービスの種類

沖縄県名護市字為又856番地10

4770901231

.

令和8年4月1日

令和8午4月1日~令和H午3月31日

介護予防・日常生活支援総合事業第一号通所事業

(旧介護予防通所介護相当サービス)



.

名護市告示第U号

子ども・子育て支援法(平成24年法律第鉐号)第認条のⅡの規定により炊のとおり告示し

ます。

令和8年3月19日

子ども・子育て支援法第認条のⅡの規定に基づく公示内容~卿修氏

名護市長渡具知 槽■



偶1」紙)子ども・子育て支援法第58条の11の規定に基づく公示内容

子ども・子育て支援施設等の種類

私

の

1'告・面

心、」1畏含

り〕罵

促1件〕佃

中写と

宝日.匝〔

菟以件〔急
上日平

0

佳凱30条の"気1璃

確甥

元号

法第卵条の6

年 月

確閉辞退

日 元号

怯第56条の10

年 月

令和

硫認取消

日 元号

8 4

年 月 日 全部 一『

怯算5E条の10

停止の内睿

効力停止

元昇

自

停止期間

日

特定子ども・子育て
支提提供者
(設置主体)

元号

至

日

名称 名称

施設ノ事業所

にじいる保育圍

雫'

905勺016

所在地

名護市大東二丁目6番11号

備考

認可外保育施設

,

コ
,
■
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ー
.
サ

'
ー
、
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セ
.
一
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ー

病
児
保
青

一
時
預
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預
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保
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Ⅱ
可
"
優
膏
"
盟

り
楓
■
一
●
■
匡
一

柚
岨
冨
一
量
鼻
"
一

Ⅱ
目

別
声
提
学
按
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私
の
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名護市告示第妬号

名護市景観審査会運営要綱を次のように定める。

令和8年3月船日

名護市景観審査会運営要綱 ~号絲氏

゛

名護市長 渡具知 武豊 一

一
ノ二一.一

.
ー

、
平
、
、
、

■
電

、
」
上

.

一



名護市景観審査会運営要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、名護市景観まちづくり条例(平成25年条例第10号。以下「条伊」」と

いう。)第H条の規定に基づき設置する名護市景観審査会(以下「審査会」という。)の

運営に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

絲且織)

第2条審査会は、委員8人以内で組織し、市民や有識者及び関係団体の職員のうちから

市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第3条審査会に会長及び副会長をそれぞれ1人置くものとし、会長及び副会長は、会員

の互選によって定める。

2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見及び説明を聴くことができる。

(任期)

第5条委員の任期は、 2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期問とする。

(秘密の保持)

第6条委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。またその職務を退いた

後も同様とする。

俳R酬及び費用弁償)

第7条委員が会議に出席した場合の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第51号)に準じて支給する。

(会議の非公開)

第8条会議は、非公開とする。ただし、会長が特に必要と認めたときは公開とすること

ができる。

(庶務)

第9条審査会の庶務は、建設部において処理する。

(補則)

第10条二の要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、審査会で協議して定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

.

,

ν1



名護市告示第46号

子ども・子育て支援法(平成24年法律第師号)第58条のⅡの規定により次のとおり告示し

ます。

令和8年3月部日

子ども・子育て支援法第認条のⅡの規定に基づく公示内容~月1俳氏

名護市長渡具知 ".



(別紙)子ども・子育て支援法第58条の11の規定に基づく公示内容

子ども・子育て支援施設等の種類

私

、

抽

0

甚含

件一

生舞開吸のⅡ凱1嘆

面

#
上

硫認

元号

怯等5B条のE

年 月

確認辞退

日 元号

怯等58条の扣

年 貝

令和

確認取汝

日 元号

8 4

年 月 日 全部 一部

ま凱58条の10

停止の内害

効力停止

コτ

自

停止期間

白 元昇

特定子ども・子育て
支援提供者
(設置主体)

至 名称

社会福祉法人
五和会

名称

施設/事業所

託児所どんぐり 905-0006

所在地

名護市字宇茂佐佃卵番地

備考

認可外保育脳設

^

コ
丁
亘
リ
ー
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ト
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名
護
市
告
示
第
四
十
七
号

都
市
計
画
法
(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
)
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
、
都
市
計

画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
項
の
規
定
に
ょ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
ょ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日

都
市
計
画
の
種
類
/

二
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域
/
追
加
す
る
部
分
名
護
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
別
図
に
定
め
る
区
域
と
す
る
。

(
別
図
は
省
略
し
、
三
の
縦
覧
場
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
J

三
縦
覧
場
所
/

名
護
都
市
計
画
下
水
道
名
護
市
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

名
護
市
建
設
部
都
市
計
画
課
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名護市告示第48号

名證市保育士等継続応援給付事業助成金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。

一

令和8午3月26日

名護市保育士等継続応援給付事業助成金交付要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知
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名護市保育士等継続応援給付事業助成金交付要綱の一部を改正する要綱
名護市保育士等継続応援給付事業助成金交付要綱(令和7年6月20日告示第121号)の一部を次のように改正する。

第1条~第2条略

(対象者)

第3条助成金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、

申請日時点で市内保育施設等に勤務しており、毎年度4月1日(以下「基

準日」という。)において、保育士等としての勤務年数が次に掲げる区

分のいずれかに該当する者とする。ただしやむを乍なし
のとして

山~③略

④定期(11年目受給X1き定期受給から通算3年毎)

改正後

第4条略

(助成金額)

第5条助成金の額は、別表に定める額とする。

2 勤務形態は、 3久 1項口にる府の基準日時点において

が認めた場<はその長りではなし

おいて、勤務していない者については、勤務を開始した日における勤務

形態とする。

2 づて_

以下略

6吋又は

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

フ口に該当するものとする。ただし、基準日時点に

第1条~第2条略

(対象者)

第3条助成金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、
申請日時点で市内保育施設等に勤務しており、毎年度4月1日(以下
「基準日」という。)において、保育士等としての勤務年数が次に掲げ
る区分のいずれかに該当する者とする。主があるも

①~③略

④定期(Ⅱ年目受給から通算3年毎)

2略

3略

第4条略

(助成金額)

第5条助成金の額は、別表に定める額とする。
2 勤務形態は、毎年度の基準日時点に該当するものとする。ただし、基
準日時点において、勤務していない者にっいては、当,亥年度中の勤務を

開始した日における勤務形態とする。

改正Π1」

以下略

1

略
.
略

2
3



名護市告示第四

地力白治法(昭凡122甲法律第67号)第2]9条第2項の規定に基ノづき、令千昭年3月2日招集
の第訟2回名護市誘会定例会において議決を経た下記予算の要領を別紙のとおり公表する。

.

令和8年3月26日

令和8午度名護市一般会計当初予算

名護市長

記

※なお、原本綱嘱田については、財政課に備えてありまt。

渡具知 、...、T ,、_ι.
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名護市告不第 50 号

地方W治法(昭和22年法律第67号)第幻9条第2項の規定に基づき、令和8午3村2日招集
の第222回宅.護市議会定例会において議決を経た下記予算の要領を別紙のとおり公表する。

令乳愈年3月26日

令和8午度名護市国民健康保険特別会計当初予算

名護市長

記

1,ル・,.。ニ' 1,'i・,・、
【ミ、鼠、門i、レ'-L、1゛゛DI
ーモ"生

渡具知 」三己.゛゛

※なお、原本拐IN氏Xこついては、財政課に備えてあります。
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宗,護市告示第罰号

地方店治注K昭和22ι肖去律鮮羚7号)第219条第2項の規定に基づき、令下略午3月2日招集
の第222山1宏.護市議会定例会において議決を経た下記予算の要領を"噛氏のとおり公表する。

令和8年3月26日

令和8年度名護市後期高齢者医療特別会計当初予算

名護市長

記

※なお、原本拐嚇励については、財政課に備えてあります。

渡具知
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名護市告示第詔号

地方E1治法扣召和22午法律第67号)第219条第2項の規定に基づき、令和8年3月2日招集
の第222回宅,誰市議会定例会において議決を経た下記予算の要領を別紙のとおり公表する。

,

令和8午3月26日

令和8年度名護市介護保険特別会計当初予算

名護市長

記

※なお、原本拐1俳田については、財政課に備えてあります。

渡具知
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名護市告示第

下記の書類の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明、又は外国において送達が困難であるため、後期高

齡者の医療の確保に関する法律第112条において準用tる地方税法第20条の2の規定により告示します。

なお、公示送達する書類は、市長(国民健康保険課)が保管していますので、申し出があれぱいつでも送達を受けるべき方に交付し、

ます。
^_"^^ー^^

.ー

,、、^゛ー

令和8年3月27日 1÷
ι■

タ3

付納付通知

ノ＼
/、

02846624

^

番号

02883585

(注意)地方税法第20条の2第3項の規定に基づき、掲示を始めた日から起算Lて7日を経過したときは、書類の送達があ勺たものとみなされます。

類

送

の 名称

督促状

督促状

達

後期高齢者医療保険料

科目

後期高断者医療保険料

年度

R7

名護市長渡具知

R7

期別

,

武豊

4期

6~8期

-P
片,ーー'・.')

6 ;1

義

^

末吉業幸

'巳'

納 i劣

柳瀬康雄

者書書

書

一一

示

号



名護市告示弟54月

名護市1.縣電木島新分蜜糖製糖_上場整備事業費補助金交付要綱を次のように定める。

,

,

令和8年3月町日

名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場幣備事業費補助金交付要綱

名護市長渡具知
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名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金交付等要綱(令和7

年1月16日付け6農産第3345号農林水産事務次官依命通知。以下「国補助金交付等要綱」

という。)に基づき、コンソーシアム(以下 1賄且主体」という。)が行う事業について、

予算の範囲内において、名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金(以下「補助

金」という。)を取組主体に交付するものとし、その交付に関しては、国補助金交付等要

綱、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適

正化法」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以

下「国規則」という。)及び名護市補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第8号。)

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条補助対象事業、補助率等については、別表に定めるところによる。

(申請手続)

第3条取組主体が補助金の交付を受けようとするときは、毎年度市長が定める日までに

名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類

を添えて市長に提出しなけれぱならない。

2 取組主体は、前項の申請書を提出するに当たっては、国補助金交付等要綱別記1の第

4の1及び2に基づき、取組実施計画の妥当性協議結果及び沖縄県知事による承認通知

を併せて提出しなければならない。

3 取組主体は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税

及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和腿年法律第108号)に規定する仕入

れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和託午法律第

器6号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額

をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請

しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が

明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条市長は、前条第1項の申請書を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の

交付決定を行い、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条前条の補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第3

条第1項の規定による交付申請を取り下げようとするときは、前条の規定による交付決

定の通知を受けた日から起算して巧日以内にその旨を記載した取下書を市長に提出しな

けれぱならない。

(計画変更、中止又は廃止の承i副

第6条補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ名護市沖縄本

島新分蜜糖製糖1場整備事業補助金変更等承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。

①補助対象経費の額を変更しようとするとき。ただし、次条に規定する軽微な変更を

除く。

.



②補助事業の内容を変更しょうとするとき。ただし、次条に規定する軽微な変更を除

く。

③補助金額を変更をしようとするとき。

④補助事業を中止し、又は廃止しょうとするとき。

2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又

は条件を付することができる。

(軽微な変更)

第7条軽微な変更は、別表の重要な変更の棚に掲げる変更以外の変更とする。

(事業遅延の届出)

第8条補助事業者は、補助事業が予定の期問内に完了することができないと見込まれる

場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに名護市沖縄本島新

分蜜糖製糖工場整備事業補助金予定期間延長承認市請書(様式第3号)を市長に提出し、

その承認及び指示を受けなければならない。

(状況報告)

第9条補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の松月31日現在において、名護市沖

縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、

当該年度の1月20日までに市長に提出しなければならない。ただし、名護市沖縄本島新

分蜜糖製糖工場整備事業補助金概算払請求書(様式第5号)を提出した場合は、これを

もって事業遂行状況報告書に代えることができるものとする。

2 前項の規定による報告のほか、市長は、事業の円滑な執行を図るため必要があると認

めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況について報告を求めることが

できる。

(概算払)

第10条補助事業者は、補助金の全部又は一部について概算払いを受けようとする場合に

は、名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金概算払請求書(様式第5号)

を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第Ⅱ条補助事業者は、補助事業が完了したとき(第6条第1項による廃止の承認があっ

たときを含む。以下同じ。)は、その日から20日を経過した日又は交付決定を受けた年度

の3月31日のいずれか早い日までに、名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金

実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業の実施期間内において、市の会計年度が終了したときは、 二乞

年度の4月20日までに名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金年度終了実績報

告書(様式第7号)を作成し、市長に提出しなければならない。

3 第3条第3項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報

告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合

は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第3条第3項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報

告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費

税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっ

ては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を沖縄県新基本計画実装・農業構造転

片



換支援事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告

するとともに、市の返還命令を受けて、これを返還しなければならないものとし、当該
補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、そ

の状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年6月20日までに、同様式により

市長に穀告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第松条市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の

審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものと

する。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付

がない場合は、未納に係る金額に対して、その末納に係る期間に応じて年利10.鮖パーセ

ントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(額の再確定)

第13条補助事業者は、前条第1項の規定による額の確定通知を受けた後において、補助

事業に関し、違約金、返還金、保険料その他の補助金に代わる収入があったこと等によ

り補助事業に要した経費を減額すべき事情がある場合には、市長に対し当該経費を減額

して作成した実績報告書を第Ⅱ条第1項に準じて提出するものとする。

2 市長は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、前条第1項に準じて改めて

額の確定を行うものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(精算払)

第14条補助事業者は、補助金の精算払いを受けようとするときは、名護市沖縄本島新分

蜜糖製糖工場整備事業補助金精算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければなら

ない。

(交付決定の取消等)

第15条市長は、第6条第1項第4号の規定による補助事業の中止又は廃止の申請があっ

た場合及び次に掲げる場合には、第4条の規定による交付決定の全部若しくは一部を取

り消し、又は変更することができる。

山法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
②補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

B)補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合

④交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要
がなくなった場合

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に

対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還

を命ずるものとする。

3 市長は、第1項第1号から第3号までの規定による取消しをした場合において、前項

冉



の返還を命ずるときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応

じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の規定による補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第n条第2項

の規定を準用する。

(財産の管埋等)

第16条補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取

得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を

もって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなけれぱならない。

(財産の処分の制限)

第17条取得財産等のうち、適正化法施行令第13条第4号の農林水産大臣が定める機械及

び重要な器具は、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器

具とする。

2 取得財産等のうち適正化法施行令第13条第5号の大臣が定める財産は、1件当たりの

取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のソフトウェアとする。

3 適正化法第器条に定める財産の処分を制限する期問は、国規則第5条に規定する期間

(以下「処分制限期間」という。)とする。

4,補助事業者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しよう

とするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

5 前項の承認に当たっては、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得

られた収入の全部若しくは一部を市に納付することを条件とすることがある。

(補助金の経理)

第18条補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経埋と区分して補助事業の

収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を

整備して前項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5

年間整備保管しなければならない。

3 補助事業者は、取得財産等について当該取得財産等の処分制限期間中、前2項に規定

する帳簿等に加え、財産管理台帳(様式第10号)その他関係書類を整備保管しなければ

ならない。

4 前3項及び次条に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳及

び調書のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によ

ることができる。

(事業実施状況等の報告)

第19条補助事業者が行う事業実施状況及び補助事業の評価の報告については、国補助金

交付等要綱別記1により行うものとする。

(補則)

第20条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に

定める。

"

附則

この要綱は、告示の日から施行する。



別表(第2条及び第7条関係)

畍 取

取組主体は、コンソーシ
アム(国補助金交付等要
綱別記 1に定めるもの
をいう。)とする。

.

組 主 体 経

事業費
共同利用施設の再
編集約・集合理化
に要する経費

農産物処理加工施

費 補

設

定額(沖縄本
島分密糖製
糖工場整備
にかかる

町村負担額
への同意に
ついて(令和

8年1月1

日付け。名園
畜第288002
号。)におい

て、市長が同

意した額)

助 率
重要な変更
事業の内容の変

補助事業者の

2 事業の中止又
は廃止

3 経費の欄に掲
ける事業費の30%
を超える増又は補
助金の増

4 経費の欄に掲
げる事業費又は国
庫補助金の30%を
超える減

更
1
変

更

名
護
市
沖
縄
本
島
新
分
蜜
糖
製
糖
工
場
整
備
事
業



様式第1号(第3条関係)

00年度名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金交付申請書

判

名護市長殿

00年度において、下記のとおり事業を実施したいので、名護市沖縄本島新分蜜糖製糖
工場整備事業補助金交付要綱交付要綱第5条の規定に基づき、 000円の交付を申請す
る。

記

事業の目的
事業の内容及び計画(又は実績)
経費の配分及び負担区分

区

共同利用施設
の再編集約・
合理化

(再編集約・
合理化の更な
る加速化)

分 補助率

月

所在地

団体名

代表者氏名

に

要する経
費
(A)

口

国庫補助
金
( B )

円

q鋤
2

引

負担区分

1 補助率が異なる場合には補助率ごとに記載すること。
備考欄には、消費税仕入控除税額を減額した場合は「減額した金額000円」を、
同税額がない場合は「該当なし」を、同税額が明らかでない場合には「含税額」
をそれぞれ記入すること。
「該当なし」の場合は、以下のうち該当するものにチェックを入れること。
免税事業者
簡易課税制度の適用を受ける者
地方公共団体の一般会副
地方公共団体の特別会計、消費税法別表第三に掲げる法人(公共法人、公益

県
( C )

円

名護市
(D )

円

その他
( E )

円

備
老

円

号
日

番
年

1
2
3



法人等)又は人格のない社団・財団であって、当該事業午度における補助金等の
特定収入割合が5%超となることが確実に見込まれるもの

4 事業の完了予定午月日 令和00年00月00日

5 添付書類
(1)補助金交付要綱
(2)外部へ委託する場合は、その委託契約書案
(3)その他交付決定者が必要とする資料

q鋤
1 国補助金交付等要綱別記1の第4の2の(1)の規定による妥当性協議終了時の事
業内客から変更がある場合には、計画書の変更箇所を加筆修正(変更部分を二段書き
とし、変更前を括弧書で上段に記載)した該当資料ページを添付して提出すること。
2 申請の際の添付書類については、以前に実施した事業で提出された場合であって当
該年度において既に提出している資料については、内容の改正等がない場合にあって
は省略することができる。
、5の添付書類のうち申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェ3

ブサイトのURL等を記載することにより当該資料の添付を省略することができる。

A



様式第2号(第6条関係)

00年度名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金変更等承認申請書

名護市長殿

00年0月0日付け00第00号をもって補助金の交付決定通知のあった事業につい

て、下記のとおり00 (注1)したいので、名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補

助金交付要綱第8条の規定に基づき申請する。

q鋤 1 00については、変更の場合は「変更」、中止の場合は「中止」、廃止の場合は

「廃止」とする。

2 記の記載要領は、様式第1号の記の様式に準ずるものとする。この場合におい

て、同様式中「事業の月的」を「変更の埋由」(中止の場合は「中止の理由」、廃止

の場合は「廃止の理由」)と置き換え、補助金の交付決定により通知された事業の

内容及び経費の配分と変更後(中止の場合は中止後、廃止の場合は廃止後)の事業

の内容及び経費の配分とを容易に比鞍対照できるように変更部分を二段書きとし、

変更前(中止又は廃止前)を括弧書で上段に記載すること。

なお、添付書類については、交付申請書に添付したもののうち、変更があったも

のに限り添付すること(申請時以降変更のない場合は省略できる。)。

所在地

団体名

代表者氏名

月

記(注 2)

号
日

番
年



様式第3号(第8条関係)

00年度名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金予定期問延長承認申請書

貞

名護市長殿

00年0月0日付け00第00号をもって補助金の交付決定の通知のあった事業につい

て、下記の埋由により(予定の期間内に完了しない/遂行が困難となった)ため、名護市

沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金交付要綱第10条の規定に基づき予定期間延長承

認を申請する。

記

1、事業担当者名[代表](所属部局・職名)

2.補助事業の内容及び進捗状況

3.(予定の期間内に完了しない/遂行が困難となった)理由

4.遅延に対して講じた措置

承認を受けようとする延長期間5

6.その他

所在地

団体名

代表者氏名

月

q鋤 括弧内は、該当するものを記載すること。

記の4は、遅延の場合にのみ記載し、遂行が困難となった場合は空欄とする。

号
日

番
年

1
2



様式第4号(第9条関係)

00年度名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金事業遂行状況報告書

番

年月

"

名護市長殿

00年0月0日付け00第00号をもって補助金の交付決定通知のあった事業につぃ

て、名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金交付等要綱第Ⅱ条の規定に基づき、

その遂行状況を下記のとおり報告する。

区 分

所在地

団体名

代表者氏名

共同利用施設

の再編集約・

合理化

(再編集約・

合理化の更な

る加速化)

総事業費

記

0年0月0日

までに完了したもの

事業 の

事業費

円

遂行状況

q鋤 1 「事業費」の柚には、事業の出来高を金額に換算した額を記載すること。

2 記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、そ

の重複する部分については省略できることとし、省略するに当たっては、提出済

出来高比

0年0月0日

以降に実施するもの

円

事業費

事業完了

予定年月

日

%

円

備 考

号
日

率



の資料の名称その他資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記

載することとする。

3 添付書類のうち申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェ

プサイトのUNを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。

一



様式第5号(第9条及び第10条関係)

00年度名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金概算払請求書

名護市長殿

00年0月0日付け00第00号で補助金の交付決定の通知のあった事業について、名

護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金交付要綱第松条の規定に基づき、概算払の

請求をしたいので、下記により名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金000円

を概算払によって交付されたく請求する。

また、併せて、 00年00月00日現在における遂行状況を下記のとおり報告する。

(D

区分
総事

業費

所在地

団体名

代表者氏名

補助

金

(A

月

既受領額

( B )

共同利

用施設

の再編

集約.△

埋化

・己

遂行

状況

報告

円

金額
出来

円

今回請求額

( C )

0月0

日現在

の

出来高

(再編

集約・合

理化の

更なる

加速化)

円 %

0月0

日

現在の

予定

出来高

金額

残額

(A-(B+C))

% 円

金額

0月0

日

までの

予定

出来高

事業

%

予定

年月

日

円 %

号
日

番
年

備
考

了完

一
局



゛

q鋤 1 下線部については、第Ⅱ条第1項ただし書の規定による場合のみ記載すること
とし、記載しない場合は表中の遂行状況報告欄は空棚とすること。

2 記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その
重複する部分については省略できることとし、省略するにあたっては、提出済の
資料の名称その他資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載
することとする。

3 添付書類のうち申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブ
サイトのUNを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。



様式第6号(第Ⅱ条第1項関係)

00年度名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金実績報告書

,

名護市長殿

00年0月0日付け00第00号をもって補助金の交付決定通知のあった事業につい

て、交付決定通知の内容に従い実施したので、名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業

補助金交付要綱第13条第1項の規定により、その実績を報告する。また、併せて精算額と

して下記のとおり補助金の交付を請求する。

区

共同利用施設の
再編集約・合理
化

分

番

年月

補助率

所在地

団体名

代表者氏名

(再編集約・合
理化の更なる加
速化)

補助事業に
要した経費
(A)

・己

[コ

国庫補助金
( B )

q■

円

升

1 下線部は、実績報告と同時に補助金の交付を請求する場合に記載すること。

2 補助率が異なる場合には補助率ごとに記載すること。

3 備老棡には、消費税仕入控除税額を減額した場合は「減額した金額000円」

を、同税額がない場合は疇亥当なし」を、伺税額が明らかでない場合には「含税

額」をそれぞれ記入すること。

4 交付申請時に提出した計画書を添付すること。ただし、事業の実績が、交付申

請の内容と同様の時は、「なお、事業の実績内容等は、交付申請の内容と同様で

負担区分

円

県
( C )

名護市
(D)

円

その他
( E )

円

備

円

考

号
日



あった」旨を加筆し、計画書の添付は省略すること。

7 軽微な変更があったときは、交付決定を受けた事業計画書に変更箇所を加筆修

正し添付すること。

8 添付書類については、支払経費ごとの内訳を記載した資料、帳簿等の写し及び

確認のための資料(出来高設計書及び財産管理台帳の写し等)を添付し、経費以

外のものは、補助金交付申請書又は変更等承認申請書に添付したもののうち、変

更があったものに限り添付すること。(経費以外のものについては、申請時以降

変更のない場合は省略できる。)

9 外部へ委託した場合は、委託契約書の写しを添付すること。



様式第7号(第Ⅱ条第2項関係)

00年度名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金年度終了実績報告書

番
年月

'

名護市長殿

00年0月0日付け00第00号をもって補助金の交付決定通知のあった事業につい
て、名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金交付等要綱第13条第2項の規定によ
り、実績を下記のとおり報告する。

補助事業の実施状況

区

交付決定の内容

分 補助事業

に要する

経費

(A)

所在地

団体名

代表者氏名

共同利用
施設の
編集約・合
理化

(再編集
約・合理化
の更なる
加速化)

補助金額

記

年度内遂行実績

円

(A)のうち

年度内支

払済額

円

概算払

受入済額

翌年度繰越額

qわ

円

事業費

1 本様式は、年度内に補助事業が完了しなかった場合に提出するものとする
(翌年度繰越を行った場合のほか、国庫債務負担行為にかかる場合や、補助金
額全額を概算払で受入済だが予期せぬ事故により結果として年度内に完了し
なかった場合を含む。)。
2 交付決定の内容欄は、年度内に軽微な変更を行っている場合は、軽微な変更
後の金額によるものとし軽微な変更前の金額を上段括弧で記載すること。

円

補助金額

完了予定

年月目

円 円

号
日

合

計



様式第8号(第Ⅱ条第4項関係)

00年度名護市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金の消費税仕入控除税額報告書

名護市長殿

00年0月0日付け00第00号をもって交付決定通知のあった補助金について、名護

市沖縄本島新分蜜糖製糖工場整備事業補助金交付要綱第13条第4項の規定に基づき、下記

のとおり報告する。

q■記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。(補助事業に要した経費に係

る消費税及び地方消費税相当額の全額について、補助金相当額を補助金の額から減

額する場合は、(3)の資料を除き添付不要。)

なお、取組主体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添付す

ること。

(1)消費税確定申告書の写し(税務署受付済のもの)

(2)付表2 「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し

適正化法第15条の補助金の額の確定額

円

(00年0月0日付け00第00号による額の確定通知額)

補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額

円

団体名

代表者氏名

月

消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入れ控除税額

円

記

所在地

補助金返還相当額(3-2)

円

号
日

番
年

2
金

3
金

4
金

1
金



(3) 3の金額の積算の内訳(人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認で

きる資料も併せて提出すること)

5 当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合、その状況を記載

q櫛消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時

期も記載すること。

6 当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合、その埋由を記載

q卦記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。

なお、取組主体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添付する

こと。

・免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税(個人事業者

の場合は所得税)確定申告書の写し(税務署受付済のもの)及び損益計算書

等、売上高を確認できる資料

・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度における消費

税確定申告書(簡易課税用)の写し(税務署受付済のもの)

・取組主体が消費税法第印条第4項に定める法人等である場合は、同項に規定す

る特定収入の割合を確認できる資料



、

の
内
容

承
、
、
、
、
0
 
年
日

再
集
.

(
編
約

用
数
耐
年

分

再

円
(

共
同
利
用
施
設
名
称

他

町
費
市
村

円

負

円

円

円
同
用
設
再
集

共
利
施
の
編

円
同
用
設
再
集

共
利
施
の
編

円

日

円

業
目
事
種

(
編
約

地

日

円

様式第10号(第18条関係)

地区名

区

榔力事業者名

事業主

休

事業実施年度

工種構

造

施設区

分

財

事業の内容

施工箇所

又は

設置場所

令和年度

事業

量

工期

農林水産省所管補助金名

着

工

年月

竣

工

年月

総事業

費 国庫

補助

金

配

担

県費

処分制限期

問

その

」」二百

約・合

理化

利用

処分制

限年月

日

処分の状況

11 =

約・合

理化

の再

編集

約・合

理化

処分

摘要

産管理台帳

区分

経費の



計

/X
「コ

qぢ

割

1 処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。

2 処分の内容欄には、該渡、交換、貸付け、担保提供等別に記入すること。

3 摘要欄には、譲渡先、交換先、貸付先及び抵当権等の設定権者の名称又は補助金返還額を記入すること。

4 この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産管理台帳に代えることが

できる。

5 再編集約・合理化の更なる加速化の取組を行う場合には、各財産の負担区分について、本対策におけるメニューごとの

内訳を記載すること。

編集

約・

合理

化の

更な

る加

速

化)

合理

化の

更な

る加

速

化)

円

円

円

器
瑞
希
一

十



名護市告示第郭号

名護市子育て世帯訪問支援卞ゞ一訪何喫綱の一部を改正する要綱を炊のように定める

令和8年3月27日

.

名護市子育て世帯訪問支援事業実施要綱の一部を改正する要綱別紙

名護市長渡具知武豐i,J首"■'i

""峨IN

i-'●、、'^E'^".●.^.・

ぞ.、ブ.ι^"、'
、



名護市子育て世帯訪問支援事業実施要綱の一部を改正する要綱

名護市子育て世帯訪問支援事業実施要綱(令和6年告示第55号)の一部を炊のように改正する。

第1条~第2条略

(事業の内容等)

第3条市長は、支援員を対象世帯の居宅に派遣し、対象家庭の状

況に合わせて前条各号に規定する支援を包括的に実施するもの

とtる。ただし、病児及び病後児の世話又は感染症患者のいる居

宅に船ける支援は行わない。

2 支援は、保護者の在宅時に行うものとする。ただし、ヤングケ

アラーの負担樫減等やむを得ない場合は、事前に保護者の同意を

得た上で保護者の不在時に支援を行うことができる。この場合に

改正後(案)

おいて、市長が特に必要と認める場合は、 2人の支援員が同時に

支援tることを認める。

3~6 略

第4条~第6条略

(支援員の登録)

第7条支援員の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」と

いう。)は、右護市子育て世帯訪問支援員登録申請書(様式第5号)

に必要書類を添えて、市長に提出しなけれぱならない。

2 支援員は、保健師、助産師、看護師、保育士、ホームヘルパー

等の資格を有する者又は子育て経験者かつ事業の目的及び支援

の方法について、市長が必要と認める研修を受けた者とする。た

だし、玖の各号のいずれかに該当する者を除く。

第1条略

(事業の内容等)

第3条市長は、支援員を対象世帯の居宅に派遣し、対象家庭の状

況に合わせて前条各号に規定する支援を包括的に実施するもの

とする。ただし、病児及び病後児の世話又は感染症患者のいる居

宅における支援は行わない。

2 支援は、保護者の在宅時に行うものとする。ただし、ヤングケ

アラーの負担軽減等やむを得ない場合は、事前に保護者の同意を

得た上で保護者の不在時に支援を行うことができる。

住)禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を工

けることがなくなるまでの者

現行

3~6 略

第4条~第6条略

(支援員の登録)

第7条支援員の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」と

いう。)は、名護市子育て世帯訪問支援員登録申請書(様式第5号)

に必要書類を添えて、市長に提出Lなければならない。

2 支援員は、保健師、助産師、看護師、保育士、ホームヘルパー

等の資格を有する者又は子育て経験者かつ事業の目的及び支援

の方法について、市長が必要と認める研修を受ける者とする。

新規

1/4



塑児童福祉法、児竜売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び

処罰並びに児童の保池等に関する法

その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23

年政令第74号)第35条の5各号に掲げる怯律に限る。)の規定

に上り罰金の弗」に処せられ、その執行を終わり、又は判評テを受

けることがなくなるまでの者

3 児章虐待の防止等に関する法

条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する

3~4 略

第8条~第14条略

別表(第12条関係)

1 費用等

被措置児童等虐待を打った者

(平成Ⅱ年法律第52号)

項目

(平成12 法律 82号)

基

新規

斗

1時間まで

1時間を超え1時

間30分まで

費用

500円/回

、 1時間30分を超

え2時間まで

2 逝櫨

700円/回

キャンセル料

生活保護世

帯及び市民

税非課税世

帯

2,500円/回

利用者負担額

3,000円/回

回加算

3~4 略

第8条~第N条略

別表1 (第12条関係)

1 費用等

務管理費

4,000円/回

市民税課税

世帯

,、、、料

1,000円/回

4,000円/回

500円/回

5,000円/月

700円/回

項目

1,000円/回

基

'斗

1時間まで

1時間を超え1時

間30分まで

費用

100円

、 1,000円/回1時間30分を超

え2時間まで

100円キャンセノレ料

生活保護世

帯及び市民

税非課税世

帯

2,500円/回

利用者負担額

3,000円/回

回加算

務管理費

4,000円/回

2/4

,、、、料

市民税課税

世帯

1.000円/回

4,000円/回

5,000円/月

丑
、
時
間

口
算

時
間

Π
算



備考

1~5 略

6 第3条第2項に基づき2人の支援員が同時に支援するこ

とを認められた場合において、当該支援を実施した際の費用

は、各支援員の支援提供時間ビとにこの表による費用を算出

様式第1号~様式第9号

様式第10号(第12条関係)

し、合計した額とする

名護市子育て世帯訪問支援事業

子育て世帯訪問支援員

殿

略

次の支援対象者の支援について、名護市子育て世帯訪問支援事業実

施要綱第13条に基づき、別紙「子育て世帯訪問支援計画表」のとおり

訪問支援を依頼します。

ユ

備考

1~5

新規

子育て世帯訪問支援依頼書

1

第

年月

支援対象者(保護者)

住所

氏名

支援実施期間

年月

略

様式第1号~様式第9号

様式第10号(第12条関係)

2

名護市長

名護市子育て世帯訪問支援事業

子育て世帯訪問支援員

殿

日~

略

年

次の支援対象者の支援について、名護市子育て世帯訪問支援事業実

施要綱第13条に基づき、呂1俳氏「子育て世帯訪問支援計画表」のとおり

訪問支援を依頼します。

月

子育て世帯訪問支援依頼書

日までの

1

第

午月

支援対象者(保護者)

住所

氏名

支援実施期間

年月力月間

2

名護市長

3/4

日~ 年 月 日までの 力珂間

口
乃
 
H

号
日



3 支援の内容

4 所得区分

5

様式第Ⅱ号略

そのイ也

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行tる。

.

3 支援の内容

4 その他

様式第Ⅱ号略

4/4



名護市告示第56号

名護市建設工事等請負業者指名選定基準に関する要綱の一部を改正する要綱を次のよう

に定める。

令和8年3月27日

名護市建設工事等請負業者指名選定基準に関する要綱の一部を改正する要綱

紙

名護市長渡具知 '謬
~別



, 名護市建設工事等請負業者指名選定基準に関する要綱の一部を改正する要綱

名護市建設工事等請負業者指名選定基準に関する要綱(平成30午告示第91号)の一部を次のように改正する。

,

(趣旨)

第1条略
(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。

①~⑤略
⑥選定外案件建設工事にあっては、前号に規定する案件以外をいい、委
託業務にあっては、前号に規定する案件以外のうち、 1件の設計価絡が

'呈旦Ω冱.田塾と500万円未満のものをいう。
⑦選定外少額案件第5号に規定する案件以外のうち、委託業務におけ

.

る1件の設計額が250万円未満のものをいう。

改正後

第3条~第7条略

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

亀

(趣旨)

第1条略
(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。

①~⑤略

⑥選定外案件建設工事にあっては、前号に規定する案件以外をいい、委
託業務にあっては、前号に規定する案件以外のうち、 1件の設計イ西格が
150万円以上 500万円太満のものをいう。

⑦選定外少額案件第5号に規定する案件以外のうち、委託業務におけ

る 1件の設計額が1旦9互.巴ι董獲のものをいう。

改]モ目1」

':



名護市告示第 57

下記の督促状の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明で送達が困難であるため、地方税法第20条の2の規定により公告します。
なお、公示送達する書類は、市長が保管していますので、半し出があれぱいっでも送達を受けるべき方に交付Lます。

ー、甲

J

令和8年3月30日 二

号

納税通知書番号

02336979

02298279

年度

1491555

令手山年度

上、

令和7年座

期別

令和5年度

貞

4期

送

3期、4期

書類の毫称

達

3期、4棚

督促状

督促状

督促状

税冠

市県民税

市県民税

税額

市県民税

^'^'^
IJ

、_ー='冨ゞ; .^

t、 匹'^コ
JJ]デ^^

名護市長渡具知武豊七二ゞ_澤、
E i'
L .

ノ

税額 延滞金

条例による算出額

仲兼久朔太

■一^^

住所

アメリカ合衆国

納税義務者

アメリカ合衆国

オーストラリア

氏名

条例による算出額

家根谷美麺

半嶺まど小

条例による算出額

示 書



名護市告示第駆号

名護市指定暑熱避難施設指定実施要綱を炊のように定める。

令和8年3月30日

』

名護市指定暑熱避難施設指定実施要綱~別紙

名護市長渡具知

門

J
 
.
ー
ー
ー

琴
式
町
'
一

一
-
ー
,
一
、
.
"
^
^
.

●
'
ー
,
;
、
1

、

'
 
t

武

、
 
L
一



(目的)

第1条この要綱は、気候変動適応法(平成30年法律第50号。以下「法」とい

名護市指定暑熱避難施設指定実施要綱

う。)第19条第1項に規定する熱中症特別警戒情報が発表された場合におい

て、市民その他の者に開放することができる市内の指定暑熱避難施設(以下「

一

クーリングシェルター」という。)の指定及ぴ管理運用に関し必要な事項を定

めるものである。

(指定施設)

第2条市長は、法第21条第1項の規定に基づき、同項各号に掲げる基準に適

合し、かつ、次に掲げる要件を全て満たす市内の公共施設及び商業施設等(以

下「施設等」という。)をクーリングシェルターに指定することができる。た

だし、市以外の者が管理する施設等をクーリングシェルターに指定する場合は

、同条第2項の規定に基づき、当該施設の管理者(以下「施設管理者」どいう

。)の同意を得た上でクーリングシェルターに指定し、及び同条第3項の規定

による協定を締結するものとする。

①当該施設等が、施設等の実情及び規模に応じた適切な機能を有し、定期

的にメンテナンスがされている冷房設備を有すること。

②名護市域に熱中症特別警戒情報が発表されたどきは、当該施設を住民そ

の他の者に開放するこどができるこど。

③当該施設等が受け入れることが可能であると見込まれる人数に応じて、滞

在者が適切に滞在するこどが可能な空問を確保するこど。

④市以外の者が管理する施設等の施設管理者が、市と施設管理者との間に



おいて締結した協定を履行できること。

⑤施設管理者及びその従業員が名護市暴力団排除条例(平成23年条例第7

号)第2条で定める暴力団、暴力団員及びこれらに関連する者ではないこ

と。

⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第

122号)に基づく営業所ではないこと。

2 市長は、前項の規定により市の公共施設をクーリングシェルターとして指定

したとき、又は同項ただし書の規定により協定を締結したときは、法第21条

第4項の規定に基づき、当該クーリングシェルターの名称、所在地、開放可能

日等及び開放により受け入れることが可能であると見込まれる人数を公表し

なければならない。

3 前項の規定は、公表した事項の変更についても準用する。

(市以外の者が管理する施設等の指定手続)

第3条クーリングシェルターの指定を受けようどする施設管理者は、名護市ク

リングシェルター指定申込書(様式第1号)に必要事項を記載の上、持参・

郵送・電子メールのいずれかの方法で市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、内容を審査し、当該

".

クーリングシェルター却下通知書(様式第3号)により、クーリングシェルタ

施設が指定要件を満たしているど認めたどきは、当該施設をクーリングシェル

ターとして指定し、当該申込を行ったものに対して名護市クーリングシェルタ

一指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、前項に規定する審査において、適当でないと認めたときは、名護市



ーの指定をしないことについて、理由を付して申込者に通知するものとする。

4 市以外の者が管理する施設等をクーリングシェルターに指定する場合に締結

する協定は、第2項の規定による指定の通知後、気候変動適応法に基づく指

定暑熱避難施設に係る協定書(様式第4号)により行うものとする。

5 第2条ただし書に規定する協定の締結を行った施設管理者は、当該協定の内

.,

容に変更又は解除となる事態が生じた場合は、名護市クーリングシェルターの

指定に係る(変更・解除)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければな

らなし、。

6 市長は、前項の規定による変更の届出があったときは、クーリングシェルタ

ーに係る協定を変更するものどし、施設管理者に対して名護市クーリングシェ

ルター指定変更通知書(様式第6号)により通知するものどする。

7 市長は、クーリングシェノレターが次の各号のいずれかに該当するときは、直

ちに協定を解除し、指定を取り消すものとする。

①第5項の規定による解除の届け出があったとき。

②法第22条第1項第1号若しくは第2号又は第2項に該当するどき。

③その他協定を締結するこどが適切ではないと市長が認めたとき。

8 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、施設管理者に対して、

名護市クーリングシェルター指定解除通知書(様式第7号)により通知するも

のとする。

9 市長は、第7項の規定により指定の取消しをしたどきは、その旨を公表しな

けれぱならない。

(補則)



第4条この要綱に定めるもののほか、クーリングシェルターの指定に関し必要

な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

゛

',



名護市告示第59号

名護市末移行幼稚園食材料費助成金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。

令和8年3月3 1日

名護市未移行幼稚園食材料費助成金交付要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知
名護
、'洗長r.,・"



名護市未移行幼稚園食材料費助成金交付要綱の一部を改正する要綱

名護市未移行幼稚園食材料費助成金交付要綱(令和4年告示第191号)の一部を次のように改正する。

第1条~第4条略

(助成金額)

第5条一の対象児童に係る1月当たりの助成金の額(この

条において「個別助成額」という。)は、次に掲げる金額

と当該対象児童の保護者が支払うべき実費徴収額を比較し

ていずれか少ない額とし、助成対象施設に対する1月当た

りの助成金の額は、対象児童それぞれの個別助成額を合計

した額と助成対象施設が減額又は免除した金額を比較して

少ない額とする。

(1)副食費免除対象者 900円X助成対象施設が全ての

利用児童に食事を提供する日数÷20日

(2)副食費免除対象者以外の者 5,800円X助成対象施

設が全ての利用児童に食事を提供する日数÷20日

2略

第6条~第M条略

改正後

備考改正筒所は、下線が引かれた部分である。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(運営規程等に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現に食材料費に係る実費徴収額について運営規程その他の規程を改正していない場合は、第3条の規定にかかわ

らず、令和8午度に限り、令和8年6月末までに実費徴収額に係る運営規程その他の規程を改正することを条件とし、交付申諧時に実

第1条~第4条略

(助成金額)

第5条一の対象児童に係る1月当たりの助成金の額(この

条において「個別助成額」という。)は、次に掲げる金額

と当該対象児童の保護者が支払うべき実費徴収額を比較し

ていずれか少ない額とし、助成対象施設に対する1月当た

りの助成金の額は、対象児童それぞれの個別助成額を合計

した額と助成対象施設が減額又は免除した金額を比較して

少ない額とする。

(1)副食費免除対象者 900円X助成対象施設が全ての

利用児童に食事を提供する日数÷20日

(2)副食費免除対象者以外の者 5,700円X助成対象施

設が全ての利用児童に食事を提供する日数÷20日

2略

第6条~第H条略

己女]E月1」



費徴収額を減額又は免除する額が確認できる市内の未移行幼稚園を助成対象施設とする。



名護市告示第60号

名護市未移行幼稚園による副食費の徴収に係る補足給付事業給付金交付要綱の一部を改

正する要綱を次のように定める。

令和8年3月31日

名護市未移行幼稚園による副食費の徴収に係る補足給付事業給付金交付要綱の一部

を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知詔



名護市未移行幼稚園による副食費の徴収に係る補足給付事業給付金交付要綱の一部を改正する要綱

名護市未移行幼稚園による副食費の徴収に係る補足給付事業給付金交付要綱(令和4年告示第190号)の一部を次のように改正する。

第1条~第3条略

絲創寸金額)

第4条給付金の上限額は、 1食当たりの副食費相当額に1

月当たりの給食提供日数を乗じて算出した額と月額4,900

巴を比較して少ない額とする。

2及び3 略

第5条~第Ⅱ条略

改正後

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

第1条~第3条略

絲創寸金額)

第4条給付金の上限額は、 1食当たりの副食費相当額に1

月当たりの給食提供日数を乗じて算出した額と月額1墜旦Ω

凪を比較して少ない額とする。

2及び3 略

第5条~第H条略

己女]E月U



名護市告示第61号

名護市企業主導型保育施設利用料及び食材料費助成金交付要綱の一部を改正する要綱を

炊のように定める。

令和8年3月3 1日

名護市企業主導型保育施設利用料及び食材料費助成金交付要綱の一部を改正する要

綱~別紙

名護市長渡具知
,"護
鳥張印

^ 、ミ冒^ル闇π、^



名護市企業主導型保育施設利用料及び食材料費助成金交付要綱の一部を改正する要綱

名護市企業主導型保育施設利用料及び食材料費助成金交付要綱(令和4年告示第75号)の一部を次のように改正する。

第1条~第4条略

(助成金の額)

第5条一の対象児童に係る1月当たりの助成金の額(この

条において「個別助成額」という。)は、炊に掲げる金額

の合計額とし、助成対象施設に対する1月当たりの助成金

の額は、当該助成対象施設に係る個別助成額を合計した額

とする。

①利用料減免相当額(助成対象施設が、当該対象児童(第

3号要件子どもに限る。以下この号において同じ。)の

利用料を減額し、又は免除した額と企業主導型保育事業

の実施機関が定める当該対象児童に係る利用者負担相当

額を比較して、いずれか少ない額(その額が42,000円を

超えるときは、 42,000円)をいう。)

②食材料費減免相当額(助成対象施設が、当該対象児童

(第2号要件子どもに限る。)に係る食材料費を減額し、

又は免除した額(その額が5,800円を超えるときは、 5,8

00円とする。)をいう。)

2略

第6条~第18条略

改正後

第1条~第4条略

(助成金の額)

第5条一の対象児童に係る1月当たりの助成金の額(この

条において「個別助成額」という。)は、次に掲げる金額

の合計額とし、助成対象施設に対する1月当たりの助成金

の額は、当該助成対象施設に係る個別助成額を合計した額

とする。

住)利用料減免相当額(助成対象施設が、当該対象児童(第

3号要件子どもに限る。以下この号において同じ。)の

利用料を減額し、又は免除した額と企業主導型保育事業

の実施機関が定める当該対象児童に係る利用者負担相当

額を比較して、いずれか少ない額(その額が42,000円を

超えるときは、 42,000円)をいう。)

②食材料費減免相当額(助成対象施設が、当該対象児童

(第2号要件子どもに限る。)に係る食材料費を減額し、

又は免除した額(その額が5,700円を超えるときは、 5,フ

00円とする。)をいう。)

2略

第6条~第18条略

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

己女iE月1」



名護市告司御能号

名護市認定こども園等利用料及び食材料費助成金交付要綱の一部を改正する要綱を次の

ように定める。

令和8年3月3 1日

名護市認定こども園等利用料及び食材料費助成金交付要綱の一部を改正する要綱

~呂1排氏

名護市長渡具知

入
,
,
、
ー
:
■
"
;
.
"
.

'
 
1
 
■
甲
'
一
+

^
^
,
^
ー
」
、
゛
ハ
:
一

一
ギ
'
.
"

¥
气
,

'
r
J
 
、
山
、

ト
池
吊
§

.
一

武



名護市認定こども園等利用料及び食材料費助成金交付要綱の一部を改正する要綱

名護市認定こども園等利用料及び食材料費助成金交付要綱(平成30年告示第128号)の一部を次のように改正する。

第1条~第4条略

(助成金の額)

第5条一の対象児童に係る1月当たりの助成金の額(この

条において「個別助成額」という。)は、次に掲げる金額

の合計額とし、助成対象施設に対する1月当たりの助成金

の額は、対象児童それぞれの個別助成額を合計した額とす

る。

(1)利用料減免相当額(当該助成対象施設が、当該対象

児童に係る利用料を減額し、又は免除した額をいう。)

(2)食材料費減免相当額(当該助成対象施設が、当該対

象児童に係る食材料費を減額し、又は免除した額と次に

掲げる上限額を比較し、いずれか少ない額をいう。)

ア第1号認定子ども 5,800円(副食費免除対象者は9

00円とする。) X助成対象施設が全ての利用児童に食

事を提供する日数÷20日

イ第2号認定子ども 5,800円(副食費免除対象者は9

00円とする。)

2略

第6条~第13条略

改正後

第1条~第4条略

(助成金の額)

第5条一の対象児童に係る1月当たりの助成金の額(この

条において「個別助成額」という。)は、次に掲げる金額

の合計額とし、助成対象施設に対する1月当たりの助成金

の額は、対象児童それぞれの個別助成額を合計した額とす

る。

(1)利用料減免相当額(当該助成対象施設が、当該対象

児童に係る利用料を減額し、又は免除した額をいう。)

(2)食材料費減免相当額(当該助成対象施設が、当該対

象児童に係る食材料費を減額し、又は免除した額と次に

掲げる上限額を比較し、いずれか少ない額をいう。)

ア第1号認定子ども 5700円(副食費免除対象者は9

00円とする。) X助成対象施設が全ての利用児童に食

事を提供する日数÷20日

イ第2号認定子ども 5,700円(副食費免除対象者は9

00円とする。)

2略

第6条~第13条略

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

(施行期田

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

己女]E月1」



(運営規程等に関する経過措置)

メ、、
2 この要綱の施行の際現に食材料費減免相当額に係る運営規程その他の規程を改正していない場合は、第3条の規定にかかわらず、

和8年度に限り、令和8年6月末までに食材料費減免相当額に係る運営規程その他の規程を改正することを条件とし、交付申請時に食

材料費の減額又は免除する額が確認できる認定こども園等を助成対象施設とする。



名護市告示第63号

名護市外部公益通報に関する要綱を次のように定める。

令和8年3月31日

名護市外部公益通報に関する要綱~別紙

名護市長渡具知
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名護市外部公益通報に関する要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第1羽号。以下「法」という。)第

13条の規定に基づき、市に対してされる市外部からの公益通報の処理に関し必要な事項

を定めるものとする。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

①労働者等法第2条第1項各号に掲げる者をいう。

②外部公益通報労働者等が法第2条第3項に定める通報対象事実(以下「通報対象

事実」という。)に関し、当該通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有

する市の機関に対して行う同条第1項に定める公益通報をいう。

③所管課通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課をいう。

④通報者外部公益通報をする者をいう。

(外部公益通報通報窓口の設置)

第3条市長は、外部公益通報及びこれに係る相談へ対応するため、総務部総務課に外部公

益通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置するものとする。

(外部公益通報の手続)

第4条外部公益通報は、次に掲げる事項を記した書面等を通報窓口に提出するものとす

る。

①当該通報者の氏名又は名称

②当該通報者の住所又は居住地

③通報対象事実の内容

④通報対象事実が生じている、又は生じる可能性が思慮される理由

⑤通報対象事実について、法令等に基づく措置等が行われるべきであるとする理由

2 前項に規定する書面等の提出は、郵送若しくは持参による書面、電子メール又はファ

ツクスのいずれかにより行うものとする。

3 匿名による外部公益通報は、実名による外部公益通報報と同様に取り扱う。この場合

においては、当該通報者に対して、この要綱に定める通知等は行わないものとする。

(通報・キ齢炎の受付及び教示)

第4条市長は、受け付けた外部公益通報について、対応する必要性について検討を行い

、受理するときはその旨を、受理しないときはその旨及びその理由を通報者に対して外

部公益通報受理・不受理通知書(様式)により通知するものとする。この場合おいて、

受け付けた外部公益通報に係る通報対象事実について所管課の権限に属するものである

と思慮されるときは、通報窓口及び所管課は、受け付けた通報の受理等の決定に当たっ

ては、互いに協議するものとする

2 通報窓口は、受け付けた外部公益通報に係る通報対象事実について他の行政機関が処

分又は勧告等を行う権限を有するものであるときは、権限を有する行政機関を、当該通

報者に対し、遅滞なく教示するものとする。

3 通報窓口は、第1項の規定により外部公益通報を受理した場合は、速やかに所管課に

対して当該外部公益通報の内容を通知しなけれはならない。

4 第1項の規定による通知及び第2項の規定による教示については、通報者が通知を望

まない場合又は匿名その他通報者の連絡先が明らかでない場合は行わないものとする。

(調査の実施)

第5条前条第3項の規定により通知を受けた所管課は、速やかに通報対象事実について

必要な調査を実施しなければならない。

2 所管課は、前項の調査を行うときは、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されな

いよう十分に配慮しなければならない。



3 所管課は、利害関係を有する者のプライバシー等に配慮した上で、通報者に対し、調

査の進捗状況について適宜通知するとともに、当該調査の結果を遅滞なく通知するもの

とする。

4 前項の規定による通知は、通報者が通知を望まない場合又は匿名その他通報者の連絡

先が明らかでない場合は行わないものとする。

(受理後の教示)

第6条所管課は、前条の調査により、他の行政機関が処分又は勧告等を行う権限を有す

ることが明らかになったときは、権限を有する行政機関を、通報者に対し、遅滞なく教

示するものとする。

(措置の実施)

第7条所管課は、第5条第1項の規定による調査の結果、当該外部公益通報に係る調査

対象事実等があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置等を講じるものとする。

2 所管課は、前項の措置等を講じたときは、その内容を、利害関係を有する者のプライ

バシー等に配慮しつつ、通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。ただし、通報者

が通知を望まない場合又は匿名その他通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限り

でない。

3 所管課は、前項の規定による通知をしたときは、その旨を通報窓口に通知するものと

する。

(秘密保持及び利益相反の排除)

第8条外部公益通報の処理に従事する職員(処理に付随する職務を通じて、外部公益通

報に関する秘密を知り得た者を含む。以下「通報処理従事者」という。)は、通報等に

関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 通報窓口の職員その他外部公益通報に係る事務に従事する職員は、自己に関係する事

案の処理に関与してはならない。

3 通報窓口の職員その他外部公益通報に係る事務に従事する職員は、適宜、当該外部公

益通報に利益相反関係を有していないか確認するものとする。

(補則)

第9条この要綱に定めるもののほか、外部公益通報の処理に必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



様式(第4条関係)

殿

外部公益通報受理・不受理通知書

年月日付けで受け付けました外部公益通報について、下記のとおり通知します。

記

1 外部公益通報を受理します。(外部公益通報を不受理とします。)

2 (受理の場合)

①公益通報者保護法第3条(解雇の無効)、第4条(労働者派遣契約の解除の無彭D 、

第5条(不利益取扱いの禁止)及び第6条(解釈規定)までの規定が適用されるため、

公益通報を行ったことにより、通報者に対する不利益な取扱いは無効とされ、又は禁止

されています。

②外部公益通報を行ったことに関する秘密は、保持されるよう適切な措置が講じられま

す。

(不受理の場合)①から④までのいずれかを選択

①当該通報が、公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令に規定する法律以外

の法令等の違反によるものであるため。

②通報対象事実について、市が処分又は勧告等をする権限を有しないため。

(正しい通報先

③証拠資料の提出がない又は提出された証拠資料では不十分であるため。

④その他(

月

連絡先

第

名護市長

号
日

名
年



名護市告示第悦号

名護市肯髄バンクドナー助成金交付要綱を次のように定める。

令和8午3月31日

名護市骨髄バンクドナー助成金交付要綱~別紙

名護市長渡具知武豊



名護市骨舷バンクドナー助成金交付要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、公益財団法人日本骨徹バンク(以下「骨髄バンク」という。)が、移

植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条

第5項の骨髄・末梢血管細胞提供あっせん事業(以下「骨髄バンク事業」という。)にお

いて骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」

という。)に対し、予算の範囲内において名護市骨髄バンクドナー助成金(以下「助成金」

という。)を交付することに関し、名護市補助金の交付に関する規則(昭和56年規則第8

号)に定めるもののほか、その他必要な事項を定める。

(助成対象者)

第2条助成の対象となる者は、骨髄等を提供した日に市内に住所を有し、かつ住民基本

台帳法(昭和42年法律第釘号)に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている者で

あり、また、骨髄バンク事業において骨髄等の提供が完了し、これを証明する書類の交

付を受けた者であって、次に掲げるものとする。

①骨髄等の提供について、他の公的制度による補助金等の交付を受けていない者

②ドナーが事業所等に所属している場合は、当該事業所等にドナー休暇制度がない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

①名護市税条例(昭和47年条例第20号)第3条各号に掲げる市税を滞納している者

②暴力団員(名護市暴力団排除条例(平成器年名護市条例第7号)第2条第2号に規

定する暴力団員をいう。)である者

(助成金の額)

第3条助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供のための通院、入院及び面接(骨髄等の

採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。)の日数に

2万円を乗じて得た額とし、 1回の提供につき14万円を限度とする。

住)健康診断のための通院

②自己血貯血のための通院

⑧骨髄等の採取のための入院

(助成金の支給申請)

第4条助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が

完了した日から90日以内に、骨髄等移植ドナー助成金支給申請書兼請求書(様式第1号。

以下「申請書兼諸求書」という。)及び申請書兼請求書に掲げる書類を添付して市長に提

出しなければならない。

(支給の決定)

第5条市長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたと

きは、骨髄バンクドナー助成金支給決定及び確定通知書(様式第2号)により、適当でな

いと認めたときは、骨髄バンクドナー助成金支給却下通知書(様式第3号)により、申請

者に通知するものとする。

(助成金の支給の取消し等)

第6条市長は、申請者が虚偽又は不正行為により助成金の支給を受けたと判断した場合

には、骨髄等移植ドナー助成金支給取消通知書(様式第4号)により通知し、前条の支

給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において、すでに当該取消しに



係る部分について助成金が支給されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるこ

とができる。

(補則)

第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



様式第1号(第4条関係)

名護市長殿

名護市骨舶バンクドナー助成金交付要綱第4条の規定により助成金の交付について、次のとおり申請(請求)

します。

名護市骨髄バンクドナー助成金交付申請書兼請求書

1 申請内容

フりガナ

氏名

勤務先

骨髄等提供し

た日における

住所

対象期間

骨髄等を提

供した日

口私は、私の所属する企業・団体等にはドナー休暇制度はないこと及び他の法令等による補助金や保険金

等の金銭を受領していないことを宣誓します。また、必要に応じて勤務先等へ問い合わせること及び市税

等の滞納ことの確認のために住民基本台帳及び納税状況などの情報を閲覧することに同意します。

主 所

ゴ主

年

2

年

月

振込先

年

生年月日

月

日から

金融機関名

日

月

年

(電話番号

日

年

月

口座名義

申請金額

3

月

日

添付書類

(1)公益財団法人骨従バンクが発行する骨艇等提供の証明書

(2)運転免許証等の本人確認書類の写し

(3)振込先口座通帳の写し

※カタカタで記載。申請者と同一であること。

銀行

日(うち対象

金庫

農協

組合

氏名

日分)

本店

円

支店

支所

出張所

預金種別

印

口座番号

普通

当座

その他

〒



様式第2号(第5条関係)

殿

年月日付けで申請のありました骨髄バンクドナー助成金について、下記のと

おり決定及び確定したので名護市骨髄バンクドナー助成事業交付要綱第5条の

規定により通知します。

年月日

骨髄バンクドナー助成金交付決定及び確定通知書

1 決定内容

第 号

交付する額

名護市長

金 円

記



様式第3号(第5条関係)

殿

年月日付けで申請のありました骨髄バンクドナー助成事業について、下

記の理由により不交付とします。

骨髄バンクドナー助成金不交付決定通知書

洛護市長

日

対象者名

不交付の理由

号

月

記

第
年



名護市告示第鮖号

名護市管理施設修繕事業補助金交付要綱を次のように定める。

青

令和8年3月31日

.

名護市管理施設修繕事業補助金交付要綱~別紙
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0名護市管理施設修繕事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、名護市食肉センター及び名護市堆肥センター(以下「管理施設という。D

の安全かつ安定的な運営のため、市長が必要と認める管理施設の修繕等に要する経費に対

し、予算の範囲内において名護市管理施設修繕事業補助金(以下「補助金」という。)を交

付するものとし、その補助金の交付に関しては、名護市補助金等の交付に関する規則(昭

和56年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)

第2条この要綱において指定管理者とは、名護市食肉センター又は名護市堆肥センター

において、指定管理者指定が行われた団体をいう。

2 修繕等とは、機能を維持するために行われる改修、修繕などをいう。
(補助対象者)

第3条補助金の交付対象となる者は、指定管理者とする。
(補助対象事業)

第4条補助金の交付対象となる事業は、管理施設の建築物(関連設備を含む。)又は管理
施設における市が所有する備品に関し、指定管理者が行う修繕等で、 1申請事業の事業費
総額が50万円以上のものとする。

2 修繕等を行うにあたり、関連する法令等がある場合は適正に遵守し実施すること。
(補助対象外経費)

第5条次に掲げる経費は、補助対象としない。

(1)管理施設の機能向上を主な目的とした改修

(2)指定管理者が所有する備品等の修繕等に要する経費

(3)通常の清掃、点検、軽微な修理に要する経費

(4)修繕等に関し、部品購入のみに要する経費

(5)その他市長が適当でないと認める経費

(補助額)

第6条補助額は、原則事業費(消費税を除く)の2分の1以内とtる。ただし、市長が

特別に認める場合は、協議により決定した割合とすることができる。

2 算出した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとtる。

3 指定管理者において加入する保険が適用される場合は、保険適用額を除いた指定管理

者の自己負担額を補助対象とする。

4 予算を超える場合の補助については、事業毎の補助対象経費の割合で按分した額とす
る。

(事前協議)

第7条指定管理者は、当該事業に該当する見込みがある修繕等が生じる場合は、基本協

定書に基づき、名護市管理施設修繕事業事前協議依頼書(様式第1号)に状況等を示す書

類等を添付し、事前に市へ協議の申し出を行い、事業可否及び費用負担割合にっいて協議
するものとする。

(事業承認申;削

第8条事業の承認を受けようとする指定管理者(以下「申請者という。D は、前条の協

議後、補助対象事業の着手前に、名護市管理施設修繕事業承認申請書(様式第2号)に見

令和8年3月31日

公告第65号



積書関係(修繕工事を請け負う者の見積書で詳細経費を明らかにしたもの、仕様書等)及

び必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書の申請額については、事業年度において有効な右護市指名通知参

加者名癒に登録されている3者以上の者より徴収した見積書を用い、最低価格の額を採用

することとする。ただし、やむを得ない理由により、名護市指名通知参加者名簿に登録さ

れていない者から見積書を徴収し、又は最低価格以外の価格を採用する場合は、この限り

でない。この場合において、申請者は、その理由を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、名護市管理

施設修繕事業承認通知(様式第3号)もしくは事業不承認通知(様式第4号)により、申

請者に通知するものとする。

(変更及び中止)

第9条前条に規定する事業承認を受けた指定管理者が当該事業の計画を変更、又は中止し

ようとするときは、名護市管理施設修繕事業(変更・中止)承認申請書(様式第5号)を

市長に提出し、あらかじめ承認を受けなけれぱならない。

2 市長は前項による申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を名護市管

理施設修繕事業承認通知(様式第3号)もしくは事業不承認通知(様式第4号)により、

申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請兼実績報告)

第10条第8条に規定する事業承認を受け、補助金の交付を受けようとする申請者は、そ

の事業年度の2月15日から2月28日までの期間に、名護市管理施設修繕事業補助金申請

兼実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に報告しなけれぱならない。

(1)修繕工事完了届(写)(当該工事を請け負う者の提出するもの。)

(2)修繕箇所写真(実施前、実施中及び実施後)

(3)精算設計書(修繕工事を請け負う者の提出する請求書等)

(4)支払確認書(支払いが確認できる振込書等)

(5)その他、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び確定通知)

第Ⅱ条市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査及

び必要に応じて現地調査等を行い、適正と認めたときは、補助金交付決定及び補助金の額

,

を確定し、名護市管理施設修繕事業補助金交付決定兼確定確定通知書一(様式第7号)、ーにこま

り申諧者に通知し、当該補助金を交付する。

(補助金の交付取消し)

第12条市長は、すでに補助金の交付を受けた指定管理者が、次の各号のいずれかに該当

すると認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1)補助金交付決定の内容に違反したとき

(2)補助金を目的外に使用したとき

(3)虚偽の申請その他不正行為があると認めたとき

(書類の整備)

第13条補助を受けるものは、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿、当該

収入及び支出等についての証拠書類を整備し、当該補助事業完了後、 5年間保存しなけれ

ばならない。

(雑則)

第 14条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則この要綱は、令和8午4月1日から施行する。



名護市告示第66号

名護市先進医療不妊治療費助成事業実施要綱を炊のように定める。

令和8年3月31日
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名護市先進医療不妊治療費助成事業交付要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、不妊治療を受ける夫婦(事実上の婚姻関係にある夫婦を含む。以下

同じ。)に対し、不妊治療のうち、厚生労働省の先進医療会議における審査等を受け、先

進阪療として告示されている不妊治療関連の技術(以下「先進医療不妊治療」という。)

に要する費用の一部を助成することにより、経済釣負担を怪減するとともに、少子化対

策の推進を図ることを目的として、名護市補助金の交付に関する規則(昭和56年規則第

8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条助成の対象となる者は、炊の各号のいずれにも該当する者とする。

①夫婦の双方又は一方が申請日において市の住民基本台帳に記録されていること。

②沖縄県先進医療不妊治療費助成事業助成金交付要綱(令和4年4月1日制定。以下

「県要綱」という。)に基づく、先進医療不妊治療費助成事業承認決定通知(以下「決

定通知」という。)を受けた者であること。

③他の市区町村で同様の助成を受けていない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、先進医療不妊治療を受けた者(他の市区町村で同

様の助成を受けている者を除く。)で特別な理由があると認めるときは、助成対象者とす

ることができる。

(助成対象治療)

第3条助成の対象となる治療(以下「助成対象治療」という。)は、次のいずれかに該当

する治療とする。

①県要綱に基づき決定通知を受けた先進医療不妊治療

②前条第2項の規定により市長が認める者が受けた先進医療不妊治療

(助成金の額等)

第4条助成金の額は、次のとおりとし、夫婦に対し、 1回の申請につき7万円を限度と

する。

①前条第1号に該当する場合は、助成対象治療に要した費用のうち、県要綱に基づき

助成対象とした額から、決定通知に記載の額を控除した額とする。

②前条第2号に該当する場合は、助成対象治療に要した費用のうち、県要綱に照らし

助成対象となる類の3割を助成するものとする。この場合において、助成を受けよう

とする者の前住所の所在する都道府県、指定都市又は中核市(以下「都道府県等」と

いう。)において、県要綱と同様の助成を受けている場合には、助成対象治療に要した

費用のうち、当該都道府県等からの助成額を控除した額と比較し、少ない方の額とす

る。

2 前項各号において算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。

組力成の申諸)

第5条助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、先進医療不妊治療費助成

金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長が定める日までに市長に提出しなければな

らなし、。

(交付の決定等)

第6条市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、審査の上、適当と認めるときは、

先進医療不妊治療費助成金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により、適当でない

と認めるときは、先進医療不妊治療費助成金交付却下決定通知書(様式第3号)により、

申請者に通知するものとする。

.



乞市長は、助成金の交付を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。

御力成金の交付)

第7条市長は、前条の規定により助成を決定した者に対して、口座振込の方法により助

成金を交付するものとする。

(決定の取消)

第8条市長は、炊の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又はー

部を取り消すことができる。

①不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

②助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

③その他市長が取消し又は返還が妥当と認めたとき。

(補貝リ)

第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

゛'



様式第1号(第・5条関係)

名護市長殿

瑠護市先進医療不妊治療費助成事業実施要綱第5条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり先進医療不

妊治療費の助成を申請及び請求します。なお、炊のことについて同意します。

口助成の適性を図るため必要となる場合には、自治体、医療機関等にて把握した情報を照会、提供すること。

口今回の治療に対し、他の市町村において、先進医療不妊治療費助成事業と同様の助成金を受給していないこと。

また必要に応じて、他の市町村への受給の有無を確認すること。

口申請日において市民税や固定資産税等、右護市民として納めるべきものを滞納していないこと。

口助成金支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や助成金の支給要件に該当しない

ことが判明した場合には、助成金を返還すること。

口申請書兼請求書の不備による振込不能等があり、市が申詰・受給権者に連絡・確認等を努めたにも関わらず申

請者の補正等が行われなかった場合は、申詰・受給者の責めに帰すべき事由により助成が出来なか0たものと

して、当該申請書が取り下げられたものとみなされること。

先進医療不妊治療費助成事業申請書兼請求書

(フりガナ)

氏名

生年月日

住所※1

宝

住所※2

月日

申請額

振込

年

月

月

金融機関名

日(

金

※1:夫婦の住所を記入する。

※2:単身赴任等で夫婦が異なる場所に住所を有する場合等夫婦の住所が異なる場合に記入する。

【添付書類】

1 県要綱に基づく決定通知書及び先進医療不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

2 該先進医療不妊治療費に要した費用に係る領収書の写し

4 本人確認書類及び振込先口座情報の写し

5 その他市長が必要と認める書類

【第3条第2号に該当する治療の場合1

1 当該先進医療不妊治療費に要した費用に係る領収書の写し

2 本人確認書類及び振込先口座情報の写L

3 その他市長が必要と認める書類

電話(

日

その他

歳)

口座名義

銀行

金庫

※カタカタで記載。申請者と同一であること。

年

農協

組合

月

円

日( 歳)

本店

支店

支所

預金種別

出張所

口座番号

通
一
座

(話電

申
請
者

〒

〒

配
偶
者



様式第2号(第6条関係)

殿

年月日付けで申請のありました先進医療不妊治療費助成金について、下記のとおり

決定及び確定したので名護市先進医療不妊治療費助成事業交付要綱第6条の規定により通

知します。

,風

先進医療不妊治療費助成金交付決定及び確定通知書

年 月 日

1 決定内容

第 号

名護市長

記

交付する額 金 円



様式第3号(第6条関係)

1、

殿

年月日付けで申請のありました先進医療不妊治療費助成金について、下記の理由に

より不交付とします。

先進医療不妊治療費助成金不交付決定通知書

名護市長

記

号

対象者名

不交付の理由

月 日

第
年



名護市告示第67号

子ども・子育て支援法(平成25年法律第晒号)第53条の規定により次のとおり告示し

ます。

.
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令和8年3月31日

子ども・子育て支援法41条及び第53条における特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業所の一覧~呂1絲氏
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子ども・子育て支援法第41条及び第53条における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の一覧

NO

施設・事業の種類

教育・保育施設

2

私

゛

私

地域型

0

確認

0

年

令和

月

令和

確認辞退

日

8

8

3 27

3

卸

法第41条/法第53条の公示の内容

27

月

確認取消

日 年 月 日 全部 一部 停止の内容

効力停止

元号年月日

自

停止期問

元号年月日

設置者/事業者

至

社会福祉法人五和会

名称

一般社団法人虹のはし

名称

どんぐり保育園

施設/事業所

にじいろ保育園

905-0006

905-0016

所在地

名護市宇宇茂佐1869番地

名護市大東二Υ巨6番Ⅱ号

備考

事業所内保育事業

小規模保育事業所B型

コτ^フτち'コ亡ち'

〒

幼
稚
圖

保
育
所

公
私
の
別

事
業
所
内

居
宅

家
庭
的

定
こ
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も
闘

小
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名護市告示第舶号

名i董市帯状萢疹ワクチン予防接種費用助成実施要綱を炊のように定める。

令和8年3月31日

名護市帯状痕疹ワクチン予防接種費用助成実施要綱~別紙
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名護市高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業実施要綱の一部を改正する要綱
名護市高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業実施要綱(平成31年口示第36方)の一部

畠護市高齢者ワクチン接種助成事業実施要綱

帽的)

山重症化を予防するため、高齢者の第1条この要緬は、1川人の発病丈泳・

玉(・、 j'・"、1を・,!11 ;<'

う。)に係る費用(以下「接種費用」という。)を助成することにより、

高齢者の健康増進を図ることを目的とする。

伐寸象者)

第2条この事業の対象となる者(以下「対象者」

改正後

片.111包.膨の村山接種(以下「ワクチン接種」とい

1,灯重H仁本市に住民り'心台帳登録がある者で、

1':、ノ＼ 1",19-、,ι・}ト'1::j j6 に、1亥'11-j、 t3 も(D と^る

(接種方法等)

第3条使用するワクチンは、・予防打〒電実加矧則

き高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業実施要綱

り・)に*bるりタチンを使用する。

2 接種費用の助成は、心刈の1'、山疹種に擶

(ワクチン接種の実施)

という。)は、りタ・fン

f・1リj1美十裁 j.■但1-1 令(Wイ訶123

第1条この要綱は、肺炎球i!卸二、樫阿十る朏炎の発病次゛重症化を予防す

網的)

略第4条~第6条

るため、高齢者の肺炎球菌ワクチン接種(以下「ワクチン接種」とい

う。)に係る費用(以下「接種費用」という。)を助成することによ

り、高齢者の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に

うに改正する。
^

住民台帳登録がある者で、;k脚,途旻2Ξ^ど益_ものとする。

、社、ー;、,,'ワク'ゴ・ン,1'jこ f申●・,美!:'ナ 1'ー-1二び)え,J Z)ーレi'マ!t ld;く
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(接種方法等)

第3条使用するワクチンは、濁細11愉炎球苗英1樓ホリ、けツカ

ド令ウイルフ

/

ンを使用する。

トろ

2 接種費用の助成は、 1人{しっき 1「叫とする0

グ)(身・'心1

叫^

(ワクチン接種の実施)
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(助成金額)

第7条市が助成する金額は、

U )跡炎駅●1、f墜症山 f,研1、女{,武'Ξ、_ワクチン接種に要した賓用とす00
{り 1

い↓「
' 1_"、 セ小"tト, cyjf,N帥卸1,<3000!司〒上 1_,'1いたイ1、修i上 1〕

(周知方法)

第8条~第9条略

ワノ

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。
附則

'1血 11 詩H.U

1 ・山,饗a.'に、令牝 8 那斗月1 1Lい'_,施1】、"心
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第7条市が助成する金額は、ワクチン接種に要した費用とする0
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名護市告示第69号

名護市商齡者ワクチン按種助成亊業実施要綱を次のように定める。

令和 8年3月31侃

,

名護市高齢者ワクチン接種助成事業実施要綱~別紙

名護市長渡具知武豊

、

1

、
『
1
1
 
主
、
ー



名護市帯状萢疹ワクチン予防接種費用助成実施要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、予防接種法(昭和鈴年法律第68号)に定める帯状萢疹ワクチン予防

接種の対象となる者に対し、予防接種を受けた場合の費用助成金(以下「助成金」とい

う。)を交付することについて、瑠護市補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第

8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全

てに該当する者(他の地方公共団体から高蛉者肺炎球菌ワクチン予防接種に係る費用の

助成を受けた者を除く。)とする。

①予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に基づく者

②接種日時点で本市に住民登録がある者

③名護市高齢者ワクチン接種助成事業の助成を受けていない者

④乾燥弱毒生水痘ワクチン接種に2,000円を超える負担をした者又は乾燥組換え帯状

庖疹ワクチン接種に 1回当たり5,000円を超える負担をした者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して助成を行うことがで

きる。

(助成金の額)

第3条助成金の額は、助成対象者が対象接種に要した費用のみを対象とし、助成額は次

の各号のとおりとする。

住)乾燥弱毒生水痘ワクチン 1,000円

②乾燥組換え帯状萢疹ワクチン 1回当たり2,000円

2 全額自己負担した場合についての助成額については次の各号のとおりとする。

住)乾燥弱毒生水痘ワクチンについては、自己負担額と2,000円の差額を助成額とし、

フ,000円を限度額とする。

②乾燥組換え帯状萢疹ワクチンについては1回当たり自己負担額と5,000円の差額を

助成額とし、 1回当たり18,000円を限度額とする。

(助成の申請等)

第4条申請者は、帯状萢疹ワクチン予防接種費用助成申請書(様式第1号。以下「申請

書」という。)に必要事項を記入し、申請書に掲げる書類及び領収書等の支払状況が確

認出来る書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、全額自己負担でない
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者で、市が医療機関等に支払い状況を確認できる場合は、領収書等の支払状況が確認出

来る書類の添付を省略することができる。

(申請期限)

第5条申請書の提出期限は、市長の定める日までとする。

(審査及び交付決定等)

第6条市長は、第4条の規定による助成金の申請があった場合は、当該申請に係る書類

を審査の上、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、帯状萢疹ワクチン予防接種

費用助成金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとす

る。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成金の交付を行うことを決定したときは、

申請者から指定された金融機関の口座に振り込むものとする。

3 市長は、第1項の審査の結果、助成金の交付を決定したときは、帯状萢疹ワクチンに

係る予防接種費用助成不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するもの

とする。

(不当利益の返還)

第7条市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対し、交付した助成金の

一部又は全部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携)

第9条市長は、第6条に規定する助成金の交付決定等を行うための調査又は既に決定等

を行った助成金に係る調査のために、特に必要と認めるときは、申請書で取得している

同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実

の確認若しくは徴収を行うことができる。

(補則)

第10条この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(対象者に関する経過措置)

2/3



2 令和8年度に限り、令和8年3河釘日において 100 歳以上の者及び令和7年4月1

日から令和8年3月31日までの間に 65歳、 70歳、 75歳、 80歳、 85歳、 90歳、 95歳又は

100 歳となる者も第2条第1項第1号に規定する対象者とみなす。

3 令和 8年4月1日から令和12年3月31日までの問に65歳、 70歳、 75歳、 80歳、 85歳、

90歳、 95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある

者も第2条第1項第1号の規定する対象者とみなす。

^
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様式第1号(第4条関係)

帯状萢疹ワクチン予防接種費用助成申請書

名護市長殿

注意太枠の中だけ記入してください。

フりガナ

被接種者氏名

住所

予防接種名

帯状痕疹

ワクチン

名護市

【添付書類】

①予防接種済証又は予診票の写し等

②請求者の振込先口座の通帳の写し等

実施日 実施医療機関名

年

振り込み先

月

振込先

金融機関

日

(電話番号

生年月日

支払料金

(年齢

年

誓約・同意事項※該当する項目に詞を入れてください。

フりガナ

口座名襲人氏名

この申請に係る住民基本台帳(申請者と被接種者が異なる場合は

双方の登録事項)及び医療機関等における情報について、名護市

が必要と認めるときは剥査を行うことに同意しますか。

月

口はい口いいえ

円

銀行・農協

※助成額

申請内容に偽りや相違があ0た場合には、支絵済みの費用を返還

,、ることに同意しますか。

本店・支店

円

区ラ)

口座番号

普通当座

口はい口いいえ

)才
日



様式第2号(第6条関係)

在

殿

帯状庖疹ワクチン予防接種費用助成金の支給について、下記のとおり決定(及び確定)

したので名護市帯状萢疹ワクチン予防接種費用助成実施要綱第6条第1項の規定により通

知します。

帯状癒疹ワクチン予防接種費用助成金決定及び確定通知書

年 月

1

日

決定内容

助成する額

名護市指令第

金

号

記

名護市長

円

地
名

〒
所
氏



様式第3号(第6条関係)

在地

^

名様

帯状庖疹ワクチン予防接種費用助成不支給決定通知書

月年 日

日付けで申請のあった予防接種費用について、炊月年

のとおり支給しないことに決定したので、名護市帯状萢疹ワクチン予防接種費

用助成実施要綱第6条第3項の規定により通知します。

名護市長

記

(不支給とした理由)

所
氏

〒



名護市告示第70号

子ども・子育て支援法第54条の3において準用する法第那条の規定により、炊のとおり

告示します。

冒'

令和8午3月31日

子ども・子育て支援法第54条の3において準用する法第53条における特定乳児等通園

支援事業者の一覧~月1俳氏

名護市長渡具知
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子ども・子育て支援法の規定に基づき確認した特定乳児等通園支援事業者の公示について

子ども・子育て支援法第54条の2第1項の規定による確認をした特定乳児等通園支援事業

者について、同法第54条の3において準用する第53条の規定により、次のとおり公示します。

,

【余裕活用型乳児等通園支援制度】

事業者の名称

一般社団法人

未来会

一般社団法人

未来会

事業所の名称

一般社団法人

未来会

みらいじゅごん保育園

みらいぱいなっぷる保育園

みらいシークワーサー保育園

事業所の所在地

名護市大東一丁目5番34号

名護市字伊差川354番地

名護市字伊差川354番地2階

確認年月日

令和8年3月30日

令和8年3月30日

令和8年3月30日



名護市告示第社号

名護市障害者自立支援協議会等設置要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。

令和8午3月31目

名護市障害者自立支援協議会等設置要綱の一部を改正する要綱 ~別紙

名護市長渡具知武豊



名護市障害者自立支援協議会等設置要綱の一部を改正する要綱

名護市障害者白立支援協議会等設置要綱の一部を次のように改正する。

第1条略

絲且織及び構成員)

第2条協議会は、委員墨人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者の

うちから、市長が委嘱又は任命する。

第2条第1号~第9条略
ワーキングチーム

10矢

ムを署くことができる

改正後

ワーキングチームは

△は

0て

ワーキングチームにり

によって定める

ワーキングチームは

(帳告)

第旦条専門部会長

女△の

る

リ

議会に報告Lなければならない。

2 協議会会長は、検討した内容を市長に報告しなければならない。

(個人情穀の保1如

第望条委員及び専門部会員は、秘癌の保持に関するすべての法令等を遵

守するとともに、会議において知り得た個人情報については、いかなる理

由によっても第三者に漏らしてはならない。

(庶務)

第13条協議会の庶務は、福祉部において行う。

(補則)

第旦条この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項
は、市長が定める。

はワ

をーし、たし

キングチ

ーを舌

のナ'としてワ

リ

びワーキングチームのり

ーカ

ムの

ι.

第1条略

絲且織及び構成員)

第2条協議会は、委員15_人以内をもって組織し、委員は歌に掲げる者

のうちから、市長が委嘱又は任命する。

第2条第1号~第9条略

ウワーキングに

の

し

をe'理る

メへ、

キングチ

その

力
ヒ

と六る

のと

る

る

ーは、会議の内容を協

の互

る

己女〕1三月ij

(報告)

第四条専門部会長は、会議の内容を協議会に報告しなければならない。

2 協議会会長は、検討した内容を市長に報告Lなければならない。

(個人情報の保i劃

第U条委員及び専問部会員は、秘密の保持に関するすべての法令等を

遵守するとともに、会議において知り得た個人情報については、いかな

る理由によっても第三者に漏らしてはならない。
(庶務)

第旦条協議会の庶務は、福祉部において行う。
(補則)

第旦条この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し'、要な事項
は、市長が定める。
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別表(第7条関係)

区分 茂成

口

2

相談支援専門員

その他市長が認め

た者

主ま

い・暮ら

し支援

専門部

、討内容

(D グループホーム等の整備に関

ること。

(2)居住サポート事業の運営に関

ること。

③地域移行や地域定着の推進及

関係機関等の協力体制の強化に

関すること。

(4)精神障害者にも対応した地域包

括ケアに関すること

①相談支援の仕組みに関するこ

と。

(2)社会資源開発に関すること。

(3)相談機関のネットワークに関す

ること。

④サービス等利用計画・障害児支

援利用計画の質の向上に関する
こと

'凸、
;τ=

相談支援専門員
グノレープホーム

業者又は障害福祉サ

ービス事業者等医療

機関関係者

医療機関関係者

民生委員

その他市長が認め

た者

就労支

イ専門

部会

(D グループホーム等の整備に関

ること。

(2)居住サポート事業の運営に関す

ること。

③地域移行や地域定着の推進及

関係機関等の協力体制の強化に

関すること。

④精神障害者にも対応した地域包

括ケアに関すること

(1)就労希望者の支援に関するこ

と。

(2)地域活動支援センターの事業展

開に関すること。

偲)支援センター、職安、職業セン
ターとのネットワークに関する

こと。

別表(第7条関係)

①相談支援専問員

②多数雇用企業

③障害者就業・生活支

援センター

④就労支援事業者

⑤地域活動支援セン
ター

(6)その他市長が認め

た者

区分

口談支

イ専門
^
ロ;王丈

相談支援専門員

多数雇用企業

障害者就業・生活支

援センター

就労支援事業者

地域活動支援セン
ター

公差^
その他市長が認め

た者

相談支援専門員

赴立t^
その他市長が認め

た者

(1) 就労希望者の支援に関するこ

と。

地域活動支援センターの事業展

開に関すること。

支援センター、職安、職業セン

ターとのネットワークに関する

こと。

②

主ま

い・暮ら

し支援

専門部

③

司内容

(D

(2)

a)相談支援の仕組みに関するこ

と。

(2)社会資源開発に関すること。

(3)相談機関のネットワークに関

ること。

(4)サービス等利用計画・障害児支

援利用計画の質の向上に関する
こと

ι、
;τ=

相談支援専門員

グノレープホーム事

業者又は障害福祉サ

ービス事業者等医療

機関関係者

医療機関関係者

民生委員

その他市長が認め

た者

成

支
門
談
専
会

イ

支
門
労
専
会

就
一

口

④
⑤

①
②

①
②

③
④
⑤

⑥
⑦

①
②
③

③
④
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①
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こども

支援専

門部会

るこ

相談支援専門員

養護学校等教育支

援者

教育委員会

教育支援実践者等

障害福祉サービス

事業者

保育・療育関係者等

その他市長が認め

た者

の

療育等に関すること。

関係機関とのネットワークに関

すること。

医療的ケア児等の支援に関する

こと。

こども

支援専

門部会

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

(施行期田

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

消に剰'る

相談支援専門員

養護学校等教育支

援者

教育委員会

教育支援実践者等

障害福祉サービス

事業者

保育・療育関係者等

その他市長が認め

た者

I y'言・1-美

療育等に関すること。

関係機関とのネットワークに関

すること。

医療的ケア児等の支援に関する
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名護市告示第陀号

子ども・子育て支援法第58条のⅡの規定により次のとおり告示します。

令和8年3月31日

J

子ども・子育て支援法第58条のⅡの規定に基づく公示内容~呂1俳氏

名護市長渡具知
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(別紙)子ども・子育て支援法第58条の11の規定に基づく公示内容

NO.

子ども・子育て支援施設等の種類

私

2 私

0の日鵬早

系雪・抽日

古、計呈古 4

り」凱む時

鳳ユ休〕間
育0案、忌

Φ0中年と

賓日・間一

庫U休一電

と日早寅

3 私

0

生気30矗の"葺1項

0

確認

元号

怯第卵条の6

年

0

月

令和

硫認辞退

日 元号

尋

怯第58条の10

3

年

令和

31

月

確認取消

8

日 元号

3

令和

31

年

8

月

3

日

31

全部 一部

怯第58条のro

停止の内容

効力停止

元号

自

停止期聞

特定子ども・子育て
支橿提供者
【設置主体〕

号

至 名称

一般牡団法人来来会

一般牡団法人朱来会

名称

一般社団法人未来会

施設/事業所

みらいじゅごん保育園

みらいぼし,々0ぷる異育■

905-卯16

●らいシ^ワーサ^冒置

所在地

名雁市大東一T目5番部号

g05-1152 名驥市字伊差川354書地

905-1152 名珪市字伊蓋Ⅲ354呑地 2階

備考

小親撞保育篝設余格埜則皇

小狂頃長育施設粂怖岳用型

小短捜怪肯詫盟余楼聶用型
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名護市告示第袷号

名護市長による成午後見制度審判請求の手続に関する要綱の一部を改正する要綱を次の

ように定める。

令和8年3月31日

名護市長による成年後見制度審判請求の手続に関する要綱の一部を改正する要綱

~呂1俳氏

名護市長渡具知

乏1妥葎]1 __1」 1、、'、コ゛う'、P

先武甲



名護市長による成年後見制度審判請求の手続に関する要綱

(趣旨)

第1条~第10条(略)

(検討会議の組織)

第Ⅱ条検討会議は、タ

組織し、委員は、職員のうちから市長がイ壬命する。

2 委員長は、社会福祉課長をもって充て、副委員長は、介護長寿

課長をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員

長がその職務を代理する。

4 委員長は、検討会議において必要があると認めたときは、委員

以外の学識経験者、関係部所職員又は関係者の出席を求め、意見

を聴くことができるものとする。

5 委員の任期は、 3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

6 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と司、る。

(会議の招集等)

第12条検討会議は、委員長が招集する。

2 検討会議は、療曼井き・ヒ千委員の過半数以上の出席をもって開催

するものとする。

3 検討会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否

伺数のときは、委員長の決するところによる。

新(改正)

名護市長による成午後見制度審半嘱青求の手続に関する要綱新旧対照表

^

員8人以内をもって

名護市長による成年後見制度審判請求の手続に関tる要綱

(趣旨)

第1条~第10条(略)

(検討会議の組織)

第Ⅱ条検討会議は、

組織し、委員は、職員のうちから市長が任命する。

2 委員長は、社会福祉課長をもって充て、副委員長は、介護長寿

課長をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員

長がその職務を代理する。

4 委員長は、検討会議において必要があると認めたときは、委員

以外の学識経験者、関係部所職員又は関係者の出席を求め、意見

を聴くごとができるものとする。

5 委員の任期は、旦年以内とする。ただし、再任を妨げない。

6 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集等)

第12条検討会議は、委員長が招集する。

現行

^

び委員旦人以内をもって

2 検討会議は、

する。

3 検討会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否

同数のときは、委員長の決するところによる。

1として全"の出席をもって開催するものと

一



第玲条

附則(平成19年3月22日告示第20号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成24年5月16日告示第90号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成24年12月27日告示第180号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

附則(平成27年5月12日告示第112号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和2年4月30日告示第117号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和4年3月29日告示第69号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月H日告示第20号)

この要綱は、告示の旧から施行する。

附則(令和8年3月31日告示第73号)

ず^ 第H条 (略) 第13条

様式第1号(第4条関係)~様式第8号(第9条関係)(略)

附則(平成19年3月22日告示第20号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成24年5月16日告示第90号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成24年12月27日告示第180号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行tる。

附則(平成27午5月12日告示第112号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和2年4月30日告示第117号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和4年3月29日告示第脚号)

ごの要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月Ⅱ日告示第20号)

ー、" 第14条 (略)

様式第1号(第4条関係)~様式第8号(第9条関係)(略)



名護市告示第74号

名護市立小学校給食費負担軽減事業実施要綱を次のように定める。

令和8年3月31日

名護市立小学校給食費負担軽減事業実施要綱~別紙

名護市長渡具知武豊
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名護市立小学校給食費負担軽減事業実施要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、沖縄県が定める沖縄県市町村立小学校給食費負担軽減交付金交付要

綱(令和8年3月31日制定)に基づき、子育て世帯の経済的負担を軽減し、児童の健や

かな育ちを支えることを目的として実施する学校給食費負担軽減事業に関する補助金の

交付について、名護市補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第8号。以下「規則」

という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

①学校給食学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食を

し、つ。

②学校給食費名護市学校給食センター管理規則(平成20年教委規則第7号)に定め

る小学生の学校給食費をいう。

③児童名護市立小学校に在籍している者をいう。

④保護者児童の学校給食費を支払う者をいう。

(補助対象者)

第3条補助金の交付対象となる者は、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)

とする。

(補助事業)

第4条補助事業は、沖縄県市町村立小学校給食費負担軽減交付金を活用し、保護者が負

担する学校給食費を減免することに代えて、現物給付とするため、名護市学校給食セン

ターが提供する市立小学校に係る学校給食の食材の購入費用を補助する事業とする。

(補助金の対象経費)

第5条補助金の対象経費は、学校給食の食材購入に充てる費用のうち、学校給食費とす

る。

2 補助対象経費となる学校給食費の交付金の上限額は一人当たり月額5200円とす

る。

3 前項の規定にかかわらず、児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交

付金の算定対象経費から除く。

①生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定tる教育扶助により学校給食費の

全部の補助を受けている場合

②学校給食法第12条第2項による要保護児童生徒援助費補助金により学校給食費の補

助を受けている場合

③前2号に掲げるもののほか、行政機関が保護者の学校給食費に対して助成を行って

し、る場合

(補助金の交付申ヨ削

第6条規則第4条の規定による補助金の交付申請は、名護市立小学校給食費負担軽減事

業補助金交付申請書(様式第1号)にZ、要な書類を添付して、市長に提出するものとt

る。

(交付の決定)



第7条規則第7条第1項に規定する交付決定通知は、名護市立小学校給食費負担軽減事

業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知」という。)によるものとす

る。

2 交付決定通知には、規則第6条第1項に規定する条件のほか次の条件を付すものとす

る。

①善良な管理者の注意をもって補助事業を執行し、また、補助金を他の用途に使用し

てはならないこと。

②補助金に係る帳簿及び証拠書類を事業の全てが完成した日の属する年度の終了後5

年聞保存しなけれぱならないこと。

③その他法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するために必要なこと。

(変更交付申請)

第8条補助事業者は、交付決定後、補助事業の内容の変更をしようとするときは、あら

かじめ名護市立小学校給食費負担軽減事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長

に提出し、その承認を受けなけれぱならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は

条件を付すことができる。

3 市長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、名

護市立小学校給食費負担軽減事業補助金変更交付決定承認通知書(様式第4号)により

補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止に係る承認)

第9条補助事業者は、補助事業の中止又は廃止しようとするときは、速やかにその旨を

記載した名護市立小学校給食費負担軽減事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を

市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故報告)

第10条補助事業者は、補助事業が各年度の末日までに完了しない場合又は補助事業の遂

行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等について書面により市

長に報告しなけれぱならない。

(状況報告)

第H条補助事業者は、第7条の規定による交付決定を受けた補助事業に重大な影響を与

える事情が生じたときは、その状況を名護市立小学校給食費負担軽減事業状況報告書(様

式第6号。以下「状況報告書」という。)により市長に報告し、その指示を受けなけれぱ

ならなし、。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、状況報告書の提出を求める

ことができる。

(実績報告)

第12条規則第12条の規定による実績報告は、補助事業が完了したとき若しくは補助事業

の廃止の承認を受けた日から起算して30日以内又は事業完了午度の3月31日のいずれか

早い日までに、名護市立小学校給食費負担軽減事業実績報告書(様式第7号)にし、要な

書類を添付して、市長に提出しなけれぱならない。

(補助金確定通知)

第13条規則第W条の規定による通知は、名護市立小学校給食費負担軽減事業補助金交付



確定通知書(様式第8号)によるものとする。

(交付決定の取消し)

第H条市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の

交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

①偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

②補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

③補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に

基づく命令に違反したとき。

④第1項の規定は、第13条により補助金の額を確定した後においても適用する。

⑤市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、速やかに補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第15条補助事業者は、補助金の交付の決定に基づき、補助金の一部について、概算払い

を受けようとする場合は、概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならな

し、

2 補助事業者は、第13条の規定による補助金の額の確定に基づき、その支払いを受けよ

うとする場合は、精算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなけれぱならない。

(補則)

第16条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長

が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



様式第1号(第6条関係)

名護市長 殿

名護市立小学校給食費負担軽減事業実施要綱第6条の規定により、関係書類を添えて、

下記のとおり補助金の交付を申請します。

名護市立小学校給食費負担軽減事業補助金交付申請書

名教委総第

年月

1

名護市教育委員会

教育長

交付申請額

2 関係書類

①第2条第3号に規定する児童の在籍状況がわかる書類

②その他参考となる書類

印

記

円

号
日



様式第2号(第7条関係)

名護市指令教委総第 号

年月 日付けで申請のあった名護市立小学校給食費負担軽減事業補助金につ

いては、金 円の交付を決定し、名護市立小学校給食費負担軽減事業実施

要綱第7条第1項の規定により通知します。

年月日

名護市立小学校給食費負担軽減事業業補助金交付決定通知書

、

名護市教育委員会

教育長 殿

名護市長 印



様式第3号(第8条関係)

名護市長 殿

年月日付け第号で交付決定のあった名護市立小学校給食費負担軽減事業

補助金について、下記のとおり変更したいので、名護市立小学校給食費負担軽減事業実施

要綱第8条の規定により、閧係書類を添えて、下記のとおり承認を申請します。

名護市立小学校給食費負担軽減事業補助金変更交付申請書

名教委総第

年月

名護市教育委員会

教育長

1 変更理由

2 変更内容

印

記

3 関係書類

(変更前)

交付決定額

(変更後)

(単位:円)

交付申請額

号
日



様式第4号(第8条関係)

名護市指令教委総第 号

午月日付けで申請のあった 年度名護市立小学校給食費負担軽減事

業補助金変更交付申請について、書類等を審査した結果、下記のとおり変更することを決

定したので、名護市立小学校給食費負担軽減事業実施要綱第8条第3号の規定により通知

します。

名護市立小学校給食費負担軽減事業補助金変更交付決定承認通知書

、

名護市教育委員会

教育長

1 変更交付決定額

年

金

記

月 日

円

名護市長 印



様式第5号(第9条関係)

名護市長 殿

甲

年月日付け第号で交付決定のあった名護市立小学校給食費負担軽減事業

補助金について、下記のとおり中止(廃止)したいので、名護市立小学校給食費負担軽減

事業実施要綱第9条の規定により申請します。

名護市立小学校給食費負担軽減事業中止(廃止)承認申請書

名教委総第

年月

名護市教育委員会

教育長

1 中止(廃止)の理由

2

印

中止(廃止)したい内容

・己

号
日



様式第6号(第Ⅱ条関係)

名護市長 殿

年月日付け第号で交付決定のあった名護市立小学校給食費負担軽減事業

補助金について、名護市立小学校給食費負担軽減事業第Ⅱ条の規定により、下記のとおり

報告します。

名護市立小学校給食費負担軽減事業状況報告書

名教委総第

年月

名護市教育委員会

教育長

1 交付決定額

2 実施状況

3

印

その他参老となる書類

円

号
日

記



様式第7号(第12条関係)

名護市長 殿

▼

年月日付け第号で交付決定のあった名名護市立小学校給食費負担軽減事

業補助金について、名護市立小学校給食費負担軽減事業実施要綱第12条の規定により、関

係書類を添えて、下記のとおり実績を蝦告します。

名護市立小学校給食費負担軽減事業補助金実績穀告書

名教委総第

年月

名護市教育委員会

教育長

1 交付決定額

2 補助金額

3 関係書類

①第2条第3号に規定する生徒の在籍状況がわかる書類

②第5条第3項第1号、第2号及び第3号に関する扶助額等の状況がわかる書類

③その他必要となる書類

印

・己

円

円

号
日



様式第8号(第13条関係)

達教委総第 号

日付けで交付決定した名護市立小学校給食費負担軽減事業補助金につ年月

いては、名護市補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第8号)第13条の規定によ

り、適正と認め、金 円に確定し、名護市立小学校給食費負担軽減事業実施

要綱第13条の規定により通知します。

年月日

名護市立小学校給食費負担軽減事業補助金交付確定通知書

亨

名護市教育委員会

教育長 殿

名護市長 印



名護市告示第75号

名護市国民健康保険税の減免に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。

令和8年3月31日

,

名護市国民健康保険税の減免に関する要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知武豊

,



名護市国民健康保険税の減免に関する要綱の一部を改正する要綱

名護市国民健康保険税の減免に関する要綱(令和2年告示第158号)の一部を次のように改正する。

第1条~第4条略

(その他特別事情による減免)

第5条略

ω~④略

⑤略

改正案

略

旧被扶養者に係る被保険者均等割額及び那歳以上被保険者均

までの間に限り、次の(ア)又は(イ)の区分に応じ、軽減する。

(ア)略

(イ)略

ウ略

⑥略

等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月

以下略

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

第1条~第4条略

(その他特別事情による減免)

第5条略

①~④略

⑤略

ア略

イ旧被扶養者に係る被保険者均等割額は、資格取得日の属tる月

以後2年を経過する月までの間に限り、次の(ア) Xは(イ)の

区分に応じ、軽減する。

(ア)略

(イ)略

ウ略

⑥略

現1テ

以下略

VI

恒

ア
イ



名護市告示第76号

名護市宿泊税導入検討懇話会設置要綱を廃、1上tる要綱を炊のように定める,

令和 8年3月31日

、

名護市宿泊税導入検討懇話会設置要綱を廃止する要綱~別紙

名護市長渡具知武豊

rL

レ
ー
ー
§
 
t 「



名護市宿泊税導入検討懇話会設置要綱を廃止する要綱

名護市宿泊税導入検討懇話会設置要綱(令和7年告示第H6号)は、廃止する。
附則

この要綱は、告示の日から施行する。



名護市告示第77号

名護市歯周病検診事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。

゛

令和8年3月31日

名護市歯周病検診事業実施要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長

「

ー
ー
し

洋
气
タ

「
一
一

●
"
一
%
一
.
ι
,
.

.
」
」

風
「

一

一

.
ー
.

,
"
■

'

一

゛

一

'
e
w
弌

一

L

,
、
一

,一

具

L



名護市歯周病検診事業実施要綱の一部を改正する要綱

名護市歯周病検診事業実施要綱の一部を改正する要綱(平成30年告示第149-2号)のー

部を次のように改正する。

第2条中「達する者」の次に T並びに親子健康手帳の交付を受けている妊婦」を加える。

様式第1号を次のように改める。



様式第1号(第6条関係)

診査日

18

43

17

47

①

16

46

以下は診責時に診査者が記入してください。

②

年

15

③

45

歯周病検診票

C、 R、 RC :未処置歯

ノ:健全歯

M

うちCのみの未処置歯

月

"

B

心

12

(1)歯の状況

①歯肉出血(BOP)

0;健全

1:出血あり

9:除外歯

X :該当歯なし

42

日

【対象】以下の6歯楽前歯部の対象歯が欠損している場合は、反対側同名歯を検査対象とする。

Ⅱ

41

21

④

31

⑤

Z

(11D ①歯肉出血

最大コード

⑥

詑

△、@:喪失歯

(11)補綴治療の必要がある欠損部分の有無

23

うち△:要補綴歯

診査所要時間

②歯周ポケット(PD)

0:4 mm未満

1:4mm以上6mm未満

2:6mm以上

9:除外歯

X :該当歯な 1-

1.なし

33

24

0:処置歯

34

25

(Ⅲ)歯肉の状況(永久歯列)

訪

26

開

1,所見なし

27

⑦

釘

(1V)歯列,皎合の状況

⑧

分

現在歯数(①十②十⑥)

28

(Ⅲ)②歯周ポケット

最大コード

紬

1.所見なし

DMF園数(②+④十⑥)

BOP

2.あり

17又は16

PD

※1~3のいずれかに0をつけ、 2.要指導3.要精密検査の場合はそれぞれの判定理由a,~1の該当するものに0を付けること

BOP

①粘膜の色

1.異常なし

PD

2.所見あり

,

CP1歯肉出血0 (な

し)

かつ歯周ポケット0

(なし)

47又は46

( 11【)

11

2.所見あり

1.良好

③歯石の付着状況

1.なし

2.軽度(点状)あり

3.中等度(帯状)以上あり

(VI

(判定理由)

a.CP1歯肉出血1 (あり)か

つ歯周ポケット0 (なし)

b.口腔清掃状態不良

C,生活習慣や基礎疾患(糖

尿病を除0 、歯科医療機関

の受診状況等、指導を要す

る

口腔粘膜

指導内容・目標

2.要指導

(Ⅵ1)口腔衛生状態

26又は27

1.所見なし

【市町村への連絡事項】

1,健診を行った医療機闘において指導・治療予定

3.他医療機関(歯科)を紹介(紹介先

31

2.普通

(V)顎関節の症状

判定区分

1.所見なし

36又は37

(判定理由)

ヨ.歯石の付着あり

b.CP1歯周ポケット1

(4~5mm)

C,CP1歯周ポケット2

(6mm以上)

d.未処置歯あり

e.要補綴歯あり

②粘膜の形状

2,所見あり

3.不良

2.所見あり

3.要精密検査

f糖尿病の治療を行っている(又は糖尿病の指

摘を受けたことがある等)

宮.習慣的に喫煙をしている

h.生活習慣や基礎疾患等

1.その他の所見あり(更に詳しい検査や治療が

必要な場合)

療機関名(検診者名)【医療機関コード】

2. 現在通院中の歯科で指導・治療予定

【4 73・

上
顕
{
左
〕
下
顎

上
顎
{
右
〕
下
顎

歯
の
状
況



様式第1号

住所

(第 6 条関係)

氏名

以下のQ.1~Q.18の各質問について、「回答」欄のあてはまる番号に0をつけてください。
のない場合、 0は1つだけつけてください。

1.歯や口の中の状況等についてお伺いします。

歯周病検診票

Q.1現在、ご自分の歯や口、あごの状態で気に恋ることは
ありますか。

①【Q.1で「2.ある」とお答えになコた方】
あては談るものすべてに0をつけてください。

有効期限

性別

生年月日

検査日

電話番号

②【上記質問で「5.歯ぐきの状態・痛み」とお答えに
なった方】

あてはまるものすべてに0をつけてください。

年

Q2自分は歯周病だと思いますか。

月

年齢

i

Q3食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまのます

か。

日

¥

1.ない

Q.4冷たいものや熱いものが歯にしみますか。

1.歯の状態・痛み 2.外観 3.発音

5.歯ぐきの状態・痛み4.口臭

6.かみ具合 7.口の渇き 8.あごの痛み
9.歯ぎしのや食いしぱり恋どの習癖
10.その他(

回

Q,5半年前に比べて固いものが食ぺにくくなりましたか。

特に断り

Q6お茶や汁物等でむせることがありますか。

2.ある

1,痛みがある 2,歯をみがくと血が出る
3.はれてブヨプヨする 4.歯ぐきが下がっている
5.歯がぐらぐらする

Q7口の渇きが気になの弐すか。

Q8普段の会話で言葉をはっきりと発音でき恋いことがあ
りますか。

1.思わない

1.何でもかんで食べることができる
2.歯や歯ぐき、かみ合わせ恋ど気になる部分があ

り、かみにくいことがある

3.ほとんどかめ恋い

しみない

いつもしみる

2.思う

1,いいえ

1.いいえ

2.詩尽しみる

1.いいえ

1.いいえ

2.はい

2.はい

2.はい

2.はい

裏面へと続きます

答

1
 
3
,



2.日頃の生活習慣等についてお伺いします。

Q.9歯をみがく頻度はどのくらいですか。

(歯が全くない人は回答不要です)

【Q.9】で「5.みがかない」以外をお答えになった方
@,10歯をいつみがくのか、あては或るものすぺてに0を
つけてください。

、

Q.11歯間ブラシ宗たはフロスを使コてますか。

Q.12ゆつくのよくかんで食事をし萩すか。

Q,13たばこを吸っていますか。

3.歯科の健(検)診や治療の状況等についてお伺いします。

Q.14直近で、歯科医院にいつ頃行きましたか。

1 【Q.14で「1,半年以内」または「2.1年以内」とお
筈えに恋った方】

どのような目的で行きそミしたか。
あてはまるものすべてに0をつけてください。

毎白みがく
(1.1回 2.2回

4.ときどきみがく

【Q.14で「d.半年以内」または「2.1年以内」とお
答えになった方】
その際に、「歯周病の治療が必饗です」と言われぎした
か。

1.朝食後

3.タ食後

5.その他(

1.毎日

3.いいえ

Q.15かかのつけの歯科医院がありますか。

1.毎日
3.いいえ

3.3回以上)

5.みがかない

Q.16ご自分の歯は何本ありますか。(親知らず、入れ
歯、ブリッジ、インプラントは含み萩せん。さし歯は含
みます。)

2.昼食後

4.夜寝る前

1、吸ってい怨い

3.吸っていた

4.その他

Q.17次の病気について、指摘されたことがあのますか。
あてはまるものすぺてに0をつけてください。

2.いいえ

2.時勺

2.1年以内半年以内

1年以上行ってい恋い

2.時凡

2.歯科健(検)診1.治療

3,予防(フッ化物塗布、歯の清掃恋ど)

4.その他

【女性の方にお伺いします。】
Q.d8現在、妊娠していぎすか。
(その可能性がある場合も含みミす。)

2.吸っている

検査結果等は、この検診の実施主体である【名護市】や沖繍県において、結果を集計する等して、今後の皆様の歯と口腔の健康づくりに役立てさせていた

だくことを予定Lておりますので、ご了承ください。

1.言われ恋かった

自分の歯や口の状態について気になることや聞きたいことを、自由に記毅してください

1.はい

1.20本以上

3.わから恋い

2.言われた

2.糖尿病恋い

4.脳梗塞(脳卒中)関節りウマチ

狭1山症・心筋梗塞・動脈硬化症
フ.その他呼吸器疾患

2,いいえ

ι

1.はい

2.19本以下

t
3

t
3
5
6



附則

この要綱は、令和8年4月1日に施行する。

、



名護市告示 78 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和妬午法律第137号)第6条第1項の規定によ

り、令和8年度一般廃棄物処理実施計画を定めたので、名護市廃棄物の減量化の推進及び

適正処理に関する条例(平成20年条例第19号)第9条第3項の規定により告示しまt。

令和8年3月31日

令和8年度名護市一般廃棄物処理実施計画~男1俳氏

名護市長渡具知武豊
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一般廃棄物処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)法第

6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物(ごみ・生活制b幻の処理について市町村が定める計

画、長期的・総合的な視点に立った「基本計画」と、各年度の処理について定める「実施計画」

がありま司、。

第1

令和8年度名護市一"斐廃棄物処理実施計画

1 基本方針

「名護市一般廃棄物処理基本計画」を踏まえ、次の4つの柱を基本方針とし、名護市に

おける循環型社会を構築、推進します。

(D 市民・事業者・行政の棚動による4Rの推進

市民と事業者と行政がそれぞれの役割を果たしながら、ごみの発生回避、発生抑制、再

使用、再生利用の順に優先して行い、廃棄物処理に伴う環境負荷のイ氏減を行いつつ、資源

化に対する意識を高めます。

(2)環境にやさしく効率的な循環システムの構築

新技林湾の検討を進めながら、環境負荷が低くかつ低コストで廃棄物を資源として利用

できる循環システムの構築を行います。

(3)ごみの安定的な適正処理の実施

ごみ資源イ取び適正処理のために、収集運搬、中間処理、最終処分において、安定的な

ごみ処理方法を実施します。

また、名護市一般廃棄吻処理施設の倒動に伴い、新たなごみ排出方法を徹底し、適正処

理の実施に努めます。

ごみ処理の方針

(4)クリーンなまちづくりの推進

クリーンなまちづくりを推進するために、環境美化、不法投棄文珠の推進を行います。

また、ごみの排出量の削減・分別区分を1散底することで脱炭素社会の実現を目指します。

2 具体的施策の方針

持続可能な循環型社会の構築を目指し、前節に掲げた目標を達成するため、市民・事業

者・行政の三者棚動によりごみ減量・りサイクルの取り組みを進めるにあたっての具体的

な施策を展開します。

(1)ごみの発生回避・発生抑制の推進

①4Rの実施による循環型社会形成の推進

近年、市民や事業者におけるごみ問題への関心は高くなっています。本市では、"4

Rの推進"を掲げ、ごみの排出量の削減やりサイクル率の向上に努めてきました。しか

し、本市においては、近年ごみ排出量の増力畔頃向やりサイクル率の低迷が継続しており、

名護市一般廃棄物処理施設で適正に処理を進めるためにごみの排出量の削減や更なる

リサイクル率の向上が必要な状況にあり、今後は、これまで以上に循環型社会形成に対

する意識の向上と取り組みの推進を行う必要があります。本市では、"4Rの推進"を

ネ佳続して進め、ごみ分別の1散底や生ごみ処剛幾の活用などをさらに浸透させ、市民・事

業者の意識の向上を図るものとします。市民の日常生活や事業者の事業活動の中で、 4
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R (Refuse (発生回潤、 Roduo.(発生抑市山、 R釦SO (剛吏用)、 Rooy010 (再生利用))

を推進し、ごみの排出量の削減やりサイクル率の向上に努めます。

②ライフスタイルの変化への対応

販売店におけるレジ袋の有料化によるレジ袋の削減や、マイボトノレ・マイ箸などの推

奨によりライフスタイルの変革が求められています。本市では、今後も販売店がレシ饗

削減や簡易包装の導入に向けた取り組みを実施するように働きかけていくとともに、

民に対し、レシ唆削減の必要性やマイバッグ(買い物袋)の持参をはじめとする、ペッ

トボトルの削減やカトラリーの削減を呼び掛けます。また、資源物の店頭回収を行って

いる販売店も多いことから、積極的に師頁回収の利用を促進します。行政は、市のホー

ムページやSNS、広報誌での情報発信やイベント等でのチラシ"飾などの方法で、市

民や事業者への情報捌共や取り組み方法の周知を行います。

③生ごみ減量化の推進

生ごみには、封を切らずに捨てられた「手つかず食品」や、たくさん買いすぎて食べ切

れなかった食品等の食品ロスが含まれており、必要な量をよく考え購入・調理すること

について、食品ロスの発生を抑制する啓発に努めます。

また、生ごみには、水分が70~80%含まれており、水切りや生ごみ処理機、コンポ

スト容器により減量化することで、ビみ排出量の削減が可能となるため、生ごみ処理機、

処理容器の購入補助金の活用について周知を図り、生ごみ減量化の啓発に努めます。

④事業系ごみの減量化、適正処理の推進

事業系ごみは近年増力叫頃向にあり、事業系ごみ排出量の削減に向けた取弊且みが必要と

なっているため、事業系→1受廃熟加k出事業者等の排出量及岬レ出実態の把握を行い、事

業系ごみの減量イ吸び適正な処理剣匙隹を図ります。

また、多量にごみを排出する事業者においては、ごみ減量に向けた計画書を基に、ごみ

排出量の削減に向けた取り組みを計画的に実施するとともに、自己処理責任を認識し、適

正かつ積樹勺にごみの管理を行うための仕組み作りに取り組みます。

(2)剛吏用・再生利用の推進

⑤分別の徹底による資源化の推進

ごみ分別早見表を作成し、市民のごみ分別の徹底を呼びかけています。

燃やしていいごみの中には、資源化が可能な古紙類(新聞・条鰭ぎ等)等が含まれてお

り、分別を行うことでの資源化量の向上と燃やしていいごみの減量について啓発を図り

ます。

⑥グリーン購入等の推進

製品やサービスを購入する際には、環境を考慮して、必要姓を良く考え環境への負荷

ができるだけ少ないものを選んで購入することが求められます。循環型社会の構築にお

いては、再生資源で作られた商品が使用・消費されることが重要であることから、再生

利用品の需要拡大に向けた取り組みを実施します。

(3) 4R意識の定着と拡充の抽隹

@陥護市環境クリーン推進員制度の拡充

本市では、市と連携して"城における・→股彦謬勘の適醐1出及び減量イヒ刻策を芥雌し、

生活環境の保全を図ることを目的とした名護Hテ環境クリーン中飾隹員制度を導入しています。

すべての区にクリーン中飾隹員を配置し、市民・事業者'が積キ蹴勺に協力することで市内全

域の生活環境の保全を図ることが可能となります。
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⑧学習会、見学会の開催

4Rの取り組みを継続的に実効性のあるものとするためには、市民1人ひとりのごみ

問題に対する意識をさらに向上させ、排出に対する責任、ごみ処理行政への琳¥を得る

ことが重要になります。

行政は、環境フェア等の機会を活用し、学習会や見学会を開催し、市民・事業者は学

習会や見学会に積極的に参加することで、循環型社会形成に対する意識の酸成を図りま

す。

⑨料立等における環境教育の充実

ごみの問題弌田弐境問題に関することをこどもの頃から学ぶことで、』寺来的な循環型社会

の芽見に向けたべースづくりが可能となります。また、こどもが学んだことを家庭内で話

すことで、大人の意識も改善されること力潮待されます。

行政は、学校ど御或との連携により、環境教育の充実を図り、各世代に応じたごみ昊環

境に関する教育を充実させます。

(4)りサイクル推進に効果的な収集体制の整備

⑩生ごみ墹巴化事業の市内全域への拡充

本市では現在、生ごみの分別収集をモデル的に実施しています。生ごみは燃やしていい

ごみの中に多く含まれており、生ごみを増巴イヒ司、ることで資源化が描隹されます。現在実

施している生ごみの墹巴化事業を市内全域へと拡大し、更なるりサイクル率の向上に努め

ます。

⑪資源物の抜き取り六環

近年、市民が資源ごみとして出した空き缶等の抜き取り事案に刻する苦情が寄せられ

ています。資源ごみの抜き取りは、抜き取り時のごみの散らかしによる環境の悪ヒなど

の問題があり、ヌ採を施す必要があります。

行政は、資源物の抜き取りに支村、る状況を改善するため、資源物の抜き取り文珠の検

討を行い実施します。

(5)新しいりサイクルシステムの検討

⑫草木類のりサイクル

現在、家庭や事業所、市の清掃活動等から排出された草木類は焼去J施設において焼去P

処理されています。草木類は、資源としての用途も多く、有効活用するととで、りサイ

クル率の向上に貢献することから、再資源化が図られるよう検討いたします。

(6)効率的な収集体制と高齢者に酉礁、した収集サービスの整備

⑬効率的な収集体制の整備

本市では、ネ佳続的に安定的なごみ処理体制を確保するため、名護市一"斐廃棄物処理施

設を整備しました。旛設の供用開始にイ并せて、名護市一般廃棄物処理旛設の処理方法に

応じたごみの分別区分の変更を行います。分別区分の変更を行い、効率的な収集体制を

整備します。

⑭高櫛者及び障がい者への収集サポート

本市では、生活介助を要する高齢者や障がい者などが在宅する世帯へのビみ排出支援

サービスを実施しています。今後、ますます進↑テする高齢化社会に向けて、現在行って

いる特別収集及びサポート収集を福祉分野の部署と連携を強化し、スムーズに対応がで

きるよう体制を整えます。
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(フ)安心・安全なビみ処理施設の整備

⑮ごみ焼却施設の整備

燃やしていいごみの処理を行っていた名護市環境センターは、昭和52年に竣工し、

施設の老朽化が著しい状況でした。また、処理できるごみの種類も限られており、ネ佳紗、

的かつ安定的なごみ処理体制を確保するため、新しい焼去n施設の整備を行いました。

⑯りサイクルセンターの整備

プラスチック製容器包装やぺットボトノレ、空き缶を処理している資源化施設は、環境

センターから高倒1た場所にありました。ごみ焼却施設と資源イ継設を鱈勺し、統合的に

整備したことで、処理の効率化と更なる資源化が期待されます。

また、資源化施設は、市民への娘推進に係る啓発機能を有したりサイクルセンター

として整備しており、本市における循環型社会の実現に資する啓発活動の拠点とします。

(8)適正処理の実施

⑰適正処理困難物の対応

本市では、市で処理できない適正処理困莫勧として「消火器」、「タイヤ」、「ビアノ」、「バ

ツテリー」などの23品目を指定しています。市で指定している適正処理困難物については、

ごみ出しノレールの周知徹底を行い、適正な列睡がなされるように努めます。

⑱特定の製品に刈tるりサイクルルートの活用

「テレビ」、「冷蔵・冷凍庫」、「エアコン」、「洲崔・衣類車乞燥機といった家電4品目や

「パソコン」等のバ型家電、「食品トレイ」等の容器包装廃棄物など、個別のりサイクル

法が整備されている品目については、それぞれの法に基づいてりサイクルを行う'要があ

ります。行政は特定の製品に刻するりサイクルのしくみや市1度の普及・啓発に努めます。

⑲災害ごみ対策

近年、全国各地で大規模な災害が起こっており、突発的に発生する災害によって生じ

る災害廃棄吻の処理に備えた体制を事前に整えておく必要があります。行政は、短期間

に集中的かつ多量に発生・排出される災害ごみ等を生活環境に支障が生じないように効

率的に収集・処理するため、災害廃梨物処理計画を策定し、収集・処理体制を整えます。

災害廃棄物処理計画は、名護市地域防災計画との整合を図ります。

⑳緊急時のごみ処理体制の構築

一般廃棄物の処理は行政の責務であることから、災害時などにおけるごみ処瑠幾能不

全等の緊急時においても安定的な処理機能を確保する必要があり、時には、他市町村と

協力して取り組む必要があります。沖ま亀本島内の廃棄物処理施設では、「一般廃棄物処

理業務の相互協力に関する協定」を締結しており、令和2年度に本市を含む3施設が協

定に加わりました。「一般廃棄物処理業務の相互協力に関する協定」に基づき、沖ネ尾本

島北部地或内市町村での緊急時のごみの安定処理を進めます。

⑳在宅医療廃棄物の対応

在宅医療によって生じる在宅医療廃棄物は、排出される廃棄物の種類に応じて適切に

回収・処理する必要があります。家庭から排出される在宅医療廃棄物については、関係

医療機関等と連携し、安全に回収及び処理されるシステムを構築します。

(9)不法投棄をさせないための仕組みづくり

⑳不法投棄等の防止刻策

本市では、警察及て略区と連携し、不法投棄の防止に向けた監視パトロールを実施して
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います。今後も不法投棄巡視員の体制初剣ヒ・掬,δするなど、寄見体制の充実を図るとと

もに、不法投棄等を行なった者に対しては、厳恪な対応を行い、不法投棄の防止に努めま

司、。

⑳・→投廃棄物の適正処理の推進に向けた謝見・指導の徹底

ー"斐廃梨吻の収集週般は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、行政からの

委託もしくは許可を受けた業者にのみ行うととが可能です。市は、不適正に一般廃棄物

を収集運搬及て迦理する業者がないように監視し、そのような業者があれば、適正な収

集運搬及て泌理を促すよう指導を行います。

(10)環境美化の推進

⑳ボランティア清掃活動の推進

本市では、市内での公共の場所(道路、海岸、河川、公園)において、ボランティア

清掃を支援するため、ボランティア袋を無料で配付しています。

市内の環境美化の推進を図るため、ボランティア清掃活動がより活発に行われるよう

に更なる支援について検討を行い実施します。

第2 -般廃熟勿の処理計画

1 排出状況

(1)計画区域

名護市全域(米軍基地を除く)

単位:トン(2)年間排出量

NO

1 燃やしていいごみ

2

種類(10分別)

燃えないごみ

3

4

空きびん・ガラス類

5

空き缶

ペットポトノレ

6 誘氏(5秘動

7

8

古着

家庭からの排出量

金属類

9

10

有害危険ごみ

相大ごみ

フ,73 1

し尿及U怜f舳汚泥

事業弓徳からの排出量

74

296

66

1 1,232

1 83

3 2 1

305

19

合計

4

1 78

356

18,963

28

0

321

0

93

652

0

0

1 9 3

66

183

305

0

0

5

4

37 1

12,7 1 9 k l

28



2 収集運搬主体及び処理方法

(1)-1 家庭から排出される一般廃棄物

燃やしていいごみ

種

(食用脚

類

燃えないごみ

空きびん・ガラス類

空き缶

収集・遺般主体

ペットボトノレ

市(委諦、排出者

割氏(5種類)

市(委訟、排出者

古着等

市(委諦、排出者

列奥主体

金属類

市(委諦、排出者

市(委諦

中間列曜

市(委訟、排出者

有害危険ごみ

市(委謁、排出者

市(委諦

熨奥方法

粗大ビみ

焼却

市(委論、排出者

市(委論

市(委詑■卜出者

市(委諦

し尿及U怜イ断曹浮尼

破袋・脚皐

灸奥主体

市(委拍剛卜出者

市(委諦

委託

廷甥11

最終処分

民問業者

市(委諦、排出者

選"小圧縮

選易「」無し

小動物の死体

委莞

資源化

埋立

灸奥方法

圧樹個包

市(委諦、排出者

特症家庭用機器再商品イ畦

嫁電りサイクノW却対象機器

市(委詑

委モ

資源イヒ業者

再資源化

民間業者

委菟

家庭から排出されるごみは、現行の10分別収集により、ごみ分別負担の軽減を図りつつごみの

減量・再資源化を図るものとし、排出者にあたっては分別区分への適正排出の遵守の1散底などに

より、一層の適正処理に努める。

(2)事業活動に伴って排出される一般廃棄物

許可業者

埋立

資源化事業者

解体

再資源化

市(委諦

民間業者

市(直営)、排出者

再資源化

民間業者

蛭弼「1

市(委詑

再資源化

市(直営)、排出者

解体(可燃性・

不燃性・金属・

プラに分ける)

民間業者

再資源化

燃やしていいごみ

再資源化

市(委訟

委託

衛生センター

にて前兜証騨妾、

汚泥は処理委

種

燃えないごみ

再資源化

市(委拍

民問業者

類

空きびん・ガラス類

再資源化

焼却

委莞

・可燃性は焼却

・不燃性は埋立

・資源物は業者へ

収集・邇般主体

許可業者、排出者

委托

再資源化

許可業者、排出者

列蛭主体

許可業者'、排出者

資源化

市(委諭

中問列曜

市(委詑

列蛭方法

焼却

破袋・瑚辛

列曜主体

6

委托

最終処ノ分

委琵

列奥方法

再資源イヒ業者

資源化

埋立

埋立

再資源化

託



空き缶

ペットボトノレ

都氏(5種凋

古着等

食用油筵業廃棄物)

許可業者、排出者

金属類修業廃熟勿)

許可業者'、排出者

金属類

有害危険ビみ

許可業者オ非出者

許可業者削卜出者

粗大ごみ娃業廃棄吻)

許可業者、排出者

許可業者削r出者

し尿及U移f噛1別そ

許可業者'●卜出者

特定家庶壬用機器再商品イ圃去
(家電りサイクノレ1却刈象機器

再資源イヒ業者

許可業者剛k出者

補足

1 事業活動に伴い排出される食用油・金属類・*且大ごみは、産業廃棄物として排出者自らの

責任において適正に処理するととを原則とする。

排出者は、ごみの減量に努め、分別を徹底し、再資源化事業者や市が許可した一般廃棄物

収集運搬業者を活用するなどして徹底的に再資源化に取り組むとととし、廃棄物については

市の処理旛成で処理を行うものとする。

3 収集・運搬計画

(1)一般廃棄物の収集回数・排出時間・出し方・収集方法

再資源イヒ業者

許可業者'●レ出者

市(委託)

再資源イヒ業者

再資源化

委託

許可業者

再資源イヒ業者

再資源化

解体

市(委託)

再資源化事業者

許可業者、排出者

再資源化

選呂1」

再資源化事業者

解体(可燃性・不

燃性・金属・プ

ラに分ける)

再資源化

市(委諦

民間業者

再資源化

民間業者

衛生センターに

て前処理後、汚

泥は列曜委託

燃やしていいごみ

種類

再資源化

市(委訟

市(委論

民間業者

僻長おむつ)

再資源化

再資源化

(食用抽)

委託

・可燃性は焼却

・不燃性は埋立

・資源物は業者

収集回数

燃えないビみ

週2回

空きぴん・ガラス類

週2回

空き缶

ぢ油時間

再資源化

'揃8時30分

週2回

『泊盲8時30分

月2回

午前8時30分

市の指定袋に入才触出する。

週1回

任意の袋但し中身が確認、できなし暢
合は、表示 4歌3むつ)して出す。

週1回

'揃8時30分

出し方

中身の晦忍できるプラチック製で

キャップのあるボトノレに入れて

キャップをきちんと閉めて出す。

A揃8時30分

午前8時30分

市の指定袋に入才U般出する。

かビ等に入れて出す。

かご等に入れて出す。

原則、市が戸呂「取集

収集方怯

原則、市が戸月1取集

7

原則、市が戸牙1取集

1亭'具」、市が戸呂「取集

岬且1」、市が戸男1取集

原則、市が戸呂1取集

{
永
庭
系
ご
み



ペットボトノレ

古寺氏(5種痢

古着等

週1回

金属類

週1回

有害危険ごみ

午前8時30分

週1回

粗大ごみ

'〒前8時30分

月2回

特定家庭用機器再商品化

法(家電りサイクル法)対

叡機器

かビ等に入れて出す。

午前8時30分

概11(5種親ごとにミ既丑で京ねて出

す。但し、譜長など"既丑で束ねること

のできない小さな"圧類は、雍ミ袋等に入

れて出すことができる。

月2回

午前8時30分

上記同様

紐で束ねて出す。

立要のつど

補足

1 収集方法は、原則戸別収集とし、集合住宅並びに収集車両が進入できない場所は、ステー

ション方式とする。(※戸別収集とは、戸建住宅や共伺住宅の前など建物ごとにごみを出して

いただき回収する方法)

2 収集車両が進入できない場所の定義は、 4トン塵芥収集車が侵入できない場所、進入は出

来るが直進でUターンができない場所、 20メートル以上バックをしないと進入できない場

所は、協議のうえ指定した場所で収集するものとする。

3 *且大ごみの収集申し込みに関する受付数量は、1回につき3点までとする。

4 事業系→1斐廃棄物の収集運搬については、自ら処理するか又は市長が許可した収集運搬許

可業者に依頼して処理する。

5 事業者が排出する一般廃棄物において、混合ごみで許可業者へ処理委託する場合は、すべ

て有料指定ごみ袋に入れて出すものとする。

6 極小金属、小型家電製品、乾電池、蛍光管の4働頁にっいては、拠点回収事業として環境

センター、エコステ訳なごころ、公民館へ出すことができる。

さらにd型家電製品は、名護市役所、4支所(屋部支所、羽地支所、屋我地支所、久志支所)、

名護市中兜公民館、JAファーマーズやんばるの7力所に設置されている回収ボックスにて拠

点回収を行う。

(2)市が収集しない一般廃棄物

午前8時30分

かご等に入れて出す。

必要のつど

午前8時30分

蛍光炊詰11れなし様な措置(新品を

購入した際破棄される箱に入れる等)

にして出す。電H噸は、かご等に入れ

て出す。

1亰貝1」、市が戸卸取集

'要のつど

'要のつど

原則、市が戸月1奴集

申し込み制

師県1」、市が戸卸奴集

必要に「古じて

申し込み制

,冥貝1」、市が戸呂1取集

有料ごみの2品目は市指定ごみ袋

に入れて出す。

2品目以外は用途に応じて。

原貝U、市が戸呂1奴集

岬眞1」、市が戸卸奴集

原則、市が戸三1取集

許可業者又は自己搬入

事業所ごみ

一時多量ごみ

事業活動に伴って排出される→1斐廃棄物

名護市廃棄物の減量化の推進及酬商正処理に関する条例第15条で定める市民が排
出する多量の・駒斐廃棄物。

8
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適正処理困難物

排出禁止物

多量の目安は45リットル袋4袋以上引越し、大掃除、庭木の剪定などにイ乳、^

時的に多量に出るごみ

(3)市が収集しない一般廃棄物の処理方法

名護市廃棄物の減量化の抽隹及てN商正処理に関する条例第19条第1項の規定に基
づく→1史廃棄物の指定に関する告示で定めるー"斐廃棄物。

名護市廃棄物の減量化の捕隹及ひ適正災曜に関する条例第20条で定める→1斐廃棄
物。

区分

事業所ごみ

一時多量ごみ

排出者が自ら処理するか、または排出者が自ら市の処理旛設に搬入するか、若しく
は市が許可した・→投廃棄物収集週艘許可業者に収集運搬を依頼し市の処理施'設で処
理を行うものとする。

適正列嘘困難物

排出者が自ら処理するか、または排出者が自ら市の処理膨設に搬入するか、若しく
は市が許可した・→股廃棄物収集運締午可業者に収集選般を依頼し、市の処理施'設で処

理を行うものとする。

排出禁止物

排出者が自ら兜哩するか、または専門業者に相談するか、購入した店に引取りを依頼
す、る。

列曜方法

レくーソナノレコンピュータ】

資源の有亥力な利用のイ足進に関する法律に基づき再資源化する。

4 中間処理計画

燃やしていいごみ、紙おむつ

一般廃剰勿の種類

(食用油)

燃えないごみ

空きびん・ガラス類

空き缶

ペットポトノレ

古祇(5樹鋤

市(委諦、排出者、許可業者

古着

搬入者

市(委訟、排出者、許可業者

金属類

市(委諦■レ出者信午可業者

有害危険ビみ

市(委論、排出者、許可業者

粗大ビみ

市(委諦、排出者、許可業者

(1)燃やしていいごみ(草木含む)及び紙おむつ

・燃やしていいごみ及ひ紙おむっは、名護市一"斐廃棄物処理旛設で焼却処理する。

・焼去J残澄については、琉玉求セメント屋部工場へ処理委託をする。

市(委論、排出者、許可業者

市(委訟、排出者、許可業者

搬入量

市(委拍■卜出者、許可業者

1 8,963

市(委諭●卜出者、許可業者

市(委諦■1出者、許可業者

鋤須回収

市(委論、排出者、許可業者

14

熨匠里量

93

652

資瀞」弼小

積替・保管等

66

183

305

4

37 1

14

残澄量

1,837

28

652

321

66

1 79

0

305

9

7

4

330

0

4

28

0

0

41

0

314



・適正処理困難物の内、家主個人が行う住宅の改築等に伴う「燃やしていいごみ(材木

等の木釖れ)」については、軽貨物車相当量(1トン未満)までは処理できるものとする。

(2)空き缶、古紙、古着等、金属類、食用油

・金属類は、手選別及酬郎執1理等を行ったうえで売却。残澄は焼去Π処理

・空き缶、金属類の一部ω型電化製品)、古紙、古着等、食用油は直接売却。

(3)ガラス類、有害危険ビみ

・処理委託

(4)空きびん、 PETボトル

・空きびんは、名護市一般廃棄吻処理施設内で鬪リを行う。 PETボトルは、名護市一

般廃熟勿処理施設内で選別、田縮、梱包処理を行う。その後、公益財団法人日本容器包

装りサイクル協会が委託する再商品化事業者へ剃き渡す。ただし、特殊な事情により排

出できない場合は、民間業者への直接売却を行う。

(田*且大ごみ

・*且大ごみは、解体等の中間処理をし、可燃性の物は焼却処理、金属製のものは売却、

それ以外のものは埋め立て処理

5 最終処分

埋立は、沖縄県公共関与型産業廃棄物管理型処分場(安和エコパーク)(※以下、「安和

エコパーク」)へ委託

(1)燃えないごみ

・燃えないビみは、安和エコパークへ委託し、埋め立て処理

※特別な事情により埋立処理できない場合は、委託処理

(2)焼去1飛灰(邪求セメントエ場の点検、修僧時の受入困難時の焼去1主灰も含む)

・名護市・→股廃棄物処理施設から排出される焼却飛灰は、安和エコパークへ委託し、

売求セメントでの受入ができなかった場合の焼却灰は、安和エコパークへ委託し、

埋立処理する。

※事情により安和エコパークへの埋立てができない場合は、市外の処理業者へ委託処

理

(3)災害Π寺等のごみ

・災害時において発生したごみで分別できないものは埋め立て処理

土

莢

工」

6 ごみ処理旛設の概要

(1)焼去U延旦の概要

施

所

炉

在

名

焼却能力

(2)資源イ踏缶設の概要

形

地

式

名護市一般廃棄物処理施設

施

名護市字安和1863番地13

機械化バッチ焼却式(ストーカー式)

設

58 トン/日(29 トン/e X2 基)

名 名護市・→設廃棄物処理施設ψサイクルセンター)

10

設



所

主要設備

在

処理能力

(3)最終処分場の概要(※令和7年度以降は埋立は行わず、浸出水処理のみ実施。)

地

最終処分場名

名護市宇安和1863番地13

所

ペットボトル圧稲調包機、スチール・アノレミ選別機、プレス機等

埋立面積

在

5

全体容量

9 トン/5時間

残余容量

地

第3 し尿及び浄イ畍曹汚泥の処理計画

名護市一般廃棄物最終処分場

1

名護市字嘉陽281の37番地

収集遺般計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定に基づき、許可された一般廃棄物処

理業者及び浄イ噛法第35条第1項の規定に基づき許可された削潴清掃業者により収集遺般

をtテう。

約20,000平方メートノレ

185,000立方メートノレ

約6,37 1立方メートノレ

2

し尿及び削断曹汚泥

最終処理計画

種類

旛虞の名称

所在地

処理量

処理方式

処理後の加k汚泥の処理は、JAおきなわ名護市埼巴センターで処理を行う。

名護市衛生センター

処理主体

名護市字源河2074番地

許可業者

施設の名称

40W/日

活性汚泥処理伎子気性二段曝気処理)

処理方式

処理後の脚K汚泥の処理は、原則として農地還元を行う。

※名護市衛生センターは国頭3村(国頭村、大宜味村、東村)のし尿及び浄イヒ槽汚泥も処理

しているが本一般廃棄物処理実施計画は、本市を対象としているので処理量に含めていな
し、

廃勢勿量

名護市し尿受入施設

12,719 k l

名護市港二丁目2番1号

40ko/日

下水処理へ(標準活陛汚泥法)

第4 許可業者一覧表

1 -般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業許可

(1)収集運搬業(ごみ)

収集区域

市全域

NO

収集回数

許可番号

必要のつど

2

1

2

平成クリーンサービス

事業社名

(有)ニュークリーン沖縄

代表者

上間文也

平良虎

11

収集品目の特定許可業者

所在地

処理量



3

4

5

3

6

4

7

6

8

北部清掃

8

9

名護清掃

10

10

とぐち清掃

12

Ⅱ

あけみお環境社

13

12

株式会社ふじ産業

15

13

新里清掃

16

14

株式会社新

18

15

辺野古環境整備企掲且合

19

16

オールクリーンサービス

20

17

ヒガクリーンサービス

27

18

閥沖謝士

与儀真志

28

19

オパス株式会社

上間勇樹

29

20

渡久地紀仁

HIDE清掃

32

棉宮里

34

幻

補足

1 -般廃棄吻収集運搬業及び処理業許可の内、ごみ収集運搬業の許可(収集品目特定許可業

者は対象外)については、名護市・→股廃棄物処理実施計画上14者までとする。

亘

辺野古木炭創業企業組合

35

農業生産法人罰あらぐさ

由真

里健児

株式会社久輝

裕

37

亘

株式会社久和建倉リ

崎濱秀也

那亘由人

由人

株式会社倉敷

比嘉清

(2)収集・運搬業(し尿・浄化槽汚泥)

仲西新

與那嶺泰輔

NO

比嘉幸男

1

宮里鬻尓

許可番号

2

徳田仁

3

月1」田

病理吻及び』台盤

4

2

久保田秀明

犬・猫等の死骸

3

久保田秀明

5

5

6

羽地衛生社

南秀樹

6

7

久志環寛衛生社

事業者名

木くず

8

8

我那覇衛生社

生ごみのみ

9

9

玉城偉性社

ぱいじん、燃え殻

10

10

奥キ雌i生社

ぱいじん、燃え殻

Ⅱ

Ⅱ

丸玉衛生社

廃プラスチック、金属、廃,」型家

電

12

姶

恂北勇工業

補足

1 →斐廃棄物収集遍叛'業及U沌理業の許可の内、し尿及び浄化槽汚泥収集運搬業の許

可業者数は、名護市一般廃剰勿処理実施計画上基本12者までとする。

ただし、必要に応じて許可数の増減については検言弱、る。

13

制宜野座ビル管理

M

侑陥和電機

15

玉城翔

囿宜野座倒幾工業

代表者

玉城建尚

中キ推テ生社

我那覇光男

有F艮会社北環

玉城建志

(3)一般廃棄物処分業

2 -般廃棄物処分業(ごみ)

奥村幸徳

玉城千恵子

糸数和男

削副曹清掃掲午可四号)

伊芸美香

し尿収集運搬のみ

名城隆治

削噛清掃蕪午可(2号)

備

削断曹清掃業許可(6号)

し尿収集運搬のみ

善勝

考

し尿収集還般のみ

削ヒ槽清掃新午可(3 号)

寛

浄イ■曹清掃埼午可(4号)

浄イ倒曹清掃氣午可(5号)

浄イ断曹清掃業許可(7号)

浄イ踏曹清掃業許可(8号)

し尿収集週般のみ

12

亘

人秀

陣

嘉

燃



NO

1

許可番号

2

3

4

1

4

5

オパス杉航会社

6

辺野古太炭倉リ業企掲且合

事業者名

売求セメント株式会ネ劃洞

5

樹宮里

2

補足

1 -般廃棄物処理業の許可申請の内、申請者の業務関連上必要と認めたときは、許可申請を

受理する。

沖縄県環境整備センター株

式会社

與那嶺泰輔

代表者

徳田仁

昌・久里、忍、

宮里割尓

犬・猫等の死体

木くず

照屋義実

木くず・燃え殻・ぱいじん

処分品目

家電類の中間灸曜

焼却灰鮴え殻、は、、じん)・不

燃ビみ暁プラスチック類、紙

くず、木くず、繊維くず、ゴム

く司'、金属くず、ガラスくず、

コンクリートくず及び陶磁器く

ず、がれき類、ー'受廃棄物の処

理物(特定管理一"斐廃棄物であ

るものを除く))・その他(災害

廃棄吻)

13



名護市告示第豁号

名護市行政改革推進本部会議設置要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。

令和8年4月1日

名護市行政改革推進本部会議設置要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知武豊



名護市行政改革推進本部会議設置要綱の一部を改正する要綱

名護市行政改革推進本部会議設置要綱(昭和61年告示第12-2号)の一部を

次のように改正する。

第5条に次の1項を加える。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を

求め、意見を聴くことができる。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。



0名護市行政改革推進本部設置要綱

(設置)

第1条行政改革の推進を図るため、名護市行政改革推進本部(以下「本部」という。)

を置く。

(所掌事項)

第2条本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1)行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2)組織改正(課等以上に限る。)に関するとと。

(3)その他行政改革に係る重要事項に関すること。

絲且織)

第3条本部は、次の職にある者をもって組織する。

(1)市長

(2)副市長

(3)教育長

(4)政策調整官

(5)名護市行政組織規則(平成29年規則第2号)第5条に規定する部長

(6)教育次長

(フ)消防長

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、本部長及び副本部長を除く第1項の構成員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(部会)

第6条本部長は、その所掌事項のうち、特定の事項にっいて調査研究させるため、部会

を置くことができる。

(庶務)

昭和61年2月17日

告示第12-2号

ν2



第7条本部の庶務は、総務部において処理する。

2 部会の庶務は、本部長の定める部課等に置いて処理する。

(補則)

第8条この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

附則

この要綱は、昭和61年3月1日から施行する。

附則(平成7年8月24日告示第認号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成8午3月29日告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成14年4月8日告示第24号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成20年4月1日告示第妬号)

との要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成器年8月10日告示第112号)

この要綱は、平成23年8月10日から施行する。

附則(平成28年7月27日告示第128号)

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成29年3月肌日告示第78号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月25日告示第40号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年2月25日告示第20号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、改正後の第3条第1項第5号の規定は、

令和2年4月1日から施行する。

2/2



名護市告示第87号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第2詑条の6の規定により、沖縄県消

防通信指令施設運営協議会の所在地を、うるま市字大田77番地に変更すること

にあたり、同協議会規約を呂1俳氏のとおり変更tるので告示する。

令和 8年4月1日

'七.'..-1

J

名護市長渡具知武豊

」
一

一
ヒ



別紙

沖縄県消防通信指令施設運営協議会規約の一部を変更する規約

沖縄県消防通信指令施設運営協議会規約(平成23年7月21日制定)の一部

を次のように変更する。

第6条中「嘉手納町字屋良 1220番地」を「うるま市字大田 77番地」に変更す

る。

附則

この規約は、令和8年4月1日から施行する。



名護市告示第88号

名護市水産施設機能強化事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。

阜

令和8年4月1日

名護市水産施設機能強化事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長 渡具知武豊 .1

上」

j
風'

1

1

1
 
置
 
1
 
-
ー
ー
{



名護市水産施設機能強化事業補助金交付要綱新旧対照表

第1条略

(事業実施期間)

第2条事業実施の期間は、令和8年度までとする。

以下略

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

改正後

第1条略

(事業実施期間)

第2条事業実施の期間は、令和7年度までとする。

以下略

改正剛

(下線部分は、改正箇所)

1/1



名護市告示飢乞89 号

t,護市・・'般廃棄物処理手数判・徴収事務を次の者に委託したので、地方n治法施行令印召

和22年政令第 16 号)第 158 条第2項の規定に基づき告ボする。

゛

令和 8年4 " 1日

委託先名称・住所

有限会社盛光産業

2

株式会社崎浜商店

委託期問

名

名護市長

称

令和 8年4月1日から令和 9 午 3月31日まで

渡具知武豊

名護市東杠五丁目 15番2号

名護市大南四丁目11番13号

゛

1

」

住

コ

所



名護市告示第90号

名護市ふるさと納税クラウドファンディング事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱

を次のように定める。

,

令和8年4月1日

名護市ふるさと納税クラウドファンディング事業補助金交付要綱の一部を改正する

要綱~別紙

一
:
イ
、
)
,
.

.
一

二

一、

.

.

.

ー
、
"
、
ー
ず
貞

ー
-
ー
鷲
一
,
へ
一

、
'

武知具渡長市萎名



名護市ふるさと納税クラウドファンディング事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱

名護市ふるさと納税クラウドファンディング事業補助金交付要綱(平成27年告示第176号)の一部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条この要綱は、地域

づくり事業に要する経費の一部に対し、名護市ふるさとまちづくり

寄附金を財源として補助金を交付することにより、活力ある地域づ

くりを支援するものとし、その補助金の交付に関しては、名護市補

助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第8号)に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条略

(補助対象団体)

第3条補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)

として る寸

改正案

が王

は地

となり企画、提案及び実施する地域

の

は、7 にける

ヒ地

1

2

内の'テ

直上旦隹

ψ)

3

りを主たる

^

2

ユ団隹

印」

のと

メ

工△

哘項の{に貞わら、かかわら

村亀者^

口の寸

びその'車△'且四

る

1

^

(趣旨)

第1条との要綱は、地域が主体となり企画、提案及び実施する地域

づくり事業に要する経費の一部に対し、名護市ふるさとまちづくり

寄附金を財源として補助金を交付するととにより、活力ある地域づ

くりを支援するものとし、その補助金の交付に関しては、名護市補

助金等の交付に関する規則印召和騎年規則第8号)に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。

と共百で事を施る公共

フフロ

寸法

こよる

2久

当な'テニ、の方止

1̂

第2条略

(補助対象団体)

第3条補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)

7の

'リ

Z>、

現行

の公ヰ

の村レΥ.

口に捗当

る力、に討'

に

の

は、

る去

る

を

内の

は

る

3

メ

去

びその連△,且師'と る

^

豊
三

.
一
一

冒

定

一
一
:

こ2

四

至寸力



2

ム寸

ムフ

2契に

3

金正法 a刀口23

虫谷N "の

去

4

^

5

(補助対象事業)

第4条補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、

原則として名護市内で実施される地域力の向上に資する事業であ

つて、次に掲げる事業を除くものとする。

①収支計画が明確でない事業

②政治的又は宗教的な活動につながる可能性がある事業

る

1220

その也

の一f、がある

寸

目1

去

ひ'

ノつ

力

去

斤

1940

七でないと

血の

去

る

を

H刀口26

、正

圖前各号に掲げるもののほか、補助事業として不適当と市長が認
めるもの

2 補助対象事業は、第16条の規定による補助金交付決定通知を受け

た日の属する年度の3月31日までに終わる事業でなければならな
し、

ヒ

3久に

る

」した

去

を山む

1'ー.

る法

1260

る

第5条~第6条略

(クラウドファンディング対象事業の登録申請)

第7条クラウドファンディング対象事業を登録しようとする補助

対象団体(以下「登録申請団体」という。)は、名護市ふるさと納

税クラウドファンディング事業補助金クラウドファンディング対

H刀口23

」新規L

」新規L

」新規L

」新規L

(補助対象事業)

第4条補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、

原則として名護市内で実施される地域力の向上に資する事業であ

つて、次に掲げる事業を除くものとする。

①収支計画が明確でない事業

②政治的又は宗教的な活動にっながる可能性がある事業
3

4

⑤前各号に掲げるもののほか、補助事業として不適当と市長が認
めるもの

2 補助対象事業は、第16条の規定による補助金交付決定通知を受け

た日の属する年度の3月31日までに終わる事業でなければならな
し、

也の の六

している

第5条~第6条略

をヰ1 る

(クラウドファンディング対象事業の登録申請)

第7条クラウドファンディング対象事業を登録しようとする補助

対象団体(以下「登録申請団体」という。)は、名護市ふるさと納

税クラウドファンディング事業補助金クラウドファンディング対

^

'

^

こヨウ

一
'

二

1

こ

"

<ま

=

<る

こ

当
ナ
ノ
一
一こ



象事業登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長

に提出しなければならない。

①事業計画書(様式第2号)

②事業計画の周知申請書(様式第3号)

3

明晝

④その他市長が必要と認める書類

3久

第8条~第15条略

1頂

(事業内容等の変更)

第16条第8条第1項又は第14条第1項の規定により申請した事業

内容の変更は、原則認めないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、これらの事

業内容を変更しようとする登録申請団体又は補助申請団体は、名護

市ふるさと納税クラウドファンディング事業補助金計画変更承認

申請書(様式第H号)を市長へ提出し、その承認を受けなければな

らない。

3 市長は、前項による申請について審査し、その結果を室誰血亟亙

3 口の においてはt

さと

知圭

通知するものとする。

(翌モ鐙報告)

第17条略

第18条~第24条略

の

象事業登録申詰書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長

に提出しなけれぱならない。

①事業計画書(様式第2号)

②事業計画の周知申請書(様式第3号)

」新規L

ク

』

式謡図により、当該登録申請団体又は補助申請団体に

ドフ

証

ンブ

圖その他市長が必要と認める書類

ンク

第8条~第15条略

'

(事業内容等の変更)

第16条第8条第1項又は第H条第1項の規定により申請した事業

内容の変更は、原則認めないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、これらの事

業内容を変更しようとする登録申請団体又は補助申請団体は、名護

市ふるさと納税クラウドファンディング事業補助金計画変更承認

申請書(様式第H号)を市長へ提出し、その承認を受けなければな

らない。

3 市長は、前項による申請について審査し、その結果を墾誰匝臣を亙
^^

非 さと

晝」様式第1^により、当該登録申請団体又は補助申請団体に通

知するものとする。

(実積報告)

第17条略

第18条~第24条略

クラ ドフ ンテ ンク .'盲1昔■ 金百亦 査 通知

のー



様式第1号(第7条関係)

N O .

名護市長殿

改正案

名護市ふるさと納税クラウドファンディング事業補助金

クラウドファンディング対象事業登録申請書

次のとおり名護市ふるさと納税クラウドファンディング対象事業を提案し

たいので、関係書類を添えて申請します。

年 月

団体名

住 所

連絡先

代表者氏名

様式第1号(第7条関係)

NO

1 事業名

事業費

日

2

名護市長殿

現行

名護市ふるさと納税クラウドファンディング事業補助金

クラウドファンディング対象事業登録申請書

次のと兆り名護市ふるさと納税クラウドファンディング対象事業を提案し

たいので、関係書類を添えて申請します。

円

年 月

団体名

住 所

連絡先

代表者氏名

1 事業名

事業費

日

2

゛

円

記記



3 寄附目標額

寄附期問4

5 添付書類

①事業計画書(様式第2号)

②事業計画の周知申請書(様式第3号)

③

年

塑その他市長が必要と認める書類

の'

月

円

正H 量

日から

(千円未満切捨て)

年月日まで

(注) 1年以内とすること。

金六 3

3

1頂

寄附目標額

寄附期問

3 口の

4

メ△、の士

5 添付書類

①事業計画書(様式第2号)

②事業計画の周知申請書(様式第3号)

③その他市長が必要と認める書類

年 月

円

日から

(千円未満切捨て)

年月日まで

(注) 1年以内とすること。

一
、



様式第2号(第7条、第14条及び第17条関係)

事業(計画・報告)書

1

'

事業概要

改正案

^

項珂

事業実施時

期

(予定)

記入欄

事業実施場

所

(予定)

C

NO

・政治的な活動又は宗教

的な活動につながる可

能性がある事業でない

こと。

事業の目的

(成果)

日から

日まで

名護市確認欄

様式第2号(第7条、第14条及ぴ第17条関係)

事業(計画・報告)書

・寄附期問終了から1月

以上経過した旧である

こと。

事業内容

・原則として名護市内で

実施されること。

注1 その他事業の実施に関する資料があれば添付すること。(図面等)

1、事業概要

・地域力の向上につなが

る事業であること。

口

'、、 ^

現1テ

項目

口

事業実施時

期

(予定)

・政治的な活動又は宗教

的な活動につながる可

能性がある事業でない

こと。

記入欄

口

事業実施場

所

(予定)

口

N O .

口

事業の目的

(成果)

日から

日まで

口

宅護市確認欄

でに

・寄附期間綣了から1月

以上経過した日である

こと。

事業内容

ナ

・原則として名護市内で

実施されること。

・地域力の向上につなが

る事業であること。

口

口

==

年
年
月
月

年
年
月
月



備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則(令和8年4月1日告示第90号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

他ご壁盆助全

四互忽

口 この

注1

ふるさと

グ

ドフ

その他事業の実施に関する資料があれば添付すること。(図面等)
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名護市告示第91号

子ども・子育て支援法第58条のⅡの規定により次のとおり告示します。

令和8年4月1日

子ども・子育て支援法第58条のⅡの規定に基づく公示内容~別紙

名護市長渡具知
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(別紙)子ども・子育て支援法第58条の11の規定に基づく公示内容

子ども・子育て支援施設等の種類

私

預合・風

計監含

り〕斯心

侃ユ件〕風

嵩

中与上
・国

葛蹴件〔抽

年官

年

0

怯凱30条の"瓢1噺

.

確謡

元号

怯第卵条の6

年 月

令和

確認辞退

日 元号

8

怯第卵条の10

4

年 月

確認取消

日 元号 年 月 日 全部 一部

怯第58条の10

停止の内害

効力停止

元号

自

停止期間

日

特定子ども・子育て
支援提供者
(設置主休)

元号

至

日

名称

社会福祉法人玉和会

名称

施設/事業所

どんぐり保育園 905-0006

所在地

名護市字宇茂佐相冊書地

備考

亭冥所由係育亭冥所章悟倦用型

,
,
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名護市告示第92号

平成6年3月Ⅱ日付け名護市告示第15号で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第

260条の2第10項の規定に基dき認可した地縁による団体「名護市源河区」の告示事

項について、下記のとおり変更があったので、同項の規定に基づき告示する。

.

令和8年4月6日

、

1 告示した事項のうち変更のあった事項

代表者に関する事項

2 その内容

令和8年4月1日から、代表者を名護市字源河Ⅱ74番地1、宮城

名護市長渡具知武豊

記

、

ー.」,

J

1

^■.'

章とする。



名護市告示第93号

平成5年12月7日付け名護市告示第61号で、地方自治法(昭和22午法律第67号)第

260条の2第10項の規定に基づき認可Lた地縁による団体「名護市大浦区」の告示事

項について、下記のとおり変更があったので、同項の規定に基づき告示する。

令和8年4月6日

1 告示した事項のうち変更のあった事項

代表者に関する事項

2 その内容

令和8年4月]日から、代表者を名護市字大浦124番地1、比嘉

る。

名護市長渡具知 武豊.、.,
1 '1 」

ヂ

さおりとす

見
r

記



名護市告示第94号

平成29年7月14日付け名護市告示第150号で、地方自治法(昭和22年法律第67号)

第260条の2第10項の規定に基づき認可した地縁による団体「名護市三原区」の告示

事項について、下記のとおり変更があったので、同項の規定に基づき告示する。

.

令和8年4月6日

1 告示した事項のうち変更のあった事項

代表者に関する事項

2 その内容

令和8年4月1日から、代表者を名護市字三原255番地1、金城

る。

名護市長渡具知武豊

、

宅^ー,ーー_.、.'、

^

利榮子とす

記



宅,護市告示第鮖号

名護市民農園設置及び管児運営斐綱を廃止する要綱を次のように定める。

市

令和 8年4月8日

名護市民農園設置及び管埋運営要綱を廃止する要綱~別紙

名護市長渡具知武豊
1、

:ン
『

1
 
「
、
1
 
「
」

、

.

ν
、

一



リ

名護市民農園設置及び管理運営要綱

名護市民農園設置及び管理運営要綱(平成20年3月27日告示第器号)は、廃止する。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

.



名護市告示第96号

平成6年3月巧日付け名護市告示第17号で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第

260条の2第10項の規定に基づき認可した地縁による団体「名護市稲嶺区」の告示事

項について、下記のとおり変更があったので、同項の規定に基づき告示する。

,

令和8年4月8日

1 告示した事項のうち変更のあった事項

代表者に関する事項

2 その内容

令和8年4月1日から、代表者を名護市字稲嶺984番地27、玉那覇

る。

名護市長渡具知武豊
,

一■一^

鈴美とす

記



名護市告示第97号

.

平成30午8月21日付け名護市告示第142号で、地方白治法(昭和訟年法律第67号)

第2印条の2第10項の規定に基づき認可した地縁による団体「名護市嘉陽区」の告示

事項について、下記のとおり変更があったので、同項の規定に基づき告示する。

令和8年4月8日

1 告示した事項のうち変更のあった事項

代表者に関する事項

2 その内容

令和8年4月1日から、代表者を名護市字嘉陽28番地、山田

名護市長渡具知

記

沙紀とする。
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名護市告示第 98 号

名護市中山間地域等直接支払事業補助金等交付要綱を廃止する要綱を次のように定め
る。

令和 8年4 村 9日

"..

名護市中山間地域等直接支払事業補助金等交付要綱を廃止する要綱~別紙

名護市長渡具知

f'ー'ー
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名護市中山間地域等直接支払事業補助金等交付要綱

名護市中山間地域等直接支払事業補助金等交付要綱(平成18年3月町日告示第器号)は、

廃止する。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

1



名護市告示第 99 号

市道路線の区域の変更について

1

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を

次のとおり変更した。

なお、関係図面は名護市役所建設部建設士木課に浦いて令和8年4月10日

から令和8年4月24日まで一般の縦覧に供する。

令和8年4村 10旧

路線の種類

その他

その他

路線名

名桜大学線

名桜大学線

旧・新の別

旧

名護市長

名護市字為又為又原1220番5から

名護市字中山干クザル1825番26まで

記

新

区

名護市字為又為又原1220番5から

名護市字中山モクザ山825番26まで

問

渡具知

,.

"'1・・1 ・ム・・
.1゛胃冒、■、

敷地幅員 長

最小幅員W・13.兜m
最大幅員W,認.34m

最小幅員W*13.92Ⅲ
最大幅員W・52,34m

延

..レ、」

上壁1,630. om

L=1,630, om



名護市公告第 12 号

沖縄県知事から、令和8年3月6日付け農森第2182号により、下記の士地について、

別紙写L (令和8年3月6日付け沖縄県告示第94号)のとおり保安林の指定の予定を

する告示の掲載依頼がありますので、下記のとおり公告する。

゛

令和8年3月11日

1 指定の予定保安林の所在場所

名護市字世冨慶高喜名原799番、 800番、 801番

名護市長渡具知

ゞ一忠雛
〒^':■旨

1"・ jl'.j
圭tず'イ:J ゛

記



令和8年3月6日

9
金曜日

県

沖i,県父幸再
章

0県営士地改良事業変吏計画の決定(村dくり計画課) ...■●●■●●●■●●闇■●●■■●■■●●●●●●●●●●●●●■●●●■●●●●●■●■●弔●●■●●●●●●,●●,●●●●●゛●

0公共測量の実施の通知 U農地農村整備課)

0民有保安林の指定の予定の変更(森林管理課) ........,■...........,.,.,.■.■.雫..,....●.●●..●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●尋●●●●■●

0民有保安祢の指定の解除(森林管理課) .号.■..■■.....■■●■■...■●●●●●●■●●●■●●■●●●●●●●●●●●●●●●■●●●■●■●■●●●■●●●,,●,●●゛●,●●●●●●●●●申゛●.

0土砂災害警戒区域の指定(海崖防災課) 写●●.●●..●●.●●..●●.●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●■●●●●●●■●●●●■■●

0士砂災害警戒区域の指定の解除(海岸防災課) ......,...,...,,.,.,雫.........甲....,●●●●●●゛●●●●●●●●'●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●

0士砂災害特別警戒区域の指定(海岸防災課)

0土砂災害特別警戒区城の一部についての指定の解除(海岸防災課)

0都市計画の変更・ 2件(都市計画・モノンール課) ......■....■...■.■...........,.,....,.゛●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●昆●●●●■●

0土地区画整理組合の事業訓'画の変更の認可(都市計画・モノレール課) ●●●■●●■■●●●●■●●●●●,●,●●●弔●●●●●●●,雫●●●●●●甲.●.

告ム

0大規模小売店舗立地法に基づく市町村等の意見(中小企業支援課) 雫,.●●●●●●●●'●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●

0開発行為に関司、る工事の完了(建築指導課) ..............■....■........■...........,.■..,...,.....●,.雫,,申゛●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

0開発行為に開寸る工事の完了・5件(南部土木事務所)

人事委員会事項

01哉^のj旦1簸介亨^1こ関司、る芳1貝「1の一立3を己女iE寸、る対1貝」1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,,・・,,・,・・・,・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

01「111岨1目 1既巨1老兵1司市弐冴灸α),麺方也・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

、

ム 報

目

・・・,・・,・・・・・・・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

沖縄県告示第93号
'

測量法(昭和24年法律第188号)第39条において準用する同法第H条第1項の規定により、宮古島市長か

ら炊のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

次

告示

1

定期発行日

毎週火・金曜日

●●■●●■●●●■●●■●●●●●■●●●●●■●●■●●■●■●雫●●●,●雫●●●

(1遵縣゛.司

第5392・号

沖縄県告示第92号

土地改良法(昭和24午法律第195号)第訟条第1項の規定により、伊江西部地区県営上地改良事業(農業

用用排水施設)変更計画を定めた。

な給、関係書類を炊のとおり縦覧に供する。

令和8年3月6日

裕城 康沖縄県知事 玉

1 縦覧に供する書類県営士地改良事業変更計画書の写し

2 縦覧に供する期問令和8午3月9日から同年4月6日まで

3 縦覧に供する場所伊江村役場

4 その他この告示に係る変更計画(以下「変更計画」という。)の決定に対して不服がある者は、縦覧

期間満了の日の翌口から起算して15日以内に知事に審査荊求をすることができる。

また、変更計画の決定については、上記の審査需求のほか、変更計画の決定があ0たこと(審査請求を

した場合にあ0ては、当該審査請求に対する裁決があったこと)を知0た罰の翌Hから起算して6か月以

内に、沖縄県を被告として、変更計画の取消しの訴えを提起することができる。

4
 
5
 
5

6
7

告 示

2
2
2
3
3
3
4
4



令和 8 午 3 j1 6 0

令和呂半3×6H

公典測靴を尖施寸る地域宮,1,'島市

公共測昂:を戈施tる則間令干「.184

作業諏1麺公共測・枇("雌点浜1・姑)3

金岫11、1

沖縄県告示第94号

森林怯印召和26年法律第2W牙)第30条の 2第 1項の悦定により、令和 8ザ市川県県冉ポ第H斗で告心した

民イfイ呆安オ木の指辻tの'fo'の・・・・都を洩のとおり変史、トる 、

令干「.18 イf,3 j1 6 "

工城康裕沖縄県知事

1 指定戸定保安林山所在揚所 名護,1i字陛'肌慶高,苅判臣799番から8田番主で (以 1二3笊に0いて次山1判に

示す部分に限る。)

2 変巫の内客

ノ、

,

沖縄県知*

(竹アラ」也1_K)

Ij116目小ら同弁●j131H主で

報

指定予定保安林の
所在場所

変更事項

(「炊の懐1」は、省略し、その図面を沖縄県農林水産部森林管鐸課及ぴ沖縄県北部農林水産振興センター

森林整備保全課において縦覧に供寸る。}

誇f

沖縄県告示第95号

森林法印召札26イル浩律第討9・牙)第26条の 2第 1リψ)劇定により、淡のとおり保安林の指定を角郡令する。

令和 8 "・ 3 /・1 6 U

沖縄県知事玉城東裕

1 角引徐に係る保女林の所在嶋"折島尻棚H尹下屋村字野点コシノ川原51番29、 5]番30、駐番32から51番35主

で

保安林とし、ぐ指定された目的削告W)1坊備

解除の理山指定卵由の消滅

名護市字世冨慶高喜納原799番から801番
まで

地滑り

ヒ

変更前

切t

群兆392 弓

康 神↑

沖縄県告示第96号

に砂災害僻戒区域等における・上砂災害1坊止支1策の推進に関tる法律(平成12午法律第5"打第7条第 1唖

の規定に上"、士砂災!'!f鮮戒区域を次のとおり指定ナる.

令干1_18年311 6 Π

地滑り

名護市字世冨慶高喜納原内9番から801番
まで(以上3筆について炊の図に示す部
分に限る。)

変更後

区域の名称

首里石嶺

首里寒川

那覇市首里石嶺町1丁目のうち、次の図に示す区域(「次の
図」は、省略し、その図面を沖縄県南部士木事務所及び那覇
市役所において縦覧に供,る。)

首里鳥堀

那覇市首里金城町4丁目、首里崎山町4丁目及び繁多川4丁
目のうち、次の図に示す灰域(「次の図」は、省略し、その
図面を沖縄県南部士木事務所及び那覇市役所において縦覧に
供する。)

指定の区域

那覇市首里鳥堀町5丁目及び首里赤田町3丁目並びに南風原

沖縄県知■ 十二

士砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

城

2

地滑り

東

1
2

り
]
 
3



名護市公告第 13 号

都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第1項の規定による都市計画事業の

事業計画の変更図書の写しの送付を受けたので、同法第63条第2項の規定に船いて準用

する同法第62条第2項の規定により、次の主おり公衆の縦覧に供する。

令和 8年 3 月 23

1 都市計画事業の種類及び名称

(1)種類名護都市計画公園事業

日

(2)名称

2 事業施行期間

平成 14年6月2 1日から令和 13年3月3 1日まで

3

4 ・ 4 ・名 2号田井等公園

事業地

(1)収用の部分変更なし

記

名護市長

(2)使用の部分なし

4

渡具知

変更の内容

事業施行期間の延長

.^巨qj^ぜ.ーーー〒'ーー、、「N又

ムニ,1/:._ー゛ノ_寺.. i

Itf印
、.■^ー^ー^^

5 縦覧の場所

■護市建設部都市計画課



別紙(第7条関係)

名護市公告第

名護市公募型指名競争入札の実施にっいて

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第]項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24午告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施tるため、次のとおり公告しま
す。

令和 8年3月27日

y"

'

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

長筋原支線9号農道災害復旧工事

概要

6

土木一式工事

入札日時

7

名護市字屋部地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結田~令和8年9月30日

名護市長渡具知

子定価格
(消費税込み)

9

災害復旧工事一式

最低制限価格

10

令和8年4月14日(火)午前9蒔30分

入札保証金

Ⅱ

名護市役所第1会議室

契約保証金

謡

33,044,000円

申請書提出期限

玲

設定する

工事内容に関する
質問締如日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
を1,つて契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和8午4月3日(金)正午

担当課

令和8午4月8日(水)正午

令和8年4月9日(木)

令和8年4月7日(火)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
農林水産課
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2 入札参加資格要件
.

次に掲げる事項の全てを満たしていなければなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の士木一式工事B級に登録されている者であること。

今年度(令和7年4月1日から令和8年4月H日の入札日までの問)に本市発注の士木一式
工事(予定価格1,000万円以上のもの)を受注した者ではないこと。

前年度繰越により継続して本市発注の士木一式工事(予定価格1,000万円以上のもの)
を施工中の者ではないこと。ただし、入札日の前日までに完成検査済みの者は除く。

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく主任技術者又は監理技術者となり得る国家資格取得者(1,2級
土木施工管理技士、1,2級建設機械施工管理技士又は技術士)」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

2

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について

4 提出書類

次に掲げる書類を令和8年4月3日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫



②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(CORf NS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書頚

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和8年4月7日(火)に指名
通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付し
ます。

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

3



別紙(第7条関係)

■一ーー

名護市公告第ノ6 号

令和 8年3月 27日

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方白治法(昭和22年法律第67号)第器4条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基dき、公募梨指名競争入札を実施するため、炊のとおり公告しま
す、。

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

安部ナート川整備工事(そのD

概要

6

士木一式工事

入札日時

7

名護市字安部地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結田~令和8年7月31日

名護市長渡具知

予定価格
(消費税込み)

9

水路整備工事一式

最低制限価格

10

令手Π8年4月14日(火)午前10時

!'」、r:、'..!1ンi'!.、.'
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入札保証金

H

■一冒一^^

名護市役所第1会議室

契約保証金

12

48,895,000円

申請書提出期限

13

設定する

工事内容に関する
質問締切日

H

免除

質問に対tる回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令手U8年4月3日(金)正午

担当課

令和8年4月8日(水)正午

令禾口8午4月9日(木)

令和8年4月7日(火)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
建設士木課



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなければなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の士木一式工事呈盤区住△銀に登録されている者であること。

2

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と'3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく主任技術者または監理技術者となり得る国家資格取得者(1,2
級士木施工管理技士、 1,2級建設機械施工管理技士、技術士)」

入札日までの問に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

本案件は士木一式工事B級業者に対し令和8年3月10日付け公告を行ったが、入札参加
申請業者が入札執行可能規定数に達しなかったため入札不調となったものである。その
ため、前回入札時に入札参加申請を行った、土木一式工事B級業者1社及び受注済みの
業者、並びに土木一式工事A級全業者を対象として再度公告する。本案件を受注しても
土木一式工事A級の落札御」限の対象としない。

メ>、

」-L.
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3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について

、
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4 提出書類

次に掲げる書類を令和8年4月3日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(CORINS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

山配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第H号)様式第8号)の写
し ,

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和8年4月7日(火)に指名
通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付し
ます。

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

3

.



名穫市公告第16号

令和8年4月1日

名護市一般競争入札の実施について

地方自治法第234条第1項に基dき、次のとおり一般競争入札を実施tるので、公告し

ます。 "!1

.

1 入札に付する事項

1 契約名

2 契約の概要

3 施行場所

4 履行期間

名護市電子入札・契約管理・申請受付システム構築業務委託

5 入札(開ホD 日時

システム構築・導入支援業務

6 入札(開ホD 場所

名護市長渡具知

名護市総務部工事契約検査課

7 予定価格

契約締結日

8 最低制限価格

令和8年4月23日(木)午前 10時

9 入札保証金

名護市役所第1会議室

から令和9年1月31日まで

10 契約保証金

事後公表

Ⅱ 申請書提出欺限

設定Lない

12
契約・入札に関する

質問締切日時

免除

13 質問回答日

免除

14 担当課

令和8年4月13日綱)

令和8年4月15日ケN

令和 8年4月16日(木)

名護市総務部工事契約検査課

四80-53-1212 (六線 189)
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2 入札参加資格要件

次に掲げる事項のすべてを満たしている者とする。

(D 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。

(2)社会保険に加入していること。(適用が除外されている場合を除く。)

(3)雇用保険に加入していること。(適用が除外されている場合を除く。)

(4)代表者及び法人(営業所含む。)に名護市税等の滞納がないこと。

①市県民税

②法人市民税

③固定資産税

④国民健康保険税

⑤過去2年間において国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体に対し、本業務と同

種の業務に係る実績のある者であること。

⑥名護市暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条に規定する暴力団員及び暴

力団員と密接に関係する者ではないこと。

リ

3 配布資料

資料は、名護市ホームページ又は工事契約検査課(下記5の提出先)から取得してく

ださい。

①本公告文

②仕様書

③契約書(案)

④一般競争入札参加申請書

⑤委任状(資格審査用)

⑥使用印鑑届

⑦電子入札機能要件確認表

⑧契約管理・申請受付機能要件確認表

四)入札心得

(10)入札書

al)委任状

a2)質問書

a3)辞退届

4 提出書類

次に掲げる書類を令和8年4月13日絹)までに提出してください。郵送の場合は、

当該期限日までに必着とします。

①一般競争入札参加申請書及びその添付資料

②電子入札機能要件確認表

③契約管理・申請受付機能要件確認表

5 申請書等の提出先

〒905-8540

沖縄県名護市港一丁目1番1号

名護市総務部工事契約検査課(担当

四80-53-1212 (内線 189)

長嶺)



6 入札参加資格確認結果通知書の送付

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件の有無について、令和8年4月17日(金)

までに入札参加資格確認結果通知書により通知します。

7 資格の有効期間

資格の有効期間は、入札参加資格確認結果通知書の日から本入札に係る落札決定の日

までとする。

8 資格審査申請事項の変更

入札参加の資格を有する者は、次に掲げる事項に変更があったときは、入札日時まで

に変更の届け出をしなければならない。

①商号又は名称

②所在地

(3)電話番号及びメールアドンス

④代表者氏名

伍)使用印鑑

9 本案件に関する質問・回答

本案件に関する入札・契約手続き又は契約内容に関する質問については、配布資料の

質問書を下記担当部署に郵送、持参又はFAXにより提出してください。

提出先:名護市総務部工事契約検査課(担当:長嶺)

IEL:四即-53-1212 (内線 189)

FAX:0980-52-3007

回答方法:入札参加申請書記載のメールアドレス宛てに回答書を送付する。

10 その他

その他の事項については、名護市一般競争入札心得によるものとする。



名護市公告第18号

都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定による都市計画事業の

事業計画の変更図書の写しの送付を受けたので、同法第63条第2項の規定に船いて準用

する同法第62条第2項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。

令不口 8年4月 8日

1 都市計画事業の種類及び名称

(1)種類

(2)名称

2.事業施行期間

名護都市計画道路事業

3 ・ 5 ・名 2 9号山田原線、

4・ 4号伊差川線

名護市長

平成24年6月8日から令和10年3月31日まで

3 事業地

渡具知

.^,早'^J.、.●^、MI,^^

"井"イ?→゛
'^"^^ー.、^^

(1)収用の部分変更なし

(2)使用の部分なし

4

3 ・ 5 ・名 14号宮里大北線及び3 ・

変更の内容

事業施行期間の変更

5.縦覧の場所

名護市建設部都市計画課

記



瑠護市公告第18号

都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定による都市計画事業の

事業計画の変更図書の写しの送付を受けたので、伺法第63条第2項の規定に船いて準用

する同法第62条第2項の規定により、次のと浦り公衆の縦覧に供する。

令和 8年 4月 8日

1 都市計画事業の種類及び名称

(1)種類

(2)名称

2.事業施行期問

名護都市計画道路事業

記

平成20年9月26日から令和10年3月31日まで

3・6・18号山手線及び3・5・1号中央線

3

名護市長

事業地

(1)収用の部分変更なし

渡具知

(2)使用の部分なし

4 変更の内容

事業施行期間の変更

5.縦覧の場所

名護市建設部都市計画課
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(様式 7)

名i董市公告第

農業振興地域の整備に関する法律(昭和U年法律第認号)第8条第1項の

規定に基づく名護農業振興地域整備計画を別冊のとおり一部変更Lたので、同

法12条第1項の規定に基づき公告L、同法 12条第2項の規定により炊の場所

において縦覧する。

一

19

令和 8午 4月

縦覧場所

10日

名護市役所農林水産部

名護市港一丁目1番1号

名護市長渡具知

農業政策課
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